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本報告書は、衆議院情報監視審査会規程（平成 26年

６月 13 日議決）第 22 条第１項の規定に基づき、調査及

び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に

提出するものである。 

なお、本報告書の対象期間は、令和３年４月１日から令

和４年３月 31 日までである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の記載に当たり、当審査会は、原則非公開で、種々の保護措置を講じた上で
調査を行っていること等を考慮し、政府の不開示情報については記載しないとともに、若干
の表現上の工夫を加えている。 
また、［不開示情報］と記載した部分は、当審査会の調査において政府から開示を

受けているものの、表現上の工夫を加えても情報の不開示に抵触するおそれがあるため、
不記載とするものである。 



   

 

 

令和３年、当審査会は、第 49 回衆議院議員総選挙を経て８名の委

員が選任され、新たな体制となりました。 

一方、我が国においては、令和２年からの新型コロナウイルス感染

症拡大の状況が継続しております。昨年の夏には、延期された東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会は無事開催されたものの、その

後、感染者数が再拡大する等、依然として「日常」が完全に取り戻せ

ない状況にあります。 

このような状況ではありましたが、当審査会は、感染症拡大防止に

留意し対策を講じつつ精力的かつ慎重に調査を進め、本報告書をとり

まとめたところであります。今回も例年同様、公開できるものは公開

するとの編集方針の下、審査会の活動について、分かりやすい記述に

努めております。 

 

令和元年 12 月、特定秘密保護法施行から５年が経過し、政府にお

いて同法の適用対象の行政機関及び運用基準の見直しが実施されま

した。一連の見直し終了後の本報告書の対象期間は、特定秘密保護制

度の運用面から見れば、比較的静かな一年であったと言えるかもしれ

ません。 

しかしながら、運用面の見直し等の有無にかかわらず、当審査会は

特定秘密保護制度の運用の常時監視という大変重要な役割を担うこ

とが求められております。私としても会長就任以来、その重要性を各

委員とも十分共有しつつ審査会の活動がより有意義なものとなるよ

う取り組んでまいりました。今後とも、当審査会が役割を十分に果た

し、引き続き国民から信頼されるよう努めてまいる所存であります。 

 

はじめに 

衆議院情報監視審査会 
 
会長 
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凡 例 

本報告書で使用する略称等の意味は、以下のとおりである。 
（略称等は、50 音順に記載） 

 
 

略 称 等 概  要 

運用基準 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統

一的な運用を図るための基準」(平成 26年 10月 14日閣議決定、

令和３年６月 11 日最終改正） 

〔巻末 参考資料Ⅰ（5）〕 

ガイドライン 「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成 23 年４月１日

内閣総理大臣決定）。公文書管理法に基づき、政府が各省庁に文

書の取扱いについて示す指針。 

行政文書ファイル 行政機関における能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適

切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する行政文書（保

存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合

物にまとめたもの。 

行政文書ファイル

管理簿 

行政機関における行政文書ファイル等の管理を適切に行うため

に、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満

了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の

必要な事項を記載した帳簿。 

行政文書ファイル等 行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書。 

公文書監察室 内閣府公文書監察室。「公文書管理の適正の確保のための取組に

ついて」（平成 30 年７月 20 日行政文書の管理の在り方等に関す

る閣僚会議）において、独立公文書管理監を局長級に格上げ

し、各府省における行政文書の管理状況について常時監視する

などの一般の行政文書のチェック機能を追加することとされた

ことにあわせ、平成 30 年９月３日、同管理監の下に設置され

た。 

公文書管理法 「公文書等の管理に関する法律」(平成 21 年法律第 66 号) 

国会報告 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に

関する報告」。政府は特定秘密保護法第 19 条の規定に基づき、

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況につい

て、毎年１回、有識者の意見を付して国会に報告するものとさ

れている。              〔巻末 参考資料Ⅲ〕 
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略 称 等 概  要 

指定管理簿 特定秘密指定管理簿。個々の特定秘密について、施行令第４条

第１号から第５号までに掲げる事項、指定の整理番号及び当該

指定に係る特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管

理者の官職を一覧できるように記載し、又は記録するものとさ

れている。（運用基準Ⅱ３(5)） 

当審査会は、令和２年 12月 31日時点において行政機関の長が

保存する特定秘密指定管理簿を取りまとめた「特定秘密指定管

理簿綴り」の提出を受けている。 

なお、特定秘密指定管理簿綴りには、整理上、行政機関名、

識別番号及びページ番号が便宜的に加えられている。 

識別番号の略称は、以下の行政機関を示している。 

安＝国家安全保障会議、官＝内閣官房、警＝警察庁、総＝総務

省、法＝法務省、出＝出入国在留管理庁、公＝公安調査庁、外

＝外務省、経＝経済産業省、海＝海上保安庁、防＝防衛省、装

＝防衛装備庁 

指定行政機関 特定秘密保護法第３条第１項本文に規定する特定秘密の指定権

限を有する行政機関。 

指定書 特定秘密指定書。行政機関の長は、特定秘密を指定する際に

は、書面又は電磁的記録により、当該指定に係る情報を他の情

報と区別することができるように記述するとともに、当該情報

の指定の理由を記すものとされている。（運用基準Ⅱ３(2)） 

情報保全監察室 内閣府情報保全監察室。独立公文書管理監の職務を助け、特定

秘密保護法附則第９条に規定する独立した公正な立場におい

て、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特

定秘密である情報を記録する行政文書の管理の適正を確保する

ための検証、監察その他の措置に関する事務（大臣官房公文書

管理課及び公文書監察室の所掌に属するものを除く。）を行う。 

情報保全諮問会議 「我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有す

る情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する

者」（特定秘密保護法第 18 条第２項）として、内閣総理大臣が

委嘱する者により構成し、同大臣の下に開催する会議。特定秘

密保護法第３条第１項、第 18 条第２項及び第３項並びに附則第 

３条の規定に基づく意見のほか、特定秘密保護法の適正な運用

を図るために必要な意見を、内閣総理大臣に対して述べる。 

適合事業者 物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護の

ために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める

基準に適合するもの。（特定秘密保護法第５条第４項） 
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略 称 等 概  要 

特定行政文書ファ

イル等 

行政文書ファイル管理簿に記載された行政文書ファイル等のう

ち特定秘密である情報を記録するもの。（運用基準Ⅴ１(3)） 

特定秘密 特定秘密保護法第３条第１項では、行政機関の長は、①別表に該

当する事項に関する情報であって、②公になっていないもののう

ち、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそ

れがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密と

して指定するものとしている。 

特定秘密文書 特定秘密が記録された行政文書。 

特定秘密保護法 「特定秘密の保護に関する法律」（平成 25 年法律第 108号） 

独立公文書管理監 内閣府独立公文書管理監。特定秘密保護法附則第９条の規定に

基づき、特定秘密保護法の適正な運用を確保するため、独立し

た公正な立場から検証・監察を行う機関が必要との認識の下、

その設置等の検討が進められた結果、同法の施行日に、内閣府

に設置された。 

独立公文書管理監

報告 

「特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等

の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関す

る報告」。運用基準Ⅴ５(1)オにおいて、独立公文書管理監は、

特定秘密の指定、その有効期間の設定及び延長並びに指定の解

除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため

独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、毎

年１回、内閣総理大臣に報告することとされている。 

〔巻末 参考資料Ⅴ〕 

内閣情報調査室 内閣官房内閣情報調査室。特定秘密保護法の担当部局。特定秘

密の保護に関する行政各部の施策の統一保持上必要な企画・立

案及び総合調整に関する事務は、内閣法第 20 条により、内閣情

報官が掌理することとなっている。 

内閣保全監視委員

会 

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確

保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るため、内閣に

設置される委員会。（運用基準Ｖ１(2)） 

年次報告書 衆議院情報監視審査会規程（平成 26年６月 13日議決）第 22条第

１項の規定に基づき、毎年１回、調査及び審査の経過及び結果を

記載した報告書を作成し、議長に提出することとなっている。 

歴史公文書等 歴史資料として重要な公文書その他の文書。（公文書管理法第２

条第６項） 
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第１ 調査及び審査の経過 



第１ 調査及び審査の経過 

１ 情報監視審査会について 

(1) 情報監視審査会の構成（委員８名、令和４年３月 31日現在）1 

  会 長 小野寺 五 典 君 (自由民主党) 

      田 村 憲 久 君 (自由民主党) 

      松 本 剛 明 君 (自由民主党) 

      伊 東 良 孝 君 (自由民主党) 

      長 妻   昭 君 (立憲民主党・無所属) 

      おおつき紅 葉 君 (立憲民主党・無所属) 

      和 田 有一朗 君（日本維新の会） 

      大 口 善 德 君（公明党） 

 

(2) 情報監視審査会の任務及び権限 

情報監視審査会は、国会に設置された、行政における特定秘密保護制度の

運用を常時監視するための常設の機関である。この趣旨に鑑み、審査会は、

国会の会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することがで

きる2。具体的な任務は、①特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実

施状況について「調査」すること、②委員会等からの特定秘密の提出要求に

行政機関の長が応じない場合に、その判断の適否等を「審査」することの二

つである。 

「調査」及び「審査」に係る審査会の権限のうち、主なものは次のとおり

である。 

 ア 特定秘密の提出又は提示要求3 

   審査会が、調査又は審査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘

密の提出又は提示を求めたときは、その提出が我が国の安全保障に著し

い支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、その求めに応じなければな

らない。 

 イ 勧告4 

   審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に

対し、行政における特定秘密保護制度の運用について改善すべき旨の勧

告をすることができ、勧告の結果とられた措置の報告を求めることがで

きる。同様に、審査の場合も、行政機関の長に対し、委員会等の求め又

は要請に応じて特定秘密を含む報告又は記録の提出をすべき旨の勧告を

行うことができる。 

                         
1 過去の会長及び委員の一覧は、巻末 参考資料Ⅸ参照。 
2 衆議院情報監視審査会規程第９条 
3 国会法第 102 条の 15 及び第 102 条の 17 
4 国会法第 102 条の 16 第 1 項、同第 2 項及び第 102 条の 17 第 5 項 
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(3) 報告書の提出及び公表 

審査会は、毎年１回、衆議院情報監視審査会規程第 22条第１項の規定に基

づき、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書（年次報告書）を議長

に提出し、当該報告書は、議長において公表するものとされている。また、

随時、必要があると認めるときは、報告書を作成し議長に提出することがで

きるものとされている。 

 

(4) 情報監視審査会の保護措置 

審査会には、特に秘匿を要する情報である特定秘密等の提出・提示を受け

るにあたり、その漏えい防止を図るため、様々な保護措置が定められている。

国会法及び衆議院情報監視審査会規程等が規定する保護措置には、次のよう

なものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、政府による特定秘密の適切な提出を図るため、審査会は、厳格な保

護措置やその運用を定めた内規を制定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<情報監視審査会の保護措置> 

・本会議の議決による委員の選任（規程第３条） 

・特定秘密等を他に漏らさない旨の委員の宣誓（規程第４条） 

・特定秘密等の漏えいに係る懲罰事犯としての報告等（規程第 31条） 

・保護措置を講じた情報監視審査室での会議開催（規程第 11条） 

・会議の原則非公開（規程第 26条） 

・会議録の原則非公開（規程第 29条） 

・会議録の閲覧制限（規程第 30条） 

・特定秘密の保管（規程第 27条） 

・特定秘密の閲覧制限（規程第 28条） 

・情報監視審査会の事務を行う職員に対する適性評価の実施（国会法第 102

条の 18、国会職員法第 24条の４、第 24条の５） 

・情報監視審査会に提出された特定秘密の利用者・知得者の制限（国会法第

102条の 19、議院証言法第５条の４） 
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衆議院情報監視審査会

政 府（各行政機関） 特定秘密

議院又は委員会等

委 員：８ 名 （規程2,3）
・各会派の所属議員数に応じ委員数を割当て
・議院の過半数の議決により選任

会 長：審査会において互選（規程7）
正副議長：出席し、発言することができる（規程16）

保護措置
・会議は非公開

・特定秘密に接す
る者の範囲制限

・物理的に保護さ
れた施設 等

審 査（国政調査への政府対応の審査）調 査（常時監視）

①
毎
年
の
報
告

構 成

○会議は、原則として非公開（規程26）
○秘密保護措置を講じた審査室で開催（規程11）
○特定秘密に接する者を、議長・副議長・委員・事
務局職員等に制限（国会法102の19、規程18）

○会議録は原則印刷配付しない（規程29）
○事務局職員に対し適性評価を実施（国会法102
の18、国会職員法24の4）

○開会中、閉会中を問わず開会できる（規程9）
○定足数は、委員の半数以上の出席（規程12）
○議事は出席委員の過半数で決する(規程13)
○毎年１回及び随時、議長に審査会の活動
を記載した報告書を提出（公表）（規程22）

特定秘密の保管
提出された特定秘密は審査会で保管（規程27）

保護措置 活動等

①
特
定
秘
密
の
提
出
・
提
示
要
求

②
拒
否

理
由
の
疎
明

内
閣
声
明

②
提
出
・
提
示

②
運
用
改
善
の
勧
告

検討
運用改善

閲
覧

閲
覧

①
国
政
調
査

③
審
査
要
請
等

②
提
出
・
提
示

④
特
定
秘
密
の
提
出
・提
示
要
求

⑥
議
院
・委
員
会
等
へ
の
提
出
・提
示
勧
告

⑤
提
出
・
提
示

②
⑧
で
提
出
の
場
合

閲
覧

②
拒
否

理
由
の
疎
明

⑧
勧
告
を
尊
重
し
提
出
・提
示

委員長・
理事(2名)が

出席、発言
することが
できる

⑦
審
査
結
果

の
通
知

(例)・勧告した旨
・政府の判断を
妥当とする旨 ⑧

拒
否

理
由
の
疎
明

内
閣
声
明

審
査
を
行
わ

な
い
旨
の
通
知

検討

特定秘密

⑤
拒
否

理
由
の
疎
明

内
閣
声
明

①
政
府
か
ら
の
説
明
聴
取
等

③
勧
告
の
結
果
政
府
が
と
っ
た
措
置
の
報
告
要
求
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２ 調査及び審査の経過 

本年次報告書が対象とする期間は、令和３年４月１日から令和４年３月 31日

までの１年間である。この期間中に、当審査会は 10回開会した5。 

(1) 調査 

令和３年５月 11日、前回の令和２年年次報告書を協議・決定し、終了後直ち

に大島議長に提出した。 

次いで、内閣から提出された特定秘密の指定等の状況に関する国会報告につ

いて、６月 16日、説明を聴取した。 

これを受けて、令和４年３月３日以降、関係行政機関に、順次説明聴取及び質

疑を行った。 

 

(2) 審査 

本年次報告書が対象とする期間中、委員会等からの審査の求め又は要請6はな

かった。 

なお、平成 26年 12月の審査会設置以来、委員会等からの審査の求め又は要請

がないため、これまで当審査会においてこの審査は行っていない。 

 

(3) 審査会の活動経過 
国会
回次 

年月日 
(審査会回次) 

主な経過 

第
二
百
四
回
国
会 

5.11 
（第４回） 

令和２年年次報告書について、協議決定した。 
（委員外出席者） 
議 長  大島 理森君 
副議長  赤松 広隆君 

 

審査会後、会長から令和２年年次報告書を議長に提出した。 
 

5.18 
 

会長は、本会議において、令和２年年次報告書についての報告
を行った。 
 

6.11 国会法第 102 条の 14 の規定に基づき、内閣から「特定秘密の
指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告」
（国会報告）を受領した。 
 

6.16 
（第５回） 

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況
に関する報告」（国会報告）について河野国務大臣から説明を聴
取した。 
（委員外出席者） 
議 長  大島 理森君 
副議長  赤松 広隆君 
国務大臣 河野 太郎君 

                                                   
5 手続的な事項のみを協議した令和３年４月 13日の審査会（第 204回国会第３回）を含む。 
6 国会法第 104条の２、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第５条の２ 
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国会
回次 

年月日 
(審査会回次) 

主な経過 

第
二
百
五
回
国
会 

10. 4 第 205回国会（臨時会）召集 
（会期 11日間 10.14解散） 

 

10. 8 
（第１回） 

会長を互選した。 
  会 長  小野寺 五典君 

 

第
二
百
六
回
国
会 

11.10 第 206回国会（特別会）召集 
（会期３日間 11.12まで） 

 

11.11 
（第１回） 

会長を互選した。 
  会 長  小野寺 五典君 

 

第
二
百
七
回 

国 

会 

12. 6 第 207回国会（臨時会）召集 
（会期 16日間 12.21まで） 

 

第
二
百
八
回
国
会 

令和 4. 1.17 第 208回国会（常会）召集 

 

3. 3 
（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 特定秘密の保護に関する制度の運用、特定秘密の指定及び
その解除並びに特定行政文書ファイル等の管理について
独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告に
ついて政府参考人から説明を聴取した後、質疑を行った。 

２ 特定秘密の指定・解除及び特定秘密文書の管理の適正確保
のための検証・監察等について、政府参考人に質疑を行っ
た。 

 （委員外出席者） 
内閣府副大臣 大野 敬太郎君 

（政府参考人） 
内閣官房及び独立公文書管理監 

 

3.10 
（第２回） 

内閣官房及び国家安全保障会議における特定秘密の指定及び
その解除並びに適性評価の実施の状況について、政府参考人か
ら説明を聴取した後、質疑を行った。 
（政府参考人） 
内閣官房 

 

3.17 
（第３回） 

１ 特定秘密文書の管理の適正確保のための検証・監察等につ
いて、政府参考人から説明を聴取した後、質疑を行った。 

２ 内閣官房、警察庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、
公安調査庁、経済産業省及び海上保安庁における特定秘密
の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況につい
て、政府参考人から説明を聴取した後、質疑を行った。 

（政府参考人） 
独立公文書管理監、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、

出入国在留管理庁、公安調査庁、経済産業省及び海上保安庁 
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国会
回次 

年月日 
(審査会回次) 

主な経過 

第
二
百
八
回
国
会 

（
続
き
） 

 

3.24 
（第４回） 

内閣官房及び外務省における特定秘密の指定及びその解除並
びに適性評価の実施の状況について、政府参考人から説明を聴
取した後、質疑を行った。 
（政府参考人） 
内閣官房及び外務省 

 

3.31 
（第５回） 

内閣官房、防衛省及び防衛装備庁における特定秘密の指定及び
その解除並びに適性評価の実施の状況について、政府参考人か
ら説明を聴取した後、質疑を行った。 
（政府参考人） 
内閣官房、防衛省及び防衛装備庁 
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３ 調査の手法  

(1) 調査対象 

特定秘密保護法に基づき特定秘密の指定権限を有する 20 の行政機

関(指定行政機関)7及び適性評価実施行政機関について調査を行った。 

まずこれらの行政機関に対して資料の提出を要求し、そのうち、実

際に特定秘密の指定を行っている 12 の行政機関から説明を聴取した。 

 

（説明聴取の対象とした行政機関） 

国家安全保障会議 8、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、  

出入国在留管理庁、公安調査庁、外務省、経済産業省、 

海上保安庁、防衛省、防衛装備庁 

 

(2) 調査方法 

当審査会における基本的な調査方法の概要は下図のとおりである。 

 

 

  

                                                   
7 特定秘密保護法第３条第１項本文に規定する特定秘密の指定権限を有する行政機関。具体的

には、国家安全保障会議、内閣官房、内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、総務省、消

防庁、法務省、出入国在留管理庁、公安調査庁、外務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、

資源エネルギー庁、海上保安庁、原子力規制委員会、防衛省、防衛装備庁の 20 行政機関であ

る（令和２年末現在）。  
8 国家安全保障会議については、事務局となっている内閣官房国家安全保障局から説明聴取等

を行った。  

○提出資料 
■ 国会報告        ■ 独立公文書管理監報告 
■ 特定秘密指定管理簿綴り ■ 特定秘密指定書 
■ その他要求資料 等 

① 調査対象行政機関及び独立公文書管理監からの説明聴取
及び質疑 

調査方法の概要 

② ①を通じて明らかとなった課題等について説明聴取及び
質疑 

【その他】 
■ 特定秘密の提示 ■（年次報告書について）参考人質疑 

③ 年次報告書の提出・公表 
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(3) 資料提出及び資料要求 

ア 政府の国会報告及び特定秘密指定管理簿綴りの提出 

令和３年６月 11 日、特定秘密保護法第 19 条の規定に基づき、政

府から国会に「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施

の状況に関する報告」（国会報告） 9が提出された。 

また、運用基準Ⅴ５(3)イに基づき、情報監視審査会に対して特

定秘密指定管理簿綴りが提出された 10。 

 

イ 政府に対する要求資料 

(ｱ) 指定行政機関等に対する資料要求 

令和３年６月 10 日、特定秘密の指定・解除等の適正性等に関す

る調査のため、指定行政機関及び適性評価実施行政機関に対し、以

下の項目に係る資料の提出を要求し、後日その提出を受けた。 
 

《表 1-1》指定行政機関等に対する要求資料一覧   

要求事項（資料名等）  

ａ 特定秘密指定書及び新旧を整理した一覧表 

①特定秘密指定書の写し（令和２年 12月 31日時点） 

②特定秘密指定書（令和２年末までの指定分）の記載事項について、平成 28年 12月 31日

時点のものからの変更点一覧表 

 

ｂ 特定秘密指定管理簿補足資料 

①特定秘密指定管理簿綴り（令和２年末までの指定分）の記載事項について、平成 28 年

12月 31日時点のものからの変更点一覧表 

②特定秘密指定管理簿の「指定に係る特定秘密の概要」に秘密が含まれる（黒塗りされて

いる）場合は、その判断となった理由 

③特定秘密の指定有効期間等に関する以下の資料 

ア 令和２年中に指定された特定秘密の指定有効期間決定の具体的理由及び令和２年

中に指定有効期間の延長があった場合にはその具体的理由  

イ 令和２年中に指定を解除又は指定有効期間が満了した特定秘密につき、指定を解除

した又は指定有効期間を延長しなかった具体的理由及び特定秘密から「省秘」等他の

秘密区分へ変更したものの有無（秘密区分を変更した場合は具体的な区分を含む） 

④特定秘密の管理に係る内規及び新旧対照表（令和２年７月 31 日以降に当該内規の改正

があった場合に限る。） 

 

ｃ 適性評価に関する資料 

①令和２年中に対象となった行政機関の職員等の内訳（部署別及び役職別の件数） 

②特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者及び実際に行っている者の実数につき、

行政機関ごとの一覧表（令和２年 12月 31日時点） 

 

                                                   
9 巻末  参考資料Ⅲ参照  
10 運用基準Ⅴ５ (3)イでは、両院に設置される情報監視審査会に報告する際には、行政機関の

長が保存する特定秘密指定管理簿を取りまとめたものを国会報告に添付するものとしている。 
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要求事項（資料名等）  

③適性評価の対象となった従業者が存在する適合事業者の名称（令和２年 12 月 31 日時

点）と、当該適合事業者ごとの、令和２年中従業者に対して実施した適性評価の件数及

び特定秘密の取扱いの業務を行うことができる従業者の数（令和２年 12月 31日時点） 

④適性評価の実施に係る内規及び新旧対照表（令和２年７月 31 日以降に当該内規の改正

があった場合に限る。） 

 

ｄ 特定秘密文書関係（廃棄関係を含む） 

①特定秘密が記録された文書等の名称の一覧（指定された特定秘密ごと）11 

＊文書等の名称から、その内容が推察しにくい場合は、文書等の内容を示す名称をもっ

て説明する資料 

②複数の特定秘密が記録された文書等につき、主たる特定秘密（他の行政機関が指定し、

提供を受けている特定秘密を含まない）ごとに従たる特定秘密を記載した資料 

③各行政機関が指定する特定秘密について、以下に掲げる項目についての件数を記載した

資料（平成 30年末、令和元年末及び令和２年末時点） 

 ＊◎を付したものについては、複製を含む件数についても記載 

ア 文書件数全体◎ 

イ 保存期間別（１年以上、１年未満）内訳（保存期間１年以上のもので前年より文書

件数が減少しているものがある場合にはその理由）◎ 

ウ 保存期間１年以上のものについて、歴史公文書等の該当・非該当別内訳 

エ ウについて、作成から 30年を超えるものの該当・非該当別内訳 

オ 廃棄件数総計（保存期間別及びその合計） 

④他の行政機関が指定し、提供を受けている特定秘密について、提供元の行政機関ごとに

まとめた識別番号及び件数の一覧（令和２年末時点） 

 ＊複製を含む件数についても記載 

⑤作成から 30年を超える特定秘密文書の名称を記載した資料 

⑥令和２年中に廃棄した特定秘密文書に関する次の資料 

ア 保存期間１年未満の特定秘密文書の類型別件数を記載した資料 

イ 保存期間１年未満の特定秘密文書について、当該廃棄が「行政文書の管理に関する

ガイドライン」（平成 23年４月１日内閣総理大臣決定）において「保存期間を１年未

満とすることができる」ものとして例示されている類型のうち、「① 別途、正本・原

本が管理されている行政文書の写し」であること以外の理由で行われたものの名称を

記載した資料 

⑦現在、廃棄に係る独立公文書管理監の検証・監察中もしくは内閣府との廃棄協議中の特

定秘密文書及び当該特定秘密文書を保存する行政文書ファイルの件数、名称及びその廃

棄理由 

⑧特定秘密又は特定秘密であった情報が記録された保存期間１年以上の文書及び当該文

書を保存する行政文書ファイルのうち、令和２年中に廃棄又は移管されたものの件数、

名称及びその廃棄理由を記載した資料 

 

ｅ 特定秘密文書に係る内規関係 

○特定秘密文書の歴史公文書等該当性の判断基準を示す各行政機関の内規及び新旧対照

表（令和２年７月 31日以降に当該内規の改正があった場合に限る。） 

 

                                                   
11 文書リストを提出可能な特定秘密のみ提出された。  
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(ｲ) 情報保全監察室に対する資料要求 

特定秘密の保護に関する制度の運用並びに特定秘密の指定・解除

及び特定秘密文書の管理の適正確保のための検証・監察等について

の調査のため、令和３年６月 10 日、情報保全監察室に対し、以下

の項目に係る資料の提出を要求し、後日その提出を受けた。 

 

《表 1-2》情報保全監察室に対する要求資料一覧 

要求事項（資料名等） 

①検証・監察の対象とした特定秘密の一覧（平成 28年、平成 29年、平成 30年、令和元年及

び令和２年） 

 ＊書面調査、ヒアリング及び実地調査等のそれぞれの実施の有無について記載 

②説明聴取及び実地調査それぞれの省庁別内訳（平成 28年、平成 29年、平成 30年、令和元

年及び令和２年） 

③検証・監察の際に現認を行った特定秘密文書の一覧（平成 28年、平成 29年、平成 30年、

令和元年及び令和２年） 

④③の各文書についての、①確認理由、②概要、③評価 

＊「特定行政文書ファイル等にすべきものの存否」に関する検証・監察を行った特定秘密

文書については、当該文書が「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成 23 年４月

１日内閣総理大臣決定）において保存期間を１年未満と設定することができる７類型の

うちどれに該当するものであったかを記載 

⑤検証・監察を行った代表的事例数件についての経過（日時、実施内容等）（平成 28年、平成

29年、平成 30年、令和元年及び令和２年） 

⑥独立公文書管理監及び情報保全監察室に対する連絡、通報等の件数とその概要（平成 28年、

平成 29年、平成 30年、令和元年及び令和２年） 
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第２ 調査の概要 



 

 

第２ 調査の概要 

令和３年６月 11日、国会法第 102条の 14等12の規定に基づき、政府から国会

報告及び特定秘密指定管理簿綴りを受領し、同月 16日、河野国務大臣（当時）

から当該国会報告について説明を聴取した。 

河野国務大臣からの説明聴取の後、まず特定秘密保護制度の運用や管理の適

正確保のための検証・監察等について、内閣官房（内閣情報調査室）及び独立

公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行った。 

また、当審査会からの要求を受けて政府から提出された資料に基づき、特定

秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について、各行政機関か

らそれぞれ説明を聴取し、質疑を行った。 

 

なお、当審査会は、情報の漏えいを防ぐため種々の保護措置13を講じた上で

調査を行っており、会議録は非公開である14が、従来から報告書の編集に当た

っては、政府の不開示情報については記載しないこととする一方、国民の知る

権利に資する観点から、できるだけ「公表できることは公表する」との方針で

取りまとめを行ってきている。本報告書も、この方針を踏襲し、質疑・応答の

形式を用いるなど、読者にとって分かりやすい形で編集を行った。 

 

１ 制度全般 

 (1) 国会報告の概要 

令和３年６月 16 日、河野国務大臣（当時）から国会報告15について説明を

聴取した。その概要は以下のとおりである。 

 

（報告の趣旨） 

特定秘密の指定等の状況を政府において取りまとめ、それに有識者の意見

を付して国会に報告するとともに、公表するものである。 

（対象期間） 

令和２年１月１日から同年 12月 31日までの１年間である。 

 

                                                   
12 国会法第 102条の 14のほか、特定秘密保護法第 19条、運用基準Ⅴ５(3) 
13 本報告書「第１-１(4) 情報監視審査会の保護措置」参照 
14 衆議院情報監視審査会規程第 29条、第 30条 
15 巻末 参考資料Ⅲ参照 
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（運用基準の見直し） 

政府としては、これまでの各議院の情報監視審査会、情報保全諮問会議の

有識者及び特定秘密の取扱いを実際に行っている関係省庁等の意見を踏まえ

た検討を行い、令和２年６月 16 日に運用基準の一部変更について閣議決定を

行った。 

（特定秘密保護法における行政機関） 

28機関（令和２年末時点）である。 

（特定秘密の指定権限を有する行政機関） 

20機関（令和２年末時点）である。 

（対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況）  

対象期間中、９の行政機関において 51 件の特定秘密が指定され（後掲《表

2-1》参照）、２の行政機関において４件の特定秘密の指定の有効期間が満了

し、９の行政機関において 57 件の特定秘密の指定の有効期間が延長された。

また、１の行政機関において３件の特定秘密の指定が解除された。 

対象期間中、政府全体で 59,958 件の適性評価が実施された。なお、評価対

象者が実施について同意をしなかった件数は、政府全体で５件であった。 

（対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況） 

対象期間末時点において、12 の行政機関で 613 件の特定秘密が指定されて

いる（後掲《表 2-2》参照）。 

特定秘密が記録された行政文書の保有状況については、政府全体で

523,170件である。 

また、適性評価を経て特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数

は、全体で 128,452人である。 

（独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応） 

独立公文書管理監による検証・監察が行われた結果、４件の是正の求めが

あり、当該省庁において対応がなされた。 

衆議院情報監視審査会では、関係行政機関が指定した特定秘密に関する調

査に対し、説明が行われた。また、衆議院情報監視審査会の令和元年年次報

告書における政府に対する意見（審査会意見）について、政府の対応状況を

説明している。 

令和３年５月 11 日に衆議院議長に提出された衆議院情報監視審査会の令和

２年年次報告書には、政府に対する御意見が掲載されている。政府としては、

御意見を重く受け止め、その趣旨を十分に踏まえ、必要な対応を検討し、説

明してまいりたいと考えている。 
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（独立公文書管理監からの意見） 

 独立公文書管理監から、特定秘密保護法のより一層適正な運用に努められ

たい旨の意見があった。 

（有識者からの意見） 

有識者から、第 10 回情報保全諮問会議に際し、本報告に関して意見があっ

たので、必要な修正を行った。また、特定秘密保護法の運用等についても意

見があった。 
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《表 2-1》令和２年 12月 31 日時点の各行政機関の特定秘密指定件数 

※赤字は令和２年中に指定されたものを含む情報（カッコ内は新規件数） 

行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

国家安全保障会議 ７ 

（１） 

第２号 

〔外交〕 

○国家安全保障会議の議論の結論に関する情

報［７件（１）］ 

内閣官房 94 

（７） 

第２号 

〔外交〕 

第４号 

〔テロリズム防止〕 

①我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえた

政府の対応方針等の検討の内容に関する情

報[１件（０）] 

②外部からの侵略等の脅威に対して我が国及

び国民を守るために政府がとる中長期の政

策に関する情報[１件（０）] 

③国の安全保障に関わる事案に際しての政府

の対応方針の検討の内容に関する情報［１

件（０）］ 

④特定の外国等についての安全保障上の基本

的事項に関する情報［４件（０）］ 

⑤内閣情報調査室と外国の政府等との情報協

力業務の計画及び方法に関する情報［７件

（１）］ 

⑥領域保全の措置及び方針に関する情報［２

件（０）］ 

⑦内閣情報調査室と外国の政府等との情報協

力業務の実施状況等に関する情報 

［７件（１）］ 

⑧内閣衛星情報センターの収集分析対象及び

識別能力に関する情報［19件（１）］ 

⑨情報収集衛星が撮像可能な地理的範囲に関

する情報［11件（１）］ 

⑩内閣情報調査室の人的情報収集に関する情

報［14件（２）］ 

⑪情報収集衛星及びその地上システムに用い

られる暗号に関する情報［26件(１）］ 

⑫国際テロ情報の収集のために用いられる暗

号等に関する情報［１件（０）］ 
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行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

警察庁 41 

（４） 

第３号 

〔特定有害活動防止〕 

第４号 

〔テロリズム防止〕 

①特定有害活動の計画に関する情報や情報機

関員、特殊工作機関員その他特定有害活動

に従事し得る者の動向に関する情報等、特

定有害活動の実行の意思及び能力に関する

情報［４件（０）］ 

②外国の政府等との情報協力業務に関する情

報［７件（１）］ 

③内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別能力に関する

情報［11件（０）］ 

④警察の人的情報源等となった者に関する情

報［３件（０）］ 

⑤海外との連絡に用いる暗号に関する情報

［１件（０）］ 

⑥特殊部隊その他の部隊の戦術又は運用に関

する情報［２件（１）］ 

⑦テロリズムの計画に関する情報やテロリズ

ムを実行するおそれのある個人の動向に関

する情報等、テロリズムの実行の意思及び

能力に関する情報［13件（２）］ 

総務省 11 

（２） 

第２号 

〔外交〕 

○在日米軍が使用する周波数に関する情報 

［11件（２）］ 

法務省 １ 

（０） 

第２号 

〔外交〕 

○領域保全の措置及び方針に関する情報 

［１件（０）］ 

出入国在留管理庁 １ 

（０） 

第２号 

〔外交〕 

〇領域保全の措置及び方針に関する情報 

  [１件（０）] 

公安調査庁 26 

（２） 

第２号 

〔外交〕 

第３号 

〔特定有害活動防止〕 

第４号 

〔テロリズム防止〕 

①内閣情報調査室から得た外国の政府等との

情報協力業務に関する情報［１件（０）］ 

②内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別能力に関する

情報［５件（０）］ 

③特定有害活動の実行の意思及び能力に関す

る情報で特定有害活動の計画、方針及び準

備に関する情報や、特定有害活動を行い、
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行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

又は支援する団体又は者の動向に関する情

報［３件（０）］ 

④特定有害活動の防止に関し外国の政府から

提供を受けた情報［７件（１）］ 

⑤人的情報収集に関する情報［３件（０）］ 

⑥テロリズムの防止に関し外国の政府から提

供を受けた情報［７件（１）］ 

外務省 40 

（１） 

第２号 

〔外交〕 

第４号 

〔テロリズム防止〕 

①拉致問題に関する情報［１件（０）］ 

②日米安保協力に関する検討、協議等に関す

る情報［１件（０）］ 

③周辺有事に関する外国の政府との協議内容

に関する情報［１件（０）］ 

④東シナ海の領域の保全及び権益の確保に関

する情報［１件（０）］ 

⑤北方領土問題に関する交渉及び協力の方針

等に関する情報［１件（０）］ 

⑥内閣情報調査室から得た外国の政府等との

情報協力業務の計画及び方法に関する情報

［４件（０）］ 

⑦大規模事態発生時の邦人退避に係る関係国

との協力に関する情報［１件（０）］ 

⑧北朝鮮の核開発及びミサイル開発に関する

情報［１件（０）］ 

⑨外国の政府等から国際情報統括官組織に対

し提供のあった情報［７件（１）］ 

⑩内閣情報調査室から得た外国の政府等との

情報協力業務の実施状況等に関する情報

［４件（０）］ 

⑪日米秘密軍事情報の保護のための秘密保持

の措置に関する協定に関する情報 

［１件（０）］ 

⑫内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別能力に関する

情報［11件（０）］ 
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行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

⑬公電の秘匿等に用いる暗号に関する情報

［４件（０）］ 

⑭国際テロリズムに関して外国の政府等から

総合外交政策局に対し提供のあった情報

［１件（０）］ 

⑮国際テロリズムに関する人的情報収集に関

する情報［１件（０）］ 

経済産業省 ４ 

（０） 

第２号 

〔外交〕 

○内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別性能に関する

情報［４件（０）］ 

海上保安庁 21 

（１） 

第２号 

〔外交〕 

①内閣情報調査室から得た外国の政府等との

情報協力業務の計画及び方法に関する情報

［２件（０）］ 

②外国の政府との情報協力業務に関する情報

［７件（１）］ 

③内閣情報調査室から得た外国の政府等との

情報協力業務の実施状況等に関する情報

［１件（０）］ 

④内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別能力に関する

情報［11件（０）］ 

防衛省 349 

（32） 

※ 

第１号 

〔防衛〕 

①防衛出動等、我が国の安全を確保するため

の自衛隊の行動に関する情報 

［１件（０）］ 

②サイバー攻撃等に対する防衛省・自衛隊の

活動に関する情報 [１件（０）] 

③自衛隊の運用計画等に関する情報 [15件

（８）] 

④自衛隊の運用についての外国の軍隊との運

用協力に関する情報［１件（０）］ 

⑤内閣情報調査室から得た内閣衛星情報セン

ターの収集分析対象及び識別性能に関する

情報［１件（０）］ 

⑥自ら収集した電波情報等の情報［50 件（７）］ 
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行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

⑦外国の政府等から提供された電波情報等 

の情報［29件（５）］ 

⑧宇宙利用の優位を確保するための能力に関

する情報 [１件（０）] 

⑨電波情報、画像情報等の情報又は外国の政

府等から提供された電波情報等の情報を分

析して得られた情報［６件（１）］ 

⑩外国の政府等から提供された画像情報等の

収集整理等に関する情報［６件（１）］ 

⑪防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢

に関する見積り等に関する情報［13件

（２）］ 

⑫防衛力の整備のために行う防衛力の能力の

見積り等に関する情報［３件（２）］ 

⑬防衛力の整備に関する見積り等であって外

国の政府との防衛協力に関する情報［１件

（１）］ 

⑭防衛の用に供する暗号に関する情報 

［９件（５）］ 

⑮外国政府から提供された情報及び当該情報

を分析して得られた情報 [１件（０）] 

※以下の項目は、旧防衛秘密から特定秘密として指定されたものとみなされたもの  

⑯自衛隊の運用計画等に関する情報 

［39件］ 

⑰電波情報、画像情報等に関する情報 

［31件］ 

⑱防衛力の整備計画等に関する情報 

［10件］ 

⑲防衛の用に供する通信網の構成に関する情

報［１件］ 

⑳防衛の用に供する暗号に関する情報 

［73件］ 

㉑武器等の仕様、性能等に関する情報 

［57件］ 
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行政機関名 件数 別表の分野 特定秘密として指定した情報 

防衛装備庁 18 

（１） 

第１号 

〔防衛〕 

①豪州から提供される共同開発･生産に係る調

査のための情報［１件（０）］ 

②防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢

に関する見積り等に関する情報［２件

（０）］ 

③自衛隊の弾道ミサイル防衛用誘導弾等の仕

様、性能等に関する情報［12件（０）］ 

④英国との間の共同研究等において提供され

る情報［３件（１）］ 

合 計 613 

（51） 

  

※特定秘密保護法附則第５条において、特定秘密保護法の施行前に改正前の自衛

隊法（昭和 29 年法律第 165 号）に基づいて防衛大臣が防衛秘密として指定して

いた事項は、施行日に防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる

旨規定されている。本報告では、便宜上、この経過措置が適用された防衛省の

特定秘密（旧防衛秘密）についても、指定件数として計上されている。なお、

防衛省の「指定件数」349 件のうち、この経過措置が適用されたものは、対象期

間末時点で 211件であった。 

 

《表 2-2》特定秘密の指定状況と該当分野（令和２年 12月 31日時点） 

行政機関名 
指定 

件数 

別表の分野 

第１号 

（防衛関連） 

第２号 

（外交関連） 

第３号 

（特定有害活動防止関連） 

第４号 

（テロリズム防止関連） 

国家安全保障会議 7  7   

内閣官房 94  93  1 

警察庁 41   26 15 

総務省 11  11   

法務省 1  1   

出入国在留管理庁 1  1   

公安調査庁 26  6 13 7 

外務省 40  38  2 

経済産業省 4  4   

海上保安庁 21  21   

防衛省 349 349    

防衛装備庁 18 18    

合計 613 367 182 39 25 

（国会報告（令和３年６月閣議決定）より抜粋） 
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<参考> 特定秘密の指定に係る別表該当性 

（内閣官房資料） 

- 23 -



 

 

(2) 令和２年中の特定秘密文書等の廃棄状況 

ア 保存期間が１年以上のもの 

保存期間が１年以上である特定秘密文書の廃棄については、各行政機

関の長は運用基準に基づき、内閣保全監視委員会を通じ内閣総理大臣に、

廃棄した特定行政文書ファイル等の件数を報告することとなっており、

国会報告にもその有無等が記載されている。 

令和３年６月提出の同報告によると、防衛省の特定秘密保護法施行前

の防衛秘密文書の管理状況を記録するために作成した簿冊６件が廃棄さ

れた。なお特定行政文書ファイル等の廃棄は、平成 26年の特定秘密保護

法施行以降、今回が初の事例となる。 

 

○廃棄された特定秘密文書（保存期間１年以上） 

保有省庁 防衛省 

廃棄した特定行政文書

ファイル等の件数 

６件（６ファイル） 

文書の概要 「情報本部が実施する電波情報業務の実施規則等」や

「情報本部と外国政府等との間の画像情報協力に関する

知識等」に関する特定秘密文書の件名、作成日、登録番

号、枚数等が記載されている特定秘密文書の管理簿冊 

廃棄の経緯 いずれも既に現用でない特定秘密文書の件名等が記載さ

れた簿冊であって、特定秘密保護法施行前の防衛秘密文

書の管理状況を記録するために作成され、現在は使用さ

れていないものであることから、保存期間満了時の措置

を廃棄としていた。 

当該文書につき、独立公文書管理監から保存期間満了時

の措置について廃棄が妥当である旨の通知及び内閣総理

大臣からの廃棄の同意が得られたことから、関係規則に

基づき、適切に廃棄を行った。 

→「３ サ－② 防衛省（大臣官房）」参照  

 

イ 保存期間が１年未満のもの 

保存期間が１年未満の特定秘密文書の廃棄については、平成 29年４月、

国会質疑や新聞報道等があった。これを受けて、当審査会も改めて詳細

な資料要求を行ったところ、内閣情報調査室において作成した類型（以

下、「平成 29 年提出資料の類型」という。）に従って、平成 28 年中に廃

棄された保存期間が１年未満の特定秘密文書の件数が提出された。 
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  その後、近年の公文書管理の在り方についての批判の高まりを契機に、

政府が各省庁に公文書の取扱いについて示す指針である「行政文書の管

理に関するガイドライン」が平成 29 年 12 月に改正され、保存期間を１

年未満と設定することができる文書の類型（以下、「改正ガイドライン

の類型」という。）が新たに作成された。 

  平成 30年、当審査会から、特定秘密文書の廃棄件数について前年同様

の資料要求を行ったところ、政府からは、この改正ガイドラインの類型

に沿って、平成 29年中に廃棄された保存期間が１年未満の特定秘密文書

の件数が提出された。これに対し、文書廃棄の継続的監視の観点から前

年との比較も必要と判断し、改めて平成 29年提出資料の類型に基づく報

告も求めたところ、政府からこれに応じた廃棄件数が提出された。令和

元年以降も、引き続き両類型に基づく件数の提出を求めてきたところで

ある。 

  上記の経緯を踏まえ令和３年も、政府より、改正ガイドラインの類型

及び平成 29年提出資料の類型の双方に基づき、令和２年中に廃棄された

保存期間１年未満の特定秘密文書の件数が各々提出された（後掲《表 2-

3-1》《表 2-3-2》参照）。 
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《表 2-3-1》令和２年中に廃棄された保存期間１年未満の特定秘密文書件数（改正ガイド

ラインの類型） 

 

 

 

《表 2-3-2》令和２年中に廃棄された保存期間１年未満の特定秘密文書件数(平成 29 年提

出資料の類型)  

 

 

  

廃棄件数

1 別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し 592,004
2 定型的・日常的な業務連絡、日程表等 797
3 出版物や公表物を編集した文書 0
4 ○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 0
5 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書 0
6 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書 13,013
7 保存期間表において、保存期間を１年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書 378
8 新ガイドラインの類型（上記1～7）に該当しない文書 0

合計 606,192件

ガイドラインの類型

　※保存期間１年未満の特定秘密文書を廃棄した行政機関は、内閣官房、警察庁、公安調査庁、外務省、海上保安庁及び防衛省の６機関であった。

（政府提出資料を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成）

文書の廃棄を
問題なしとする理由

該当省庁

内閣官房

外務省

防衛省

内閣官房

警察庁

公安調査庁

海上保安庁

防衛省

内閣官房

防衛省

内閣官房

防衛省

内閣官房

防衛省

合計 606,192 件

類型 廃棄件数

１
別途１年以上の保存期間で
正本・原本が管理されている
行政文書の写し

(1)
別途１年以上の保存期間で正本・原本が管理さ
れている行政文書の媒体・言語の変更を伴わな
い複製文書

複製 20,763

591,877
(2)

別途１年以上の保存期間で正本・原本が管理さ
れている行政文書の媒体・言語のみが変更され
た文書

媒体・言語の変更であり、元と
なる行政文書は存在する 1,984

(3)
別途１年以上の保存期間で正本・原本が管理さ
れている行政文書の内容の全部又は一部が転
記された文書

他の行政文書に廃棄した行政
文書の内容が含まれる 562,957

(4) 他の行政機関が引き続き保管している文書
他の行政機関に行政文書が存
在しており、廃棄した行政文書
の内容を把握できる

7,722

２
別途１年以上の保存期間で
正本・原本が管理されている
行政文書の素材

別途１年以上の保存期間で正本・原本が管理されて
いる行政文書に吸収された内容が記された文書

吸収した行政文書から廃棄した
文書の内容を把握できる 13,893

（政府提出資料を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成）

［不開示情報］ 13,893

３ 暗号関係
一定の期間ごとに作成・変更される暗号化及び暗号
の解読に必要な情報を記録する文書

数字の羅列であり、行政文書自
体に歴史性がない 422 422
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(3) 内閣官房（内閣情報調査室）及び独立公文書管理監 

  ア 国会報告に関する補足説明聴取 

令和４年３月３日、政府参考人から特定秘密保護法第 19条の規定に基

づく国会報告の概要等について補足説明を聴取した。 

同日の調査では、令和３年７月に行われた、特定秘密保護制度におけ

る書面・押印等の見直しの概要についての説明があった。同見直しに伴

い、特定秘密保護法施行令の改正及び運用基準の見直し並びに内閣官房

令の新規制定が行われたが、いずれも形式的な見直しにとどまるもので

ある（後掲《表 2-4》参照）。 

また、令和３年の４月及び９月に、特定秘密保護法施行令について改

正を行った旨の説明があった16。 

 

  イ 独立公文書管理監報告等に関する説明聴取 

    令和４年３月３日、独立公文書管理監から独立公文書管理監報告等に

ついて説明を聴取した。説明の概要は以下のとおりである。 

   (ｱ) 独立公文書管理監報告17について 

     運用基準の規定により、年１回内閣総理大臣に報告書を提出するこ

ととなっている。対象期間は令和２年４月１日から令和３年３月 31日

である。 

 

   (ｲ) 検証・監察の結果について 

   （特定秘密の指定） 

     令和２年中に指定された 21件の特定秘密の指定について適正と認め

た。 

   （特定秘密の指定の有効期間の延長及び指定の解除） 

     特定秘密の指定の有効期間の延長 191件及び指定の解除 15件につい

て適正と認めた。    

（特定秘密の記録とその表示） 

     特定秘密の記録とその表示について、実際に特定行政文書ファイル

等の確認を行い、適正な表示がなされていない行政機関については是

正を求めた。対象期間中、令和３年３月 26日に海上保安庁及び防衛省

                                                   
16 施行令第１条には、特定秘密保護法の適用対象となる行政機関から除外される機関が列記されている

ところ、同条に「新型インフルエンザ等対策推進会議」及び「デジタル庁」を追加するものである。な

お、これまで同条に記載されていた「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」については、デジ

タル社会形成基本法及びデジタル庁設置法の施行（令和３年９月１日）に伴い廃止された。 
17 巻末 参考資料Ⅴ参照 
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に対して２件、特定秘密の記録とその表示について是正を求めた。そ

の後、当該表示を適正に是正した旨の報告を受けている。その他の 21

部署による記録とその表示を適正と認めた。 

   （特定行政文書ファイル等の保存） 

     特定行政文書ファイル等の保存については、令和３年３月 26日、内

閣府に対して１件の是正の求めを行った。その後、機器持込みの禁止

に必要な措置の徹底を図る措置を講じた旨の報告を受けている。それ

以外に検証・監察を行った 22部署について、適正と認めた。 

   （特定行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置） 

     特定行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置として、廃棄と設

定したことの適否を判断した。その結果、内閣官房８件、内閣法制局

１件、経済産業省１件及び防衛省 33件の特定行政文書ファイル等につ

いて、廃棄が妥当である旨通知した。 

   （特定行政文書ファイル等にすべきものの存否） 

     特定行政文書ファイル等にすべきものの存否については、検証・監

察を行った 11部署について、保存期間１年未満の特定秘密文書の中に

保存期間１年以上と設定すべきものはないと認められた。 

   （検証・監察に関する定量的指標） 

     説明聴取、実地調査等の回数は 74回である。 

     確認した特定秘密を記録する文書等の件数は 1,944 件で、これら文

書等に記録されている特定秘密の件数は延べ 4,748件である。 

 

   (ｳ) 通報18への対応について 

     独立公文書管理監に対する通報はなかった。 

 

   (ｴ) 今後の展望について 

     今後も独立した公正な立場において、厳正かつ実効的な検証・監察

を継続的に実施する。 

                                                   
18 運用基準Ｖ４(2)において、特定秘密の取扱いの業務を行う者や過去に行っていた者又は業務上特定秘

密を知得した者は、特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法

等に従って行われていないと思料するときは、行政機関の長が設置した窓口に通報することができるこ

ととされている。これに加えて、一定の条件を満たす場合には、独立公文書管理監の窓口に対して通報

することができることとされている。独立公文書管理監は、通報を受理した場合には、遅滞なく必要な

調査を行うものとされ、特定秘密保護法等に従っていない状況が認められた場合には、行政機関の長に

対し、是正を求めるものとされている。 
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«表 2-4» 特定秘密保護制度における書面・押印等の見直しの概要 

 

  
（内閣官房資料） 
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ウ 主な質疑及び答弁の概要 

ア・イの説明を聴取した後、質疑を行った。その概要は以下のとおり

である。 

 

 

〔答弁概要〕 

（内閣情報調査室） 

・外国の機関への提供件数と事業者に対する提供件数は、制度担当と

して統計を持ち合わせていないので、直ちにお答えすることはでき

ない。 

 

 

〔答弁概要〕 

（内閣情報調査室） 

・審査会に提供できるかについて、制度担当としては直ちにお答えす

ることはできない。実際に特定秘密を保有・管理しているところと

検討する必要がある。 

→「エ(ｱ) 内閣情報調査室からの追加説明概要（令和４年３月 24 日・31 日審査会）」で改めて回答  

 

問１-１．特定秘密保護法には、我が国の特定秘密を外国に提供した

り、私企業に提供したりできるという規定がある。どの国、あ

るいは企業に、何件の特定秘密を提供しているのか。企業名が

公表できないとすれば、どこの国の企業に何件の特定秘密を提

供したのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問１-２．件数や国・企業の名前自体は、この審査会で出してもらえ

るのか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（内閣情報調査室） 

・国会報告（令和３年６月閣議決定）９頁に、令和元年中の保存期間

１年未満文書について記載がある。保存期間１年未満の特定秘密文

書で、令和元年中に廃棄された文書の件数は、合計で 519,628件であ

る。 

・お尋ねのあった、保存期間 1年未満の特定秘密文書が全体で何件ある

かは把握しておらず、そのうちどのくらいのパーセンテージかとい

うことは、直ちにお答えすることはできない。 

 

 

〔答弁概要〕 

（内閣情報調査室） 

・各行政機関においては、保存期間の設定に当たり、それぞれ個々の

文書を確認することとなっている。 

・公文書管理法令やガイドラインに基づき、保存期間を１年未満とす

ることができる文書であると判断して、それぞれ１年未満文書とい

うことに設定したものと思う。 

 

問２-１．保存期間１年未満の特定秘密文書を廃棄する際も、保存期

間１年以上の特定秘密文書と同等のチェックシステムによるべ

きと考える。独立公文書管理監が、廃棄が適切かどうかをチェ

ックした件数と、１年未満の保存期間を設定したことが適切か

どうかをチェックした件数は、廃棄された保存期間１年未満の

特定秘密文書の全体の数のうち何パーセント程度なのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問２—２．（令和元年の）１年間に約 52 万件（の文書）が１年未満の

保存期間で廃棄されたが、そもそも保存期間を１年未満に設定

したことが妥当なのか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・（①について）存否に関する検証・監察ということで実施をしている

が、保存期間１年未満文書の全件の確認は行っていない。 

・（②について）廃棄の際に直接見ることはしていない。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・毎年、保存期間１年未満の文書で廃棄されているものは 50 万件余と

いう話だが、実際にこれを見るのは事実上困難なのではないかと考

える。 

 

 

 

 

問２—３．規則に照らして役所が判断すれば、自由に保存期間を１年

未満にできるということになる。先ほど、保存期間１年未満の

特定秘密文書の廃棄件数は 519,628 件と言っていたが、①１年

未満の保存期間を設定したこと及び②廃棄することの２つの事

項の適切性について、独立公文書管理監は全件チェックをして

いるのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問２—４．保存期間１年以上の特定秘密文書を廃棄する際は、内閣府

によるチェックに加えて独立公文書管理監による二重チェック

が行われていると聞く。保存期間１年未満の特定秘密文書でも

二重チェックを行い、１年以上の特定秘密文書と同等のルール

に基づいて廃棄をするべきではないか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問２—５．全部は無理だとしても、実際は 52 万件のうち、単なる写し

がほとんどである。その中でも１割ほど（２～３万件）は写し

でなく、独自に作成した文書が含まれている。このような、写

し以外のものについて全件チェックすることは検討できない

か。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・ガイドラインでは、１年未満の保存期間を設定できる文書として７

類型があり、それに当てはまるかどうかを各省庁で決めている。ま

た、各省庁の行政文書管理規則において、７番目の類型として１年

未満についての設定もある。そのため、まずは各行政機関の判断に

よるべきと考える。 

・写し以外のものも数万件あるのか、ボリュームが分からない。この

場で、全てを確認するということは約束致しかねる。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・お尋ねの文書については、廃棄の際に全件をチェックしている。フ

ァイル数でいえば 43 件である。そのファイルの中に複数の文書が入

っているので、文書件数でいえば 1,000件以上である。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・検証・監察について具体的に何を行うかということについては、制

度面的なところもある。 

・存否の検証・監察を行うにあたっては、運用基準の改定も行った。

我々だけではなく、関係諸機関と検討したい。 

   

問２—６．保存期間１年以上の文書の廃棄も相当な件数があると思う

が、廃棄の際に全件チェックしているということでよいか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問２—７．写しの文書以外であれば数は限られる。抽出調査でもよい

ので、保存期間を１年未満に設定することと、廃棄することの

是非について、管理監がチェックをする体制に改善願いたい。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・どの程度の期間がかかるのか即座にお答えすることは難しいが、い

ずれ、この審査会の場で報告したい。 

→「エ(ｲ) 独立公文書管理監からの追加説明概要（令和４年３月 17 日審査会）」で改めて回答  

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・廃棄文書の確認については、この実地調査の数に含まれており、全

件調査している。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・保存期間１年未満の文書は、廃棄の際の検証・監察、実地調査はし

ていない。１年以上の場合には、廃棄の際の検証・監察、実地調査

は行っている。 

 

問２—８．検討結果の報告はどのような形でなされるのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問３-１．保存期間１年未満の文書についても実地調査をしているの

か。独立公文書管理監報告のポイントに、説明聴取・実地調査

の回数 74 回、確認した文書件数 1,944 件、文書に記録されてい

る特定秘密の件数 4,748 件などと書いてある。保存期間１年以

上の文書について、全件チェックしているということだが、全

件実地調査をしているのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問３-２．１年未満の保存期間の文書も全件実地調査で確認しているよ

うにも聞こえたがどうか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・令和元年度の 162回と比較すると、令和２年度の件数は減っている。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・そういう側面はあるが、効率的に実地調査を行うという観点から総

回数を減らしているという側面もある。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・内閣情報調査室が行っている国会報告と直接はリンクしておらず、

我々は事業年度で、４月１日から３月 31 日までに行った活動内容に

ついて報告しているということである。 

・ここで書いてある令和２年の 51 件の特定秘密の指定については、暦

年である。 

 

問３-３．（今回の報告の対象期間は）令和２年４月１日～令和３年３

月 31 日だが、この前（の期間の実地調査の回数）と比べてどう

だったのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問３-４．（実地調査の数字としては 74 回と）半分以下になっている

が、コロナの影響か。 

[令和４年３月３日審査会] 

問４-１．独立公文書管理監報告の対象期間は年度で、（内閣情報調査

室による）国会報告の対象期間は暦年になっている。独立公文

書管理監報告（令和３年６月 24 日提出）３頁に「令和２年中に

51 件の特定秘密が…指定された」云々と、暦年で書いてあるこ

とから暦年という理解でよいのか。分かりにくくなるので、整

理して仕事をした方がよい。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・指定については、独立公文書管理監報告（令和３年６月 24 日提出）

３頁の、下から４行目に「７件の特定秘密の指定について、引き続

き検証・監察を継続することとした」と記載があり、７件を継続し

ている。 

・今後、分かりやすくなるように鋭意努力する。 

 

 

〔答弁概要〕 

（内閣情報調査室） 

・ご指摘のとおりである。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・質問は特定秘密保護法の運用に関わることであるため、私どもが責

任を持ってお答えすることは困難である。 

・法律を所管している内閣情報調査室に確認願いたい。 

問４-２．特定秘密の指定、指定の有効期間の延長、解除についてそ

れぞれ検証・監察をしている。延長と解除については前年に継

続審査となったものが何件適正で何件残ったと書いてあるが、

指定についてはどこかに書いてあるのか。その他、継続になる

ものがどんどんたまっているように見える。今何件継続が残っ

ているかがわかるようにした方がよいと思う。管理監報告は、

そういう意味で分かりにくい。 

 [令和４年３月３日審査会] 

問５．デジタル庁は、特定秘密を指定するものに該当しないと決めた

という理解でよいのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問６-１．特定秘密保護法ができて以来、これまで一度も特定秘密を

指定していない行政機関が８機関ある。全然指定しないのに、

適用対象行政機関に指定していくというのは違和感があるが、

これは独立公文書管理監の部署でチェックするのか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・独立公文書管理監の業務は運用基準において明確にされている。（特

定秘密の）指定及びその延長、それらの解除等についての検証・監

察を行うということで決まっている。 

・特定の行政機関が指定機関とされているが、それが適正かどうかと

いうことについては、我々（独立公文書管理監）の行う検証・監察

事項には入っていないと理解している。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・特定秘密保護法の所管官庁、あるいは運用基準についての責任（者）

は、内閣情報調査室であると思う。 

・運用基準は閣議決定を経ており、一行政機関ではなく、内閣全体の

意思として決まっているものである。 

 

 

 

 

問６-２．これまで特定秘密を有していない行政機関が指定行政機関

となっていることの是非というのは、独立公文書管理監の業務

の範疇に当たらないのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

 

問６-３．検証・監察事項に入っていないというのは、法律には書い

ておらず、政府の決め方一つである。独立公文書管理監の権限

をもう少し広げることは、ルールを拡大すればできるのか。そ

の場合、責任者はどこの部署か。 

[令和４年３月３日審査会] 

 

問７-１．ある行政機関が、ある文書について、特定秘密に当たらな

いと判断したとする。すると、特定秘密を保有していないの

で、最終的にはその行政機関は（指定行政機関から）除外され

ることになる。独立公文書管理監は、その判断が適正かどうか

という判断をしないのか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・我々はあくまで運用基準に従い、特定秘密文書を実際に保有してい

るかという確認をして、保有している行政機関について、きちんと

指定がされているか、保有状態がどうなのかという検証・監察を行

うことになっている。 

・実際に文書がないという場合だと、我々がそれに対して検証・監察

を行うことは予定されていない。 

 

 
〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・我々はあくまで特定秘密について検証・監察を行う部署である。特

定秘密ではないものについては、基本的に検証・監察を行うことは

予定されていない。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・その判断は、特定秘密を実際に保有する各行政機関で行われるのが

第一義的なものである。 

・我々が検証・監察で見ている文書の中で、ここの頁には（特定秘密

の表示が）あるのにこの頁には（表示が）ないというときの判断と

して、ここの記載も特定秘密ではないかとか、これは特定秘密では

ないのではないかというようなことは、日常的によくある。 

・ただ、文書全体について特定秘密ではないということだと、我々は

そもそもそれについて報告を求めていないので、探知することもで

きない。そのため、その内容を実際に見るとか、見た上で判断をし

て、特定秘密として妥当なのか、指定に合っているのかという判断

はできないことになる。 

問７-２．行政機関が、運用基準を見て、ある文書を「特定秘密に当

たらない」と判断すれば、もう独立公文書管理監の及ぶところ

ではないということか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問７-３．特定秘密に指定されるべき文書を特定秘密に指定していな

い場合、これをチェックするのは誰か。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・各国の当局間との話し合いについては、我々は全く関知していない。

あくまで、その結果得られた文書についてどうなのか、その特定秘

密表示がどうなのかということであれば我々も見るが、その手前の

ところは、我々は立ち入らないところである。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・そのような場合、まずは（行政機関の）内部的に処理されるのが一

番原則である。 

・しかし、（通報者の）生命・身体に危険が及ぶ場合や、もみ消される

ような場合だと、直接独立公文書管理監に通報できることになって

いる。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・要件を満たし、しかもそのように具体的な通報であれば、それを端

緒として検証・監察を行う。 

問８．外国との関係の中で、本来、特定秘密として指定すべき情報が

指定行政機関のチェックから抜け落ちてしまい、指定されてい

なかったような場合にはどうなるのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問９．独立公文書管理監は通報の窓口となっているが、「特定秘密な

のに指定していない」という通報はできるのか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問 10-１．特定秘密として指定すべきものが指定されていないという

通報があった場合、その要件が合った場合に、行政機関に対し

て「これはどうなんだ」と（検証・監察を行うと）いうことに

なるのか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・具体的に特定秘密だというものについて確認するということである。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・是非（の判断）については我々の権限ではない。 

・情報がどう使われているかということも我々は確認するので、その

中で民間に一部提供するという話も出る。 

・ただ、その際には当該省庁と相手方企業の間で、秘密の取扱いにつ

いて厳格な契約等を交わし、相手方に履行させていると聞いている。 

 

 

〔答弁概要〕 

（独立公文書管理監） 

・民間への提供事案を網羅的に調べることはしていない。 

 

  

問 10-２．要するに、それが特定秘密であるかどうかという端緒がな

ければ分からない、端緒があればそれに対して何らかの対応は

できる、という理解でよいか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問 11-１．（行政機関が）民間組織に特定秘密を渡すことの是非を判断

するのは、独立公文書管理監の権限ではないということか。ど

ういう情報が民間に流れたかというのは、一切把握していない

のか。 

[令和４年３月３日審査会] 

問 11-２．民間に提供する情報を全部チェックしているということで

はなく、たまたま聞いた事例がある程度ということか。 

[令和４年３月３日審査会] 
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エ 政府参考人からの追加説明 

(ｱ) 内閣情報調査室からの追加説明概要（令和４年３月 24 日・31 日審査会） 

令和４年３月 24 日及び 31 日、内閣情報調査室から、令和２年中に外

国政府及び適合事業者へ提供した特定秘密文書の件数等について追加説

明を聴取した。 

件数についての調査対象となった行政機関は「特定秘密が記録された

行政文書の保有状況（令和２年 12 月 31 日時点）」（国会報告（令和３年

６月閣議決定）22 頁）において、特定秘密を１件以上保有している行政

機関19である。 

当該補足説明のうち、①外国政府へ提供した特定秘密文書の件数等に

ついての審査会への提供の可否等については［不開示情報］との回答で

あった。 

一方、②適合事業者へ提供した特定秘密文書の件数等についての審査

会への提供の可否等については、その件数及び適合事業者の名称のいず

れについても、審査会への提供は可能であるが対外公表は差し控えたい、

との回答であった。 

かかる説明の後、「令和２年中に外国政府及び適合事業者へ提供した

特定秘密文書の件数等20」に関する資料が提出された。 

 

主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・各省庁と確認をした結果、合計の数についても対外的な公表は差し

控えさせていただきたい。 

 

  

                                                   
19 内閣官房、内閣法制局、内閣府、警察庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、公安調査庁、外務省、

財務省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、防衛省、防衛装備庁 
20 当該資料は不開示である。 

問．これは非常に貴重な資料だと思うが、例えば行政機関名や適合事

業者名を伏せた合計値を、年次報告書に載せることは可能か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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(ｲ) 独立公文書管理監からの追加説明概要（令和４年３月 17 日審査会） 

独立公文書管理監から、特定行政文書ファイル等にすべきものの存否

に関する検証・監察を行うに至った経緯、同検証・監察の流れ及びその

実績等について、追加説明を聴取した。 

令和２年度の実績については、保存期間１年未満の特定秘密文書を保

有していた６行政機関計 11部署について、ヒアリングを９回、実地調査

を９回行い、合計 42文書を確認し、全て適正であったと判断したとの説

明であった。 

 

主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕21 

・ヒアリング時点で保有している保存期間１年未満の特定秘密文書か

ら検証・監察の対象文書を選定しているので、年間を通して、全部

で何件ということについて、我々としては把握していない。そのた

め、（検証した件数が）全体の何パーセントなのかを回答することは

できない。 

・また、各行政機関には、検証・監察のためにということで、ヒアリ

ング時に保有している文書件数を聴取しているが、これを明かして

しまうと、行政機関との信頼関係を悪化させる可能性があり、今後

の業務に支障が生じるおそれがあるため、回答は差し控えたい。 

 

                                                   
21 ガイドラインにおいて、保存期間を１年未満とすることができる文書の類型として、①「別途、正本・

原本が管理されている行政文書の写し」が規定されている。 

問１．42 文書しか確認していないとのことであるが、（検証・監察す

べき文書件数である）分母は幾つで、（実際に検査した件数

は）全体の何パーセントになるのか。また先日の審査会（３月

３日）でも質問しているが、全体の５％くらいが第１の類型 21

であるが、これを分母に入れる場合と入れない場合における違

いはどうか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・廃棄された保存期間１年未満の特定秘密文書の件数は、内閣情報調

査室による調査結果によると、年間約 50万件とされている。 

・我々は、廃棄される前の文書を検証・監察するので、ヒアリングを

行ったときの件数は把握しているが、それ以上は把握していない。 

 

 

〔答弁概要〕 

・保存期間１年未満の特定秘密文書の全体数については、我々は取り

まとめていない。あくまでもヒアリングを実施した時点における文

書の中から選ぶということを行っており、それ以上は把握できない。 

・内閣情報調査室が、廃棄件数を取りまとめて公表していることは承

知している。 

 

 
〔答弁概要〕 

・令和元年中に廃棄された保存期間１年未満の特定秘密文書の件数は

519,628件である。 

   

問２．今回検査対象であった行政機関は６省庁と聞いている。保有し

ている文書件数及び廃棄された保存期間１年未満の文書件数は

公表されているが、（検証・監察を行ったのは）そのうちの 42

文書ではないのか。（検証・監察すべき文書件数である）分母を

教えてほしい。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問３．保存期間１年未満の特定秘密文書の件数は、全く分からないと

いうことか。（３月３日審査会における）配付資料に保存期間１

年未満の特定秘密文書件数が記載されているが、それも承知し

ていないのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問４．現在、承知している令和元年中の保存期間１年未満文書の廃棄

件数を教えてほしい。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・先程回答した件数は令和元年中の件数であり、今回報告しているの

は令和２年中の件数であるため、件数は若干差異はあるが、概ね 50

万件前後と考えると、そういう比率になると思う。 

・各省庁にヒアリングで訪れた時点で、保有している文書から情報保

全監察室の職員が選定している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・各省庁の文書保有件数と関わるため、詳細は差し控えたいが、特定

秘密文書等管理簿を閲覧し、選定している。 

 

 
〔答弁概要〕 

・ヒアリングに行った日に保有している文書について、特定秘密文書

等管理簿を見せてもらい、その中から、我々が選んでいる。 

 

 

 

 

問５．約 51 万９千件分の 42 件のみを検証・監察したということか。

また、どの文書をチェックするかは役所が選定するのか。何万

という件数を見た上で、42文書を抽出したのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問６．幾つくらいの文書を見て、検証・監察の対象となる文書を抽出

したのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問７．全ての特定秘密文書等管理簿を見て、保存期間１年未満の文書

のタイトルを見て選定した、42 文書の検証・監察を行ったの

か。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問８．検証・監察の対象文書を選定するに当たって、写しの文書と写

しでないものを見るとか、対象を選定する判断要素は何か。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・ヒアリングの際に省庁の各部署が実際に保有しているのは写しの文

書がほとんどである。しかし、中には写し以外の類型の文書がある

ところもあるので、そのときは写しでないものを優先して選び、見

せてもらっている。 

 

 

〔答弁概要〕 

・令和元年中に廃棄されたものでは、第１の類型以外に、第２の類型

「定型的・日常的な業務連絡、日程表等」が 568件、第６の類型「意

思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響が

ないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書」が

16,319 件、第７の類型「保存期間表において、保存期間を１年未満

と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められ

た文書」が 584件である。 

 

〇委員からの指摘事項 

・（特定行政文書ファイル等にすべきものの存否に関する検証・監察が実

施されたのは）42 文書のみであり、抽出調査だとしてもあまりに少な

いのではないか。 

・独立公文書管理監が検証・監察の対象文書を選定するというが、ヒア

リングの際に、行政機関から提出された文書の中から選定しており、

主体的に選んでいない印象である。 

 

 

 

問９．保存期間が１年未満の特定秘密文書のうち、写し以外のもの

は、令和元年中に何件廃棄されたのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

- 45 -



- 46 -



２ 令和２年「政府に対する意見」への政府の対応状況 

令和２年年次報告書において、行政における特定秘密保護制度の運用状況

に対し、審査会として合意した事項を「政府に対する意見 （ ※ １ ）」（審査会意

見）として記載し、早急に改善を図ることを求めた。 

当審査会は、関係行政機関から、この審査会意見に基づき講じた措置又は

講ずる予定の措置等について説明を聴取した。以下、その概要について、下

掲の項目毎に、順次記述する。 

 

 

（※１）令和２年審査会意見の項目 

 

１ 当審査会への対応状況関係 

２ 指定管理簿関係 

３ 特定秘密文書の管理関係 

４ 適合事業者関係 
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１ 当審査会への対応状況関係 

意見 各行政機関における対応 

各行政機関は、改正運用基準に鑑み、

当審査会がその調査に関し特定秘密

の指定等の適正性を判断する過程に

おいて必要があると認め説明を求め

た場合には、特定秘密以外の不開示

情報についても積極的に説明する等

なお一層真摯に対応すること。特に

外務省は、当審査会がこれまでの年

次報告書の意見において、当審査会

への対応の在り方の改善について重

ねて指摘してきた事実を改めて重く

受け止め、改正運用基準の趣旨に沿

った対応をすること。 

【内閣情報調査室】 

 関係行政機関に対し、審査会が必要であると認め、説明を求め

た場合には、各行政機関は特定秘密以外の不開示情報についても

説明するなど積極的な対応に努めるよう周知した。 

（令和４年３月３日 審査会） 

 

これまでも、必要な場合には、特定秘密以外の不開示情報を用

いて可能な限り丁寧に説明を行ってきた。引き続き丁寧な対応に

努めていきたい。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【内閣官房（事態対処・危機管理担当）】 

 これまでも、審査会の場において説明を求められた場合には、

可能な限り丁寧な説明の実施に努めてきたところである。引き続

き適切な対応に努める。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【警察庁】 

 審査会から説明要求がなされた場合には、国権の最高機関たる

国会からの求めであることを踏まえ、できる限り説明を尽くすべ

く、また審査会が特定秘密の指定等の適正性について十分調査を

行うことができるよう、特定秘密以外の不開示情報についても必

要な説明に努める。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【公安調査庁】 

審査会に対して特定秘密の指定等の適正性を説明する過程にお

いて、情報の提供元や入手した情報の件数の推移等、特定秘密以

外の不開示情報についても、積極的に説明を行った。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【外務省】 

 審査会からの御指摘を踏まえ、特定秘密を指定する外務省各部

局において、これまでの年次報告書における審査会の御意見及び

改正運用基準をよく踏まえた対応を取るよう周知徹底した。 

（令和４年３月 24 日 審査会） 
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１ 当審査会への対応状況関係 

意見 各行政機関における対応 

【海上保安庁】 

審査会への行政機関による丁寧な説明が国会の信頼、ひいては

特定秘密保護制度に対する国民の信頼が得られることにつながる

ことを強く意識し、審査会からの説明要求には丁寧で分かりやす

い対応に努めてきた。今後も審査会から必要な報告や資料の提出

を求められた場合には、真摯な対応に努めていく。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【防衛省】 

 防衛省においては、これまでも本審査会において不開示情報を

用いて可能な限り丁寧な説明を行ってきたが、引き続き適切な対

応に努めてまいりたい。 

（令和４年３月 31 日 審査会） 
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２ 指定管理簿関係 

意見 各行政機関における対応 

各指定行政機関においては、改正運

用基準を踏まえ指定管理簿を修正す

る場合には、指定要件の充足性等の

判別が可能となる、より具体的な記

述内容となっているかどうかよく精

査すること。また、内閣情報調査室

は、各行政機関において修正された

ものについて、改正運用基準の趣旨

が反映されているか改めて精査し、

必要と認められる場合には、再修正

等適切な対応を求めること。 

【内閣情報調査室】 

 関係行政機関に対し、指定要件の充足性等の判別が可能となる

よう、より具体的な記述内容となっているか精査するよう周知し

ており、内閣情報調査室としてもその状況を確認している。引き

続き、各行政機関で作成された指定管理簿が、横断的に統一性の

ある具体的な基準とされているか精査していく。 

（令和４年３月３日 審査会） 

 

 指定管理簿を修正する場合には、指定要件の充足性等の判別が

可能となる、より具体的な記述内容となっているかどうかよく精

査し、改正運用基準の内容を遵守するよう努める。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【警察庁】 

従来、特定秘密である情報の特段の秘匿に支障のない範囲内で

指定管理簿を具体的に記載するように努力しており、運用基準改

正後に特段の修正は行っていない。 

なお警察庁では、特定秘密の保護に関する訓令に基づき、特定

秘密の指定の理由の点検を年１回以上実施し、令和２年中におい

ては 12 月に点検を行い、特定秘密の指定の３要件の充足性を判断

している。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【総務省】 

従前より、特定秘密の指定要件の充足性等の判別が可能となる

よう、指定管理簿における特定秘密の概要を具体的に記述してい

る。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【海上保安庁】 

改正運用基準を踏まえ、毎年、指定の理由の点検時に指定管理

簿の記述内容の精査を行い、指定要件の充足性等が具体的に記述

されていることを確認している。今後、新たに特定秘密を指定す

る場合においても、改正運用基準の趣旨を踏まえ、指定管理簿へ

の具体的な記述に努める。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 
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３ 特定秘密文書の管理関係 

意見 各行政機関における対応 

特定秘密文書の不適切な管理に起因

すると思われる誤廃棄事案が複数発

生していることから、各行政機関に

おいては、これまで以上に緊張感を

もって特定秘密文書の管理に当たる

こと。特に誤廃棄事案が発生した行

政機関においては、公文書管理制度

などの所定の手続を経ず原本を含む

特定秘密文書が廃棄されたことを重

く受け止め、改めて現場の業務従事

者を含む全ての取扱者に対し廃棄の

ための手続の周知徹底等の再発防止

策を講じること。 

【内閣情報調査室】 

 関係行政機関に対して、特定秘密文書の管理の徹底を周知した。 

 他方、昨年５月、経済産業省において、職員のキャビネットか

ら特定秘密文書等管理簿に登録していない特定秘密文書が発見さ

れるという事案が発生した。 

当該行政機関による調査の結果、本件による情報漏えい等は認

められず、省内規程の改正や研修の強化など、再発防止対策を講

じているものと聞いている。詳細は経済産業省にお尋ねいただき

たいが、引き続き再発防止に向けた取り組みを進めていると承知

をしている。制度担当としては、改めて、各行政機関に対し、特

定秘密の適切な管理のため、周知に一層努める。 

（令和４年３月３日 審査会） 

 

令和３年９月、内閣情報調査室に勤務する職員が、特定秘密文

書 15 件を自宅としていた公務員宿舎に持ち帰っていたことが判

明した。発覚の経緯としては、病死した当該職員の自宅において、

別の内閣情報調査室職員が特定秘密文書を発見したものである。

内部調査の結果、規程が定める管理方法に照らして不適切な管理

が行われていたことが判明した。なお、特定秘密の漏えいは確認

されなかった。今後は文書管理を強化するほか、保全教育の内容

を見直した上で、教育を徹底し、再発防止に努める。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【内閣官房（国家安全保障局）】 

 国家安全保障局においては特定秘密保護法を始め関連諸規定に

基づき適切な管理を行っているところであり、誤った廃棄等の事

案は発生をしていないが、今後も、定期的に保全教育を通じた職

員意識の向上を図るなど、引き続き適切な管理に努めて参りたい。 

 また、３月９日に経済産業省から処分のあった元内閣審議官の

事案については、特定秘密の漏えいがなされた事実は確認されて

いない。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【内閣官房（事態対処・危機管理担当）】 

 内規に基づき、特定秘密の保護の状況について定期検査を年２

回以上実施するとともに、秘密保全教育を年１回及び必要な場合

に実施している。秘密保全教育の際には、特定秘密保護制度の概

要等に加え、文書の受領や廃棄のための具体的な手続きも周知し

ているところであり、引き続き秘密の保護を徹底していく。 

あわせて、今後も、特定秘密保護法を始めとする各種規程を遵

守し、緊張感をもって特定秘密文書の管理に当たるよう努める。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 
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３ 特定秘密文書の管理関係 

意見 各行政機関における対応 

【警察庁】 

 特定秘密の保護に関する訓令に基づき、特定秘密の保護の状況

について、毎年度２回以上検査を実施することとしている。令和

２年中は令和２年３月と 10 月に検査を実施するなどして、適切な

管理に努めている。 

 また、都道府県警察が保有する特定秘密については、各都道府

県警察が自ら毎年度２回以上特定秘密の保護の状況の検査を独自

に実施するほか、毎年度１回以上、警察庁から各都道府県警察に

職員を派遣し、検査を実施している。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【総務省】 

 総務省特定秘密保護規程（平成 26 年 12 月 10 日総務省訓令第

47 号）に基づき特定秘密文書を厳正に管理しているところ、引き

続き緊張感を持って特定秘密文書の管理に当たっていく。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【公安調査庁】 

公安調査庁特定秘密保護規程に基づき、取扱業務者を含む全職

員に対して年１回の保全教育を実施している。この中で、特定秘

密文書の廃棄に当たっては、独立公文書管理監による検証・監察

を受けた上で内閣総理大臣に協議する必要があることを説明する

などし、一般の行政文書とは廃棄の手続きが異なることを周知し

ている。 

また、同規程に基づき毎年２回実施している定期検査では、特

定秘密文書等管理簿の記録と特定秘密文書を突合するなどし、こ

れらが適切に管理されていることを確認している。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

【経済産業省】 

誤廃棄ではないが、令和３年５月、省内で保護規程が定める管

理方法に照らして不適切な管理が行われている特定秘密文書１件

が発見された。 

本件事案に対しては、内閣情報調査室に情報提供・相談の上、

適切に対処を行った上で、再発防止に向けて、特定秘密の保護に

必要な知識の習得及び意識の高揚等を図った。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

【海上保安庁】 

職員の教育や特定秘密文書の管理状況の検査を定期的に実施す

るとともに、公文書管理制度を十分に理解の上、誤廃棄事案等の

不適切な特定秘密文書の取扱いが行われることのないよう、今後

とも緊張感を持って適切な運用、管理に努める。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 
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３ 特定秘密文書の管理関係 

意見 各行政機関における対応 

【防衛省】 

 内規に基づき、特定秘密の保護状況について年２回以上定期検

査等を実施するとともに、保全教育を年１回以上実施している。

保全教育に当たっては、秘密保全と文書管理の担当部署との連携

を密にして、文書管理を含めた特定秘密文書の適切な管理に係る

教育資料を使用した秘密保全及び文書管理に関して一元化した教

育を実施しているところである。引き続き、適正な管理及び知識、

技能の向上に努める。 

（令和４年３月 31 日 審査会） 
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４ 適合事業者関係 

意見 各行政機関における対応 

適合事業者に特定秘密を提供等して

いる行政機関においては、情報漏え

いの防止の観点から、引き続き適合

事業者における秘密保持の体制の把

握や適性評価の実施状況の確実な確

認等情報管理には万全を期すこと。 

【内閣情報調査室】 

 関係行政機関に対して、適合事業者の業務従事者を含む全ての

特定秘密取扱者に対する管理徹底に努めるよう改めて周知した。 

（令和４年３月３日 審査会） 

 

 適合事業者は、特定秘密の保護に関する業務の実施体制、特定

秘密文書等の取扱い、保管状況の点検、従業員に対する教育等を

定めた保全規則を作成することになっている。当該規程に従い、

特定秘密を適切に管理している。 

内閣情報調査室においては、引き続き、適合事業者に対し、契

約に基づき、特定秘密の保全措置の実施状況について必要に応じ

て立入りを伴う検査を実施するなどして、情報管理に万全を期す。 

（令和４年３月 10 日 審査会） 

 

【防衛省】 

 適合事業者は、特定秘密の保護に関する業務の実施体制、特定

秘密文書等の取扱い、保管状況の点検、従業員に対する教育等を

定めた保全規則を作成することとなっており、当該規程に従い、

特定秘密を適切に管理している。 

 防衛省においては、引き続き、適合事業者に対し、契約に基づ

き、特定秘密の保全措置の実施状況について必要に応じ実地に検

査を実施するなど、情報管理に万全を期す。 

 （令和４年３月 31 日 審査会） 

 

【防衛装備庁】 

 防衛装備庁は従来から契約に付す特約事項に基づき、下請者も

含む適合事業者に特定秘密の保護に必要な措置を講じさせるとと

もに、毎月１回、実地において特定秘密の保護状況に関する検査

を実施している。 

 また、適合事業者の従業者についても、実際に特定秘密を取り

扱う必要最小限の範囲で選定させ、防衛装備庁がこれらの従業者

の適性評価を実施している。 

 防衛装備庁としては、今後とも、適合事業者における特定秘密

の保護に係る体制の把握や適性評価の実施状況の確認に万全を期

す。 

（令和４年３月 31 日 審査会） 

 

 
 
 
 

- 54 -



意見全体に対する対応関係 

【法務省】 

 特定秘密の管理については、特定秘密保護法、同施行令、運用基準及び法務省特定秘密保護規程に従っ

ているところ、特定秘密の保護のための措置を適確に講じることが特定秘密を取り扱う者の責務とされて

いることを踏まえ、引き続き、その適正な運用に努める。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

【出入国在留管理庁】 

特定秘密の指定、特定秘密の取扱いの業務及び適性評価に関する手続等については、特定秘密保護法、

同法施行令、運用基準及び出入国在留管理庁特定秘密保護規程に従って実施しているところ、衆議院情報

監視審査会におけるこれまでのご意見を踏まえ、制度所管庁等と必要な連携を図りつつ、引き続き、その

適正な運用に努めてまいりたい。 

（令和４年３月 17 日 審査会） 

 

○その他（過去の「政府に対する意見」（審査会意見）関連） 

＜行政文書が不存在である特定秘密の現状＞ 

 行政文書が不存在である特定秘密については、過去複数回22にわたり、当審査会の年次報告書におけ

る審査会意見の中で指摘してきており、引き続き政府における対応を注視している。令和３年において

も、各行政機関より特定秘密ごとの文書件数等についての資料の提出を受けたところ、これらを集計

し、表に取りまとめた《表 2-5》。 

 
《表 2-5》行政文書不存在（令和２年末時点）の特定秘密の現状（行政機関別） 

 

                                                   
22 平成 28～30 年審査会意見 

行政機関名
行政文書が不存在
の特定秘密件数

行政文書が不存在である理由 件数

内閣官房 12
複数の特定秘密が記録された文書で
代表的なもので計上しているもの

12

外務省 1 他機関が保有しているもの 1

複数の特定秘密が記録された文書で
代表的なもので計上しているもの

25

物件が存在しているもの 81

行政文書も物件もないが、具体的な情
報が(職員の知識として)存在するもの

（※）1

防衛装備庁 2
複数の特定秘密が記録された文書で
代表的なもので計上しているもの

2

（※）令和３年に文書作成済み。

（政府提出資料を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成）

防衛省 107
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３ 特定秘密の指定・解除 

 

指定行政機関からの説明聴取及び質疑 

※質疑が行われなかった行政機関については、質疑の記載をしていない。 

ア 国家安全保障会議（令和４年３月 10日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

国家安全保障会議では、令和２年末時点で７件の特定秘密を指定して

いる。うち６件は令和元年末までに指定したもので、令和２年中に指定

した特定秘密は１件である。 

令和２年中、１件の特定秘密について指定の有効期間を５年延長した。

令和２年中に指定の有効期間が満了したものはなく、指定を解除したも

のはない。 

指定書等における記載について、１件の特定秘密の指定の有効期間の

延長に伴い、指定書及び指定管理簿の記載を変更している。 
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イ－① 内閣官房（国家安全保障局）（令和４年３月 10日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

（令和２年中の特定秘密の指定・解除状況） 

国家安全保障局では、令和２年末時点で７件の特定秘密を指定してい

る。令和２年中に国家安全保障局が指定した特定秘密はない。 

令和２年中、２件の特定秘密について指定の有効期間を５年延長した。 

令和２年中に指定の有効期間が満了したものはなく、指定を解除した

ものはない。 

指定書等における記載について、２件の特定秘密の指定の有効期間の

延長に伴い、指定書及び指定管理簿の記載を変更している。 

 

（内閣官房内閣審議官の不適切事案について） 

令和４年３月９日、経済産業省から処分のあった元内閣審議官の事案
23については、元内閣審議官による特定秘密の漏えいがなされた事実は

確認されていない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・元内閣審議官が特定秘密を持ち出した事実は確認されていない。 

・国家安全保障局では特定秘密へのアクセスについては全て管理する

ことになっており、それを確認した状況の中で、元内閣審議官が特

定秘密を外に持ち出したことはないことが確認されている。 

 

 

                                                   
23 令和元年 10月から国家安全保障局に在職し、令和３年 11月から令和４年２月まで経済安全保障法制準

備室長として勤務していた元内閣審議官が、部外者に対する情報漏洩及び便宜供与等の疑い、無届けで

の有報酬兼業、タクシー券の不適切利用等を理由に、停職 12 月の懲戒処分を受けた事案。元内閣審議官

は令和４年３月９日付で辞職した（「懲戒処分について」（令和４年３月９日 経済産業省ニュースリリー

ス））。 

問１—１．元内閣審議官の事案に関し、特定秘密を役所の外に持ち出

した事実はないか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—２．元内閣審議官の事案について、情報漏えいは確認されてい

ないということだが、どこまで調べた結果漏えいは無いという

ふうに言っていただきたい。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・元内閣審議官の特定秘密へのアクセス状況等は全て一元的に把握し

ており、そうしたものを確認した中で、元内閣審議官が特定秘密に

ついて情報流出をしたことはないと確認している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・国家安全保障局としても、法案審議を控えている中で、可能な限り

早く調査結果を公表しなければならないということで、厳正かつ公

正な調査を行ってきた。調査すべき範囲が非常に多岐にわたったこ

ともあり、長期にわたったということである。 

・今回の事案については国家安全保障局のみならず、経済産業省、防

衛省等、各省庁における調査・情報の集約を行った。また無許可で

兼業していた企業を通じて知り合った企業、あるいは講演を行った

企業等、さらにタクシー券の不適切状況、補助金事業への不適切な

関わり、対外公表文書の流出、セクハラ等について総合的に調査を

した。 

・その結果、我々が認定したのは、金融庁及び経済産業省それぞれが

作成した、実質秘は含まないが対外不公表である文書を、元内閣審

議官が外部に流出させていたということである。 

・他方、調査の中で、元内閣審議官が特定秘密をどう扱っていたのか、

どのように閲覧をしていたかは把握しているが、それを外に持ち出

した、あるいは外に流出させたということは確認されなかった。 

 

 

 

 

問１—３．（特定秘密への）アクセス状況について一元的に把握してい

るから漏えいはないということだが、もう少し具体的に説明し

てほしい。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—４．（問１-３は）「特定秘密を一元的に管理しているから漏えい

がなかった」ということについて、その一元的な管理の仕方を

聞いたものであると理解している。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・国家安全保障局では、内閣官房特定秘密保護規程に基づき、特定秘

密文書の閲覧記録を５年間保存すべき文書として保管をしている。 

・この閲覧の記録には、当該特定秘密文書の登録番号、閲覧の日時、

閲覧者の氏名といった情報が含まれている。それを一つずつ確認し

ていく中で、元内閣審議官がどういう状況で、どのように特定秘密

にアクセスしていたのかというのを確認し、それを踏まえて、実際

に流出がなかったことを確認した。 

 

 

〔答弁概要〕 

・国家安全保障局においては、内閣官房特定秘密保護規程があり、特

定秘密の業務の扱いについて様々な防護措置を講じているところで

ある。 

・そうした中で、入室認証システムあるいは入室監視装置のようなも

のを持っており、仮に特定秘密に係る非違行為があれば把握できる

ような措置を講じている。 

 

 

〔答弁概要〕 

・そのとおりである。 

 

 

 

問１—５．例えば写しや、データを入手したということもある。閲覧

のことについては説明があったが、それ以外のことはどうか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—６．特定秘密がある一定の場所にあって、そこの入室は全て管

理している、だから誰が入ったかどうかも分かるということ

か。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—７．特定秘密でない秘密の文書が元内閣審議官により外に出さ

れたというのは、対外的に公表しているのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・金融庁及び経済産業省の非公開文書の流出については、既に外部に

公表している。 

 

 
〔答弁概要〕 

・今回、経済産業省と金融庁の内部文書の流出があったが、これらは

外部不公表ではあるが、実質秘を含むものではなかった。その上で、

このような事案が起きたのは誠に申し訳ないことだと考えている。 

・そうした反省も踏まえて、特定秘密のみに限らず、秘密とすべきも

のはきちんと秘密にしていく、保全教育・保全意識も高める取組を

行う。 

・特定秘密への指定そのものについては、やはり特定秘密保護法で規

定された３要件、①別表に該当するのか、②特段の秘匿の必要性が

あるのか、③公知になっているものではないのかどうか、に該当す

るかをきちんと検証しながら、該当しないものは特定秘密に指定し

ない、該当するものについてはきちんと指定をして、保護をしっか

り講じていくことを一層徹底して参りたい。 

 

 

〔答弁概要〕 

・ウクライナ情勢については、平成 26 年のロシアによるウクライナ併

合や、東部地域の不安定化によって悪化したということで、我が国

の情報担当省庁において、官邸からの情報関心を踏まえて、継続的

に分析を行ってきた。 

・関係省庁が収集、分析したインテリジェンスについては、国家安全

保障会議の事務局である国家安全保障局に随時提供されてきている。 

問１—８．特定秘密以外にも秘密のものがあり、この審査会の目の届

かないところで重要なものが出ている場合があると思う。それ

を、できるだけ特定秘密の要件に合致させて、（特定秘密の指定

を）かけていくという作業はしているのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問２．ロシアのウクライナ侵攻に関して、昨日までに特定秘密は指定

されているのか。されていた場合、何件あるか。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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・情勢の緊迫化を受け、令和４年２月 14日、24日、25日及び３月４日

に、ウクライナ情勢を議題とする国家安全保障会議（４大臣会合）

を開催している。 

・（昨日までに特定秘密は指定されているのか。されていた場合、何件

あるかという問いについては）［不開示情報］。 

 

 

〔答弁概要〕 

・新型コロナウイルス関連では、令和２年４月 24 日及び同年６月４日

に国家安全保障会議が開かれた。（新型コロナウイルスに関連した特

定秘密は、昨日までに指定されているのかという問いについては）

［不開示情報］。 

・東京オリンピック関連では、国家安全保障会議あるいは国家安全保

障局として指定している特定秘密はない。 

 

 

〔答弁概要〕 

・国家安全保障会議等において、経済安全保障関係の関連する議論を

行うことはある。そうしたものの中で、一部、特定秘密に該当する

ものもあるが、他方で経済安全保障推進法の策定事務等については、

別途法制準備室を作っており、そちらでの作業となっている。同室

の関係で特定秘密に指定されていることは、現時点ではない。 

 

  

問３．新型コロナウイルス又は東京オリンピックに関連した特定秘密

は、昨日までに指定されているのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問４．国会に提出された経済安全保障推進法や国家安全保障局経済班

と特定秘密の関係について伺いたい。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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イ－② 内閣官房（事態対処・危機管理担当）（令和４年３月 10日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）では、令和２年末時点

で２件の特定秘密を指定している。 

当該２件の特定秘密は、いずれも領域の保全のために我が国の政府が

講ずる措置又はその方針に関して指定したものである。 

令和２年中、指定を延長したもの、満了したもの及び解除したものは

ない。 
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イ－③ 内閣官房（内閣情報調査室）（令和４年３月 10日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

（令和２年中の特定秘密の指定・解除状況） 

内閣情報調査室では、令和２年末時点で 85件の特定秘密を指定してお

り、そのうち 78件は令和元年末までに指定されたものである。 

令和２年中に新たに指定されたのは、情報収集衛星の収集分析対象及

び識別能力関係で指定した１件、外国の政府等との情報協力関係で指定

した２件、人的情報源関係で指定した２件、情報収集衛星の撮像可能な

地理的範囲関係で指定した１件及び情報収集衛星に用いられる暗号関係

で指定した１件の計７件である。 

令和２年中に指定の有効期間を延長した件数は７件であり、いずれも

延長期間は５年である。また、同年中に特定秘密の指定の有効期間が満

了したものはない。 

令和２年中に特定秘密の指定を解除したものはない。 

 

（指定書等における記載の変更） 

令和２年中、指定書及び指定管理簿の記載を変更したものは７件であ

る。これら７件については、指定の通算の有効期間の延長に伴う記載の

変更を行った。 

 

（特定秘密文書の管理関係） 

令和３年９月、内閣情報調査室に勤務する職員が、特定秘密文書 15件

を、自宅としていた公務員宿舎に持ち帰っていたことが判明した。 

発覚の経緯としては、病死した当該職員の自宅において、別の内閣情

報調査室職員が特定秘密文書を発見したものである。内部調査の結果、

規程が定める管理方法に照らして不適切な管理が行われていたことが判

明した。なお、特定秘密の漏えいは確認されなかった。 

今後は文書管理を強化するほか、保全教育の内容を見直した上で、教

育を徹底し、再発防止に努める。 
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(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・関係者への聴取、印刷ログの確認、本人のスマホやパソコンの確認

等を行い、漏えいの事実が確認されなかったものである。 

 

 
〔答弁概要〕 

・基本的には、情報収集衛星関係で（指定の）有効期間５年のもので

ある。 

・今回の事案を受け、具体的ケーススタディとして記載し、教育内容

を見直して、保全教育の徹底を図ることとした。 

・今回の事案では複製物が持ち出されたが、特定秘密を厳格に管理す

るために、年２回の定期検査時における特定秘密文書と管理簿の突

合に加え、特定秘密を印刷する場合には上司の許可を要することと

した。さらに所属長が職員の印刷ログを定期的または抜き打ちで検

査し、印刷の理由、必要性を職員に確認するなどして、再発防止に

努めていきたい。 

・持ち出された期間はおよそ４年間である。 

 

問１-１．内閣情報調査室職員による特定秘密の不適切な取扱い事案

について、漏えいは確認されなかったという。「確認はされな

かった」だけでは「分からなかった」と受け取られる可能性が

ある。聞くところでは、関係者のパソコンや携帯電話の通信ロ

グなども確認したようなので「考えられることは全て尽くした

が、漏えいの事実は確認されなかった」と説明した方がいいの

ではないか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—２．特定秘密文書 15件が持ち出されていたということだが、ど

れぐらいのレベルのものなのか。特定秘密文書にも色々重要度

があるが、極めて重要度の高いものだった場合、これからどう

フォローしていくのか。また、当該 15件の文書はどのくらいの

期間、施設外にあったのか。今後のチェック体制を考える意味

でも大事なことと思うので、伺いたい。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・当該文書は、印刷して、その当時に持ち帰ったと考えているので、

そのままになっていたと考えている。 

・今後の防止策としては、印刷する際に限定をする、また印刷したも

のは管理簿に記載して、その廃棄状況については随時確認をし、ま

た抜き打ちでもチェックする、それから、印刷ログと管理簿との突

合を行う形でチェックすることとしたい。 

 

 

〔答弁概要〕 

・当該職員が、文書を持ち出したのは、内閣情報調査室に着任直後の

ことである。 

・死因に不審な点はないと聞いている。 

・当該情報は衛星関係の情報で、暗号等々の関係はない。印刷と持ち

出しについて厳格にチェックをすれば同様の事案は発生しないと考

えている。 

・処分については、担当部局と調整して、しかるべく対応されると認

識している。事案の公表は、本年６月の国会報告の際に報告するこ

とを考えている。 

 

問１—３．当該文書は（４年間）出しっ放しなのか。保存期間の延長

もあるわけだが、写しを出した後のフォローはどうなっている

のか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—４．（今回の事案では）ベテランの職員が自宅へ仕事を持ち帰

るということは、ほかでもみんなやっているのではないか。

（特定秘密が）漏れたという前提で行動した方がよいと思う

が、（持ち出されたのが）暗号だったとすれば、その暗号を全

て変えるなどの対応をしたのか。マスコミ発表や、上司の処分

はどうなっているか。また、死因に不審な点はないのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・国会報告に掲載することで国民に広く公表されるものと考えている。

過去の不適切事案についても国会報告に掲載する形にしていたこと

から、本事案についても同様の対応をさせていただきたいと考えて

いる。 

・現在、印刷をする際には上司の許可を得る、それから印刷したログ

のチェックを抜き打ち等も含めて随時行うこととしている。そのた

め、同様の事案は発生しないように対応している。 

 

 
〔答弁概要〕 

・事案によっては即時公表も考えられるが、今回の場合特定秘密の漏

えいも確認されておらず、持ち出された文書も回収されている。そ

のような事案の中身を見て、これまでの事案と同様に対応したいと

考えている。 

 

 
〔答弁概要〕 

・内閣情報調査室で、内閣情報官まで諮って、このようにしたいと考

えている。 

問１—５．まず事案の公表は、なぜ今ではなく６月なのか。また現時

点でも、職員が特定秘密を印刷しようとすると、簡単にできて

しまう体制なのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—６．事案の公表について、６月に行うというのではあまりに遅

くないか。即時公表して何か不都合なことがあるのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—７．特定秘密が外部に持ち出されて、このように見つかったと

いう事例は、今回が初めてのはずだ。以前、秘密を含む文書を

持ち帰ったことが発覚した際、防衛省はその時点で報告・公表

し、謝罪したことがあったと記憶している。今回、６月の国会

報告を待って公表することの判断は誰が行ったのか。官房長官

にも報告が上がっていて、官房長官もそのようにせよとの指示

だったのか。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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・内閣情報官から官房長官にも本件事案は説明をしている。公表の仕

方について、明示的にそれでいいかという指示があったかどうかに

ついては確認させてほしい。 

 

 

〔答弁概要〕 

・持ち出しただけでは特定秘密の法律違反にはならず、内規の違反で

ある。 

 

 

〔答弁概要〕 

・審査会の指摘を大変重く受け止めた。 

・早急に内閣情報官、さらに官邸と相談して、審査会の指摘を踏まえ

て検討し、回答したい。 

 

 
〔答弁概要〕 

・本事案については、特定秘密の漏えいの事実は確認されなかったも

のの、特定秘密文書の不適切な管理が明らかになったものであり、

大変重く受け止めている。 

問１—８．特定秘密文書を自宅に持ち帰ったことは、罪に当たらない

のか。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—９．内規違反を、今までどのくらい重要なものとして扱ってき

たのか。過去、特定秘密文書を廃棄したなど、いろいろな事案

があったかと思う。（今回の事案は、）６月の国会報告にまとめ

て終わらせる事案なのか、その都度公表して、政府として正式

に国民に対して一定の説明をするという事案なのかを検討し、

速やかに判断して報告してほしい。 

[令和４年３月 10日審査会] 

問１—10．内規違反の場合は公表しないというルールはない。今回の

案件では、（文書が）簡単に持ち出されているのも驚きである

し、（衛星という）我が国の安全保障に重大な影響を及ぼす問題

でもある。即日、公表の方針を決めてもらいたい。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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・改めて、今後このようなことが起こらないよう、特定秘密文書の管

理を強化するほか、職員に対する保全教育を徹底し再発防止に努め

る。 

・すぐに公表すべきという指摘を踏まえ、早速相談・検討をする。 

 

 

〔答弁概要〕 

・国会報告への掲載を待たずに公表すべきだとの審査会の意見を重く

受け止め、今日すぐ、内閣情報官と相談をする。 

・他方、明日までに官邸の了解を得て報告できるか確約は難しいが、

いずれにしても速やかに行う。 

・明日、検討結果か、若しくは途中経過なりとも、会長に報告する。 

 

(ｳ) 政府参考人からの追加説明概要（令和４年３月 17日審査会） 

先日（令和４年３月 10 日）、内閣情報調査室における特定秘密文書の

管理に関する不適切な事案について説明をし、今年の国会報告に記載す

る形で公表したいという旨、報告をした。それに対して審査会からは、

可及的速やかに公表すべきではないかという意見を頂いた。 

内閣情報調査室ですぐに検討し、翌 11日午前中には、必要な了解を得

て、公表することを決定した。 

環境が整ったため、明日 18日の午後に記者レクをする形で公表するこ

とになったので、御報告する。改めて今回の不適切な事案を重く受け止

めて、管理体制と職員の教育を強化し、再発防止に努めたい。 

 

 

 

  

問１—11．回答の期限が無期限というのはあり得ないので、せめて明

日を目指して努力すると言っていただきたい。 

[令和４年３月 10日審査会] 
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ウ 警察庁（令和４年３月 17日審査会） 
(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

（令和２年中の特定秘密の指定・解除状況） 

警察庁においては、令和２年中に４件の特定秘密を指定した。 

これら４件は、いずれも従来から継続的に収集している情報等であっ

て、１年ごとに期間を区切って指定をしていたもので、令和２年も期間

を区切って特定秘密とした。その内訳は以下のとおりである。 

①警察の特殊部隊等の戦術や運用に関する情報 

②国際テロを実行するおそれのある個人や組織の動向等に関する情報 

③国内テロを実行するおそれのある個人や組織の動向等に関する情報 

④外国政府等との情報協力業務に関する情報 

警察庁においては、令和２年中、特定秘密の指定３件を解除した。い

ずれも警察の特殊部隊等の戦術・運用に関するものである。 

 

（令和２年中の特定秘密の指定の有効期間の延長及び満了） 

警察庁においては、令和２年中に特定秘密の指定の有効期間の満了を

迎えたものが７件ある。個別に検討した結果、４件については指定の有

効期間を５年延長することとし、残りの３件については延長せず、指定

の有効期間を満了した。 

有効期間を延長しなかった３件の特定秘密のうち、２件は警察の特殊

部隊の戦術や運用に関する情報、１件は国際テロを実行するおそれのあ

る個人や組織の動向等に関する情報である。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・特定秘密の提示は、審査会で審査をいただき、我々としてもどのよ

うな文書が提示できるか検討したい。 

 

問１．（令和２年中に指定した４件の特定秘密につき、）４件の中身を

見せていただけるか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・都道府県警が入手して警察庁に報告した情報は、警察庁長官が特定

秘密の要件に該当するかを判断する。該当すると判断した場合は、

特定秘密として指定する。 

・指定した場合、長官が都道府県警に対して、法律に基づいて指定を

した旨を通知する。加えて、同じく法律に基づき、特定秘密の取扱

いの業務を行わせる職員の範囲や、その他特定秘密の保護に関して

必要な事項を指示する。 

・保護のための指示の内容としては、業務を管理する者を指名する、

保護の教育をする、検査をする、必要な施設設備を整える、等であ

る。 

・どのような職員が特定秘密を取り扱うことができるかということに

ついて、警察庁では特定秘密の保護に関する訓令を定め、都道府県

警に対しては要綱を定めている。これに基づき、係単位、あるいは

官職ごとに（取り扱う職員を）決定している。特定秘密を取り扱う

必要性を考え、最小限の範囲に定めることがポイントと考えている。 

  

問２．都道府県警における指定に関し、警察庁はどのように関わって

いるのか。また、特定秘密取扱者の人数について、警察庁では

階級で区別するのか、それとも資格か何かで区別するのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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エ 総務省（令和４年３月 17日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

総務省が指定する特定秘密は、在日米軍が使用する周波数に関する情

報である。 

在日米軍の電波の使用については、日米安全保障条約の下、日米地位

協定に基づき、日米両政府の当局間の取決めによることとされており、

日米が使用する電波の混信防止の観点から、総務省と在日米軍で必要な

調整を実施している。 

総務省は、在日米軍との周波数調整において必要な文書を受領してお

り、そのうち、米国政府が「ＳＥＣＲＥＴ」として分類している文書を

特定秘密に指定している。 

昨年度の特定秘密の件数は９件だったが、令和２年には新たに２件追

加し、計 11件となった。 

これら11件の特定秘密は、各指定書に記載のとおり、「法別表第２号イ

細目 b」の「外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政

府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護す

るために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの」に

該当することから、これら 11 件の文書について、その機密性の高さから

特定秘密に指定している。 

これら 11 件の特定秘密について、特定秘密保護法に基づき、総合通信

基盤局長が指定する職員のみが取り扱うこととしており、特定秘密の保

護に必要な知識の習得等の研修を実施するとともに、特定秘密を取り扱

う執務室等へのアクセス管理を徹底する等、厳格かつ適切に管理を行っ

ている。 

なお、総務省では、特定秘密の指定の解除を行った事例はない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・在日米軍から借りた文書については、特定秘密の判をつき、対応し

ている。 

問．特定秘密文書を在日米軍から借りているとのことだが、借りた文

書に対して、特定秘密の表示のスタンプを押しているのか。ま

た、特定秘密文書を借用し、返却するというのは在日米軍だけの

取扱いなのか。特定秘密文書に借用という形は多いのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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・借用という形を取っているのは在日米軍である。 

・その他借用しているものとして、他省庁から提供を受けたものがあ

り、令和２年末時点で、内閣官房及び外務省より情報通信分野のサ

イバーセキュリティに関する情報の提供を受け、総務省において、

サイバーセキュリティ政策に活用しているところである。 
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 オ 法務省（令和４年３月 17日審査会） 

  (ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    令和２年中に、法務省において新たに指定又は解除した特定秘密はない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・［不開示情報］については、まさに特定秘密の内容に関わる部分であ

り、回答することは困難である。 

・また、法務省がこの特定秘密を指定している理由は、元々、出入国

在留管理庁の前身組織である入国管理局が保有していたものであり、

同局が出入国在留管理庁となったが、法務省も引き続き入管行政を

担当するため、両方で同じ情報を保有している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・［不開示情報］について、記載している。 

  

問１．法務省が指定する特定秘密は、[不開示情報]について我が国の

政府が講ずる措置等との記載があるが、何を想定しているの

か。また、この特定秘密をなぜ法務省が指定しているのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問２．これは漠然とした話ではなく、特定の物事について書かれてい

ると理解してよいか。  

[令和４年３月 17日審査会] 

- 73 -



 カ 出入国在留管理庁（令和４年３月 17日審査会） 

  (ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    当庁が指定している特定秘密は１件である。これは法務省入国管理局

時代に指定したもので、出入国在留管理庁が新設された際に特定秘密保

護法第６条第１項の規定に基づき法務省から提供されたものである。 

特定秘密の指定の解除を行ったものはない。 

 

  (ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

〔答弁概要〕 

・特定秘密の内容にかかることなので、答弁は差し控えさせていただ

きたい。 

 

〔答弁概要〕 

・説明できる範囲のことがこの指定書に示されていると理解いただき

たい。 

 

〔答弁概要〕 

・そのように理解いただきたい。 

 

  

問１-１．指定の理由として、我が国の政府が講ずる措置等とある

が、これは何を指しているのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問１-２．特定秘密の内容を全部は言えないだろうが、概要について

も言えないというのでは、余りにも判断する材料がない。もう

少し（判断できる程度には）踏み込んで回答できないか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問１-３．先程説明した以上の説明は、特定秘密の内容にかかってし

まい、法律に違反するので言えない、という理解でよいか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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 キ 公安調査庁（令和４年３月 17日審査会） 

  (ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    公安調査庁では令和２年中に新たに２件の特定秘密を指定した。その

概要は、外国の政府から提供を受けた「特定有害活動の防止」に関する

情報、外国の政府から提供を受けた「テロリズムの防止」に関する情報

である。 

    また、令和２年中、２件の特定秘密について、指定の有効期間の延長

を行った。いずれも、特定秘密の指定要件を満たす状況に変化はなく、

有効期間を５年延長した。 

    なお、特定秘密の指定の解除を行ったものはない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

〔答弁概要〕 

・衛星の情報の分析について、民間事業者の知見は借りていない。 

 

〔答弁概要〕 

・入手し、速やかに関係行政機関と情報共有等を行った。また、特定

秘密として指定したものはない。 

 

〔答弁概要〕 

・個別の内容については、詳細にすることを差し控えたい。 

  

問１．衛星関係の情報が特定秘密に指定されているが、衛星を運用

し、画像の分析をする際には民間事業者の協力を得ることが多

い、と聞いているところ、公安調査庁では特定秘密をどのよう

に扱っているのか。 

 [令和４年３月 17日審査会] 

問２-１．東京オリンピック・パラリンピックにおいて、テロやサイ

バーテロに関する情報は入手したのか。また、東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連で収集した情報で特定秘密に指定して

いるものはあるのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問２-２．攻撃の主体に、ロシア軍参謀本部情報総局は該当するの

か。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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ク－① 外務省（大臣官房）（令和４年３月 24日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

  ａ 外務省全体 

    外務省においては、令和２年に１件の特定秘密を指定した。これは、

令和２年１月１日付で指定した国際情報統括官組織の担当の外－45であ

る。 

    令和２年中に指定を解除した特定秘密はない。 

    なお、令和２年に新規指定した外－45については、国際情報統括官組

織のセッションで説明する。 

→「ク－②外務省（国際情報統括官組織）(ｱ) 政府参考人からの説明概要」参照  

 

  ｂ 大臣官房 

    大臣官房が指定している特定秘密は、令和２年末時点で４件であり、

いずれも通信に関わる暗号に関するものである。その内訳は、①公電秘

匿用暗号の外－１、②ファイル秘匿用暗号の外－２、③ネットワーク秘

匿用暗号の外－３、④公衆網秘匿用暗号の外－４である。 

    大臣官房では、令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、また、

解除したものや有効期間の満了を迎えたものもない。 
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ク－② 外務省（国際情報統括官組織）（令和４年３月 24日審査会） 

  (ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    国際情報統括官組織が指定している特定秘密は、令和２年末時点で 26

件である。 

    その内訳は、①外国の政府又は国際機関から得られた情報に関する外

－12、36、39、42、43、44 及び 45 の７件、②衛星情報に関する外－17

～27 の 11 件、③内閣情報調査室から提供された情報に関する外－28～

35の８件である。 

    国際情報統括官組織では、令和２年中に外－45 を新規に指定した。こ

の指定は、先述した外－12、36、39、42、43 及び 44 と同旨のもので、

この情報が漏えいすると、外国の政府等との信頼関係や我が国の秘密保

護に関する信用が損なわれ、情報提供や協力関係の存続・進展に重大な

支障が生じることから、特に秘匿する必要があり、指定したものである。 

    また、令和２年中に、平成 28 年１月に指定した外－39 について、有

効期間を延長している。その理由は、本指定の対象情報が、本指定の有

効期間が満了する時点においても公になっておらず、漏えいすると、外

国の政府等との信頼関係や我が国の秘密保護に関する信用が著しく損な

われ、今後の情報提供や協力関係の存続・進展に重大な支障が生じるこ

とから、引き続き特に秘匿する必要があるためである。加えて、令和３

年以降の動きとして、平成 29 年１月に指定した外－42 の有効期間を延

長した。 

    また、令和２年中に解除した特定秘密はない。 

    今後とも、国際情報統括官組織として、我が国の情報収集活動の発展

を図る上で、情報提供元との信頼関係の維持発展が重要であること等を

踏まえつつ、国会法等の規定に従って適切に対応を判断したいと考えて

いる。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・ウクライナとの関係、あるいはロシアとの関係についても、日々様々な

情報交換を行っている。 

 

問１．ウクライナに対して特定秘密を供与したこと、ウクライナから

特定秘密あるいは秘密情報の提供依頼があったこと、又は逆に

ロシアあるいはウクライナから特定秘密の提供を受けたことは

あるか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・台湾との関係については、基本的にアジア大洋州局で行っているので、

そちらのセッションで聞いていただきたい。 

→「ク－④外務省（アジア大洋州局）(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 問１－１」参照  

  

問２．台湾との情報のやり取りは、台湾交流協会等の民間を通して行

っているのか、それとも直接行っているのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ク－③ 外務省（総合外交政策局）（令和４年３月 24日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    総合外交政策局が指定している特定秘密は、令和２年末時点で３件で

あり、その内訳は、①周辺有事に関する外国の政府との協議に関する外

－11、②国際テロリズムの人的情報源に関する外－40、③国際テロリズ

ムに関し外国の政府又は国際機関から提供された情報に関する外－41 で

ある。 

    令和２年中に、平成 28年 1月に指定した外－40及び外－41について、

有効期間を延長した。その理由は、当該特定秘密の指定の有効期間が満

了するときにおいても、特定秘密保護法第３条第１項に規定する指定の

３要件を満たすことが認められると判断したためである。 

    また、令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、解除及び指定の

有効期間が満了した特定秘密もない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・国際テロ情報収集ユニットは、国際テロ情報を専門に行っており、

任国の法令に則った形での活動を行っている。 

 

 
〔答弁概要〕 

・国際テロ情報収集ユニットは、在外公館に配置された国際テロ情報

収集担当官などを通じて情報収集を行っている。在外公館は外務省

に置かれた機関なので、ユニットも外務大臣の下に置かれ、外務大

臣が情報収集の指示を発している。 

・国際テロ事案を未然に防止し、また、発生した場合の有効な対処を

問１．テロ等の情報を収集する中で、各領事館や大使館にヒューミン

ト、いわゆるスパイに該当するような業務を行う専門官として

職員を配置しているのか。また、そのような職員は、中東やア

ジアのテロが頻発するような国においても活動しているのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問２-１．国際テロ情報収集ユニットの新設は非常に大きな進歩だが、

同ユニットが、官邸の直轄部隊とされながら、総合外交政策局に

ぶら下がっている理由を伺いたい。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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実現していくためには、官邸、情報関係の他の省庁、政策・事態対

処部門と緊密に連携するとともに、外務省内においても部局横断的

な判断が必要ということがあるため、総合外交政策局に設置されて

いる。 

・なお、官邸を司令塔とした情報収集が確実に行われるとともに、官

邸や関係省庁の間における情報や情報関心等の共有を一層円滑に行

うために、全てのユニット職員は、内閣官房の国際テロ情報集約室

の職員の身分も保有している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・国際テロ情報収集ユニットは、平成 27 年５月に発表された邦人殺害

テロ事件の対応に関する検証委員会の報告書などにおける指摘も踏

まえて、テロ未然防止及び仮に再発した場合の有効な対処のために

設立されたものであり、対外情報機関を新たに設置するものではな

いと理解している。 

  

問２-２．平成 26年の国会法改正により規定された附則第３項では、

海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置された

場合は、この審査会における監視の在り方について検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされ

ている。 

当時の会議録をみると、そのような対外情報機関ができた

ら、当審査会でチェックする役割を行ったらどうかという議論

があったようだ。 

この議論は、国際テロ情報収集ユニットが設置される前のも

のだが、同ユニットが海外の情報を収集することを目的とする

行政機関に当たるのなら、当審査会でも、チェックする議論を

始めることを検討すべきではないかと考える。 

まずは、同ユニットが海外の情報を収集することを目的とす

る行政機関なのかについて伺いたい。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ク－④ 外務省（アジア大洋州局）（令和４年３月 24日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    アジア大洋州局が指定している特定秘密は、令和２年末時点で３件で

ある。その内訳は、①北朝鮮の核・ミサイル開発に関する外－７、②拉

致問題に関する外－８、③東シナ海の領域保全に関する外－16 である。

いずれも平成 26年 12月 26日付で指定し、令和元年 12月 26日付で指定

の有効期間を５年間延長している。 

    アジア大洋州局では、令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、

また、解除、満了、延長した特定秘密もない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・台湾との関係については、非政府当局間の交流を進めていくという

原則があり、台湾交流協会等で様々な交流が行われているというの

が実情である。 

・外務省としても、外国政府等も含めて、台湾に関する情報について

は色々とやり取りを行っているところであり、現状において、特段、

情報収集その他について支障が起きているという認識はしていない。 

 

 

〔答弁概要〕 

・具体的にどういうところで、委員ご指摘のようなことが起きている

のか把握できていないが、もしそうしたことがあるということであ

れば、我々はしっかりとそこを見直した上で、交流協会その他現地

の方から来る情報についてはしっかりと受け止めた上で対処してい

く必要があると考えている。 

 

問１-１．台湾との情報のやり取りは、どのような形で行われているの

か。また、これはスムーズに行われているのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問１-２．台湾交流協会等から色々な情報を外務省に上げても、これ

に対する返事が返ってこないという話も聞いている。外務省

は、重要な情報が上がってきても、しっかりと把握せず、活用

できていないのではないか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・拉致問題は、我々としても非常に重要な問題だと認識しており、拉

致問題に関する情報収集についても最善を尽くし、色々な手段を尽

くして情報収集に取り組んでいるところである。 

・外－８については、外国政府等との交渉又は協力に支障を来すおそ

れや人的情報源の保護も考慮した上で特定秘密に指定している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・この大使館員は、外交官として正当な業務を行っていたところ、意

に反して拘束されたという事案である。 

・一般論として申し上げれば、外交官としての正当な業務には、例え

ば相手国の関係者と色々な意見交換を行うこと等が含まれる。 

・中国側が独自の主張をしていることは承知しているが、同大使館員

が行っていた業務は正当な業務であり、違法な活動ではないと認識

している。 

問２．拉致問題について、多くの皆さんが色々な情報を断片的に持

っているが、外務省は総合的にどれくらい情報を持っていると

認識しているのか。 

また、外－８は、拉致被害者及びその配偶者等の生命及び身

体の保護に支障があるから特定秘密に指定しているとされてい

るが、ある部分、それでも公開してほしいというのが拉致被害

者家族の思いである。これについてどのように考えているか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問３-１．本年２月 21 日午後、北京市内で在中国日本大使館員が当局

に拘束された。これについて、違法な情報収集をしていたと中

国は断じているが、同大使館員はどのような活動を行っていた

のか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・ご指摘のとおり、本件については、外交関係に関するウィーン条約

に中国側が明白に違反する行為を行ったと我々は認識している。 

・到底看過できず、断じて受け入れられない。本年２月 22 日、外務事

務次官が駐日中国臨時代理大使を外務省に召致して、厳重な抗議を

行うとともに、謝罪と再発防止を強く求めたところである。 

  

問３-２．外交官の身体への一時拘束は、外交特権に抵触する条約違

反になるが、それについての説明は受けているのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ク－⑤ 外務省（北米局）（令和４年３月 24日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    北米局が指定している特定秘密は、令和２年末時点で２件である。 

    その内訳は、①2007 年８月 10 日に署名された日米ＧＳＯＭＩＡ（秘

密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリ

カ合衆国との間の協定）の下で米側から我が国に提供された秘密軍事情

報等に関する外－５、②日米安全保障協議委員会（「２＋２」）及び日米

防衛協力のための指針など、日米安保体制の下で行われる日米間の協力

に関する検討、確認、協議等についての情報で、国民の生命及び身体の

保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報に

関する外－６である。 

    北米局では、令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、また、解

除したものもない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・日米では、様々な協議、議論をしているが、御指摘のような非核三

原則に反するような協議内容はそもそもない。したがって、特定秘

密に指定されているものはない。 

  

問．日米の覚書、協定、取決め等、言葉は色々あるが、そのうち例え

ば非核三原則に反するようなものについて特定秘密に指定されて

いるもの、あるいは特定秘密ではなく単なる秘に指定されている

ものは存在するのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ク－⑥ 外務省（欧州局）（令和４年３月 24日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    欧州局が指定している特定秘密は、令和２年末時点で１件である。具

体的には、日露平和条約締結交渉に関する外－14である。 

    欧州局では、令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、また、解

除した特定秘密もない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・日本政府としては、領土問題を解決して平和条約を締結するという

対露外交の基本方針は不変であるが、ロシアがウクライナを侵略し

た現状に鑑みると、日露平和条約交渉、領土交渉の今後の対応及び

展望については、現時点で申し上げられるべき状況にはないと言わ

ざるを得ないということだと考えている。 

・ご指摘のとおり、本年２月 24 日、外務大臣がガルージン駐日ロシア

大使を外務省に召致した。その際、北方領土問題については、［不開

示情報］。 

 

 

 
 

問１．ロシアがウクライナ侵攻したことによって、北方領土問題への

影響をどのように考えているか。また、本年２月 24 日に、外務

大臣がガルージン駐日ロシア大使を外務省に召致しているが、

その際に北方領土問題について言及があったのか。言及があっ

た場合に、特定秘密に該当するものはなかったのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問２．ウクライナ問題により、北方領土返還運動に水を差され、今後

は北海道で水産物の輸入もほとんど難しくなるのではないかと

言われている。また、平和条約の交渉が中断となり、ビザなし

交流や北方領土の自由訪問等もなくなるというが、これらは、

ロシア政府から外務省に正式に来ている話なのか。そして、そ

の情報はどのような取扱いになるのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・北方領土返還運動に水を差しかねないという点について、御高齢に

なられている元島民の方々あるいはその２世、３世の方々を含めた

思いというのは重く受け止めている。 

・他方、現状に鑑みれば、今後の領土交渉、平和条約交渉について、

その展望あるいは対応について申し上げるような状況にはないと言

わざるを得ない。 

・現在、ロシアに対して行っている制裁措置は大きく分けて３つの側

面があり、１つ目は銀行等に対する資産凍結を始めとする金融面の

措置、２つ目は輸出管理の強化、３つ目は個人、団体に対する資産

凍結あるいは査証発給の停止である。 

・水産物関係については、今のところ何の措置も講じられていない。

Ｇ７で協調し、連携して対応していくということが基本ではあるが、

基本は同じ方向でも、各国それぞれ事情を抱えているので、基本は

Ｇ７の連携を保ちつつ、日本政府として最も適切な対応をこれから

必要に応じて講じていくということになる。 

・平和条約締結交渉の停止、四島交流、自由訪問の停止に関するロシ

ア外務省の声明について、これはロシア外務省が一方的に発表した

ものであり、事前の通告もなかった。それに対しては、外務事務次

官がガルージン駐日ロシア大使を召致して、厳しく抗議した。 

 

 
〔答弁概要〕 

・ご指摘のとおり、本年２月 10 日付、ロシアがＮＴＶというウェブサ

イトで、日本の諜報活動とされるものを紹介するニュース映像が公

開されたことは事実である。また、令和元年７月の色丹島でいわゆ

問３．本年２月 10 日深夜、ロシア政府系ＴＶ局が 30 分の番組を放送

したが、同番組中、共同通信の記者が日本の特務機関の代表者

と接触しているというようなことで、スパイとして違法な活動

をしているとされ、実名も流された。また、ビザなし交流で色

丹島を訪れていた訪問団の通訳の女性がスパイであるという報

道がされ、ＦＳＢ（ロシア連邦保安庁）から拘束され、女性の

取調べの模様も放送された。さらに、公安調査官と協力者の顔

写真と実名、偽名まで放送された。この実態と抗議の有無につ

いて確認したい。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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る自由訪問の際に、日本人通訳がロシア側に一時拘束されたことも

事実である。 

・これに対して、日本側からロシア側に対して、当然、北方領土にお

ける我が国の立場に鑑みれば、このような拘束は受け入れられない

ということを強く抗議した。 

・なお、公安調査官の件については、外務省職員ではないので当省か

ら事実関係を説明することは難しいということは御理解いただきた

い。 

 

 
〔答弁概要〕 

・［不開示情報］ 

 

 

〔答弁概要〕 

・日露平和条約締結交渉に関する情報なので、相手国という意味では、

ロシアに限らず第三国も含まれる。 

  

問４．今回のロシアのウクライナ侵略について、去年から今までで、

ロシアやウクライナから特定秘密あるいは秘の情報の提供を受

けたか。また、逆にウクライナに対して特定秘密あるいは秘の

情報を提供したか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問５．外－14 は日露平和条約締結交渉に関する情報だが、相手国はロ

シアになるのか。それとも、それ以外の国を考えていいのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ク－⑦ 外務省（領事局）（令和４年３月 24日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

    領事局が指定している特定秘密は、令和２年末時点で１件である。具

体的には、大規模緊急事態発生時の邦人退避に関する外－13である。 

    令和２年中に新たに指定した特定秘密はなく、また、解除した特定秘

密もない。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・どこの国、地域に関する事態かということについては、開示した場

合、関係国との信頼関係及び協力関係が大きく損なわれ、その結果、

我が国の安全保障に著しい支障を与えることに加え、邦人の安全な

退避計画の策定と実施が困難となり、その結果として邦人の生命・

身体を著しい危険にさらす事態が生じることとなるため、不開示と

している。 

 

 
〔答弁概要〕 

・そのとおりである。 

  

問１-１．大規模緊急事態発生時における邦人退避とあるが、どこの

国なのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 

問１-２．関係国というのも特定秘密の対象なのか。 

[令和４年３月 24日審査会] 
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ケ 経済産業省（令和４年３月 17日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

（令和２年中の特定秘密の指定・解除状況） 

経済産業省では、令和２年末時点で４件を特定秘密に指定している。

いずれも情報収集衛星に関するもので、平成 23年から平成 26年に年毎に

指定している。 

これらの特定秘密については、全て平成 26 年末の法施行時に、既に内

閣官房から提供を受けていた衛星情報について経済産業省本省において

指定したものであり、それ以降、新たな指定や指定の解除はしていない。 

なお、これらの特定秘密文書は全て保存期間が満了したため、適切に

廃棄するための手続きを進めていたところ、内閣府から廃棄することに

つき了解が得られたので、令和３年中に全て廃棄済みである。 

 

（特定秘密文書の不適切な管理事案） 

令和３年５月、誤廃棄ではないが、省内で保護規程が定める管理方法

に照らして、不適切な管理が行われていた特定秘密文書１件が発見され

るという事案（以下、「本件事案」という。）が生じた。 

本件事案は、平成 31 年４月に、他省庁から当該特定秘密文書１件（以

下、「本件文書」という。）の交付を受けた職員が、上司に本件文書の交

付を受けたことの報告をせずに、本件文書を施錠可能な個人の引き出し

に一時保管した。その後、本人が一身上の都合で辞職したため、本件文

書が後任の職員により発見されるまでの間、個人の引き出しで保管され

たままになっていた。引き出しの中に保管されたままであったので、損

失、破損や流出、漏えいは確認されていない。 

本件事案発覚後、内閣情報調査室に情報提供・相談の上、適切に対処

を行った上で、再発防止に向けて、特定秘密の保護に必要な知識の習得

及び意識の高揚等を図った。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・本件事案とは関与しない別の理由での辞職である。 

 

問１．本件事案において、他省庁から特定秘密文書を受け取った職員

が辞職した理由は何か。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・（経済産業省では）細かく裁断して処分している。 

・これからは電子保存などいろいろなことがあるので、いろいろな廃

棄の仕方があると思うが、（経済産業省で廃棄した）特定秘密は紙に

よるものである。 

 

 

〔答弁概要〕24 

・本件事案は、他省庁から本件文書の交付を受けた担当者が、上司に

報告しないまま、自分の引き出しの施錠可能なところに入れて鍵を

閉め辞職してしまったため、誰も本件文書の存在に気付かなかった。

本件文書の交付を受けた時点で、上司への報告があれば、本件事案

は生じなかったと考えており、担当者の特定秘密の管理に関する知

識不足が原因であると思う。今後は eラーニング等も活用しつつ、教

育を徹底していく。 

・昨年５月に、本件事案の発覚を受けて、省内における特定秘密を取り

扱う課室に対して、臨時検査を実施した。具体的には、受領した特定

秘密文書の特定秘密文書等管理簿への登録や金庫への保管の漏れがな

いかの照会、特定秘密文書等管理簿の記録と保管されている特定秘密

文書との突合、保管に必要な施設の整備状況についての確認を行った。 

                                                   
24 経済産業省における特定秘密の管理に関する規程第 36条第２項により、「特定秘密管理者は、前項の定

期検査のほか、必要があると認めるときは、特定秘密の保護の状況を臨時に検査するものとする。」と規

定されている。 

問２．（特定秘密が記録された）資料やデータは具体的にどのような

形で処分又は廃棄されているのか。特に、衛星画像等の紙に限

らない画像データやＵＳＢ等はどのように廃棄されているの

か。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問３-１．本件事案の発生の原因と経緯は何か。また、経済産業省の

秘密管理規程 24に規定された臨時検査は実施したのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・個人の引き出しの鍵なので、他の者が自由に開けることができる状

況にはなかった。絶対に開けた者がいない、と証明することは難し

いが、当時の関係者に聞き取りした結果では、（他の者は）開けるこ

とができなかった、と考える。 

 

 

〔答弁概要〕 

・そういう理解で良い。いずれにせよ、e ラーニング教育等を駆使しつ

つ、管理の徹底を図りたい。 

 

 

〔答弁概要〕 

・本件文書自体には押印されていた。また、本件文書は、それが特定

秘密と分かるような袋に入っていた。 

 

  

問３-２．本件文書を後任の担当者が発見するまでの間、誰も保管さ

れている引き出しを物理的に開けることはなかったのか。ま

た、絶対に漏えいはないと言えるのか。それとも、おそらく漏

えいはないだろうとの話なのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問３-３．元々、その引き出しに本件文書があったということは、誰

も知らない以上、他の者が引き出しを開けて漏えいさせるきっ

かけがない、ということか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問３-４．一般的に特定秘密文書には、「特定秘密」という押印がなさ

れなければならないと思うが、本件文書には「特定秘密」とい

う押印はなかったのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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○委員からの指摘事項 

 ・10万単位の文書を廃棄する際、本当にシュレッダーでできるのか。安

全・確実な処理の方法を研究すべきではないか。 

・（特定秘密文書を）受領するに当たっては、その手続などには厳格な対

応が必要であり、そこが抜けていたのではないか。また、渡す方も同

様に厳格に行うべき、と考える。教育だけでなく、特定秘密文書のや

り取りを厳格に対応するよう、要望したい。 
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コ 海上保安庁（令和４年３月 17日審査会） 

  (ｱ) 政府参考人からの説明概要 

  （令和２年中の特定秘密の指定・解除状況） 

    海上保安庁において、令和２年末時点で指定している特定秘密は 21件

であり、その内訳は、①内閣情報調査室から提供を受けた外国政府等と

の情報協力業務関係が３件、②内閣情報調査室から提供を受けた情報収

集衛星関係が 11件、③海上保安庁が行った外国政府との情報協力業務関

係が７件である。 

    また、令和２年中に指定した特定秘密は、海上保安庁が行った外国政

府との情報協力業務関係１件である。 

    なお、令和２年末までに特定秘密の指定を解除したものはない。 

 

  （指定の有効期間の延長） 

    海上保安庁では平成 28 年から令和２年末までの間に延べ 20 件の特定

秘密について指定の有効期間の延長を行ったところであるが、令和２年

中に 1件の特定秘密について、指定の有効期間を延長した。 

 

  （指定書における記載事項の変更） 

    情報保全諮問会議における有識者からの意見を踏まえ、平成 29 年 12

月に、14 件の特定秘密に指定を解除すべき条件を設定し、それに伴い、

指定書の記載を変更している。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・特殊警備隊は、シージャック等の一般の海上保安官では対応できな

い特殊な海上警備事案に対処するため、所要の訓練を実施し、二十

四時間態勢で事案の発生に備えている。 

・特殊警備隊の戦術や運用等に関する情報を含め、警備業務に係る情

報については、現在のところ、特定秘密の指定の３要件に該当しな

い、と認識している。 

問１-１．海上保安庁には特殊警備隊という特殊部隊が設置されてい

るが、この特殊部隊の戦術や運用等について、特定秘密に指定

されていない理由は何か。警察庁は特殊部隊の戦術や運用に関

する情報を特定秘密に指定しているところ、その違いは何か。 

[令和４年３月 17日審査会] 

- 93 -



 

〔答弁概要〕 

・３要件の１つである特段の秘匿の必要性、すなわち、その漏えいが

我が国の安全保障に著しい支障を生じるおそれがあるため、特に秘

匿を要することが必要である情報である、とまでは言えない、と考

えている。 

・特殊警備隊の戦術や運用等に関する情報は、特に機密性の高い情報

として厳格に管理を行っている。 

 

 

〔答弁概要〕 

・（海上保安庁で直接取得した情報としては、）そのような特定秘密情

報を保有していないが、外国の政府機関から提供された情報のうち、

特定秘密に該当するものについては、文書又は電子媒体の形で提供

を受けている。 

 

 

〔答弁概要〕 

・我々に提供される形が、文書若しくは電子媒体という形であり、電

子媒体で提供されたものを使う必要がある場合には、それを複製す

るということはあり得る。 

 

問１—２．３要件のどこに該当しないのか。また、（特殊警備隊の戦術

や運用等に関する情報は）特定秘密ではなく、秘密扱いにはし

ているのか。 

[令和４年３月 17日審査会]  

問２-１．海上保安庁は、衛星画像やレーダー等の情報を有している

と思うが、どのような形（印刷又は電子媒体への記録等）で、

特定秘密文書として、保存しているのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問２-２．基本的には、文書で保存していると聞いていたが、電子媒

体で保存するならば、複製が容易になることが考えられるほ

か、（金庫などで）厳重に保管せずともよい、と考えるがどう

か。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・（複数のデータがあるのは、）特定秘密が記録された文書が複数ある

ということであり、秘密自体はパッケージとして１つの特定秘密と

なっている。 

 

 

〔答弁概要〕 

・海上保安庁においては国である。 

 

○委員からの指摘事項 

特定秘密の中身を見ることができないのなら、指定の理由というもの

が非常に重要である。今後は、指定の理由を細かく、具体的に書いてほ

しい旨、審査会事務局から各省庁に伝えてほしい。 

  

問３．海上保安庁が指定する特定秘密は 21 件あるが、その１つ１つ

を見ると、複数のデータが並んでいるようである。こういうも

のが複数まとまって、１件の特定秘密となっているのか。 

[令和４年３月 17日審査会] 

問４．指定された特定秘密の中に、安全保障に関する外国の政府又は

国際機関との情報協力とあるが、この外国の政府というのは

国、地域と考えるべきか、それとも、単に国と捉えるべきか。 

[令和４年３月 17日審査会] 
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サ－① 防衛省（防衛政策局）（令和４年３月 31日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

ａ 防衛省全体 

防衛省では、特定秘密保護法施行以降、令和２年末までの間に、特定 

秘密の指定を 387件、指定の解除を８件、満了を 30件それぞれ行い、令和

２年末時点で 349件の特定秘密を運用している。 

このうち、令和２年中に、特定秘密の指定を 32 件、指定の解除を０件、

満了を１件、延長を 20件、指定書の記載事項の変更を 20件行った。 

また、令和２年末時点で、作成から 30 年を超える特定秘密文書の保有

件数は、106件である。 

ｂ 防衛政策局 

防衛政策局が行った特定秘密の指定は 24 件である。その内容は、情報

本部等が収集整理した衛星の画像情報等で指定したものが７件、外国の政

府等との情報協力等関係で指定したものが４件、防衛、警備等計画に関す

る情勢等の見積り又は計画関係で指定したものが 10 件、ミサイル発射手

段等に対する対応能力の在り方の検討関係で指定したものが１件、外国軍

隊等の戦力組成を見積もった情報関係で指定したものが１件、米軍主催の

演習に関して外国政府から提供された情報関係で指定したものが１件であ

る。 

令和２年中に、指定の満了及び解除については、いずれも該当がなかっ

た。また、指定の有効期間が満了するときにおいて、対象情報が指定の要

件を満たすと判断し、延長させたものが 17 件ある。なお、延長した指定

の有効期間は５年間である。 

指定書の記載事項を変更した件数は 17 件であり、令和２年中に指定の

有効期間が満了を迎え延長する指定に関して、特定秘密を取り扱わせるこ

とができる官職又は部署の追加などの変更を行った。 
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(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・台湾との関係は、非政府間の実務関係として維持していくというこ

とで、民間窓口機関である日本台湾交流協会に自衛官ＯＢ１名が勤

務していると承知している。 

・勤務する自衛官ＯＢは、多くの場合、在中国の防衛駐在官などの経

験者で、当地で様々な業務を行っていると承知している。 

・台湾に関する情報収集の内実については、答弁を差し控えたい。 

     

 

〔答弁概要〕 

・一般論になるが、入手した情報は最大限生かすように努力するのは

当然と考えている。 

・防衛省では、各自衛隊が収集する情報を総合し、様々な情報活動を

行うことで、収集した情報の便益を最大化する努力を常に行ってお

り、それを継続していきたい。ご指摘を踏まえて、これからの活動

に繋げていきたい。 

 

 

〔答弁概要〕 

・１年未満で廃棄する特定秘密文書には、意思決定の途中段階で作成

したものがかなりある。 

・例えば、電波情報の報告がある。日々収集される電波情報は、特定

問１—１．台湾との情報のやり取りに関して、台湾における情報収集

は自衛官ＯＢが民間人として行っていると聞いているが、実際

には、防衛省としての情報収集はどのように行っているのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問１—２．（台湾の駐在官が）情報を上げても活用されていないのでは

ないかとの懸念を聞くが、有効に活用されているのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問２—１．令和２年中に廃棄した保存期間１年未満の特定秘密文書に

ついて、審査会提出資料に記載された当該文書名からは保存し

ておくべき文書のように思えるが、１年未満で廃棄する理由及

び文書の内容は何か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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秘密の指定を受けており、日報のような形で次々と文書が作られる。

ただ、情報資料としてはある程度情報をまとめてプロダクトにする

ため、その過程で多くの不要になる文書が発生する。 

・不要となった文書に記載された特定秘密の逸失を避ける必要があり、

また当該情報はプロダクトの方にまとめられるため、当該文書を１

年未満で廃棄することは秘密情報の管理上も適正だと考えている。 

     

 

〔答弁概要〕 

・基本的にはご指摘のとおりである。特定秘密を含む重要な会議の記

録自体が１年間で廃棄されるということはない。 

・統幕作戦会議の議事録は、統合幕僚監部が保有する文書であるため、

防衛政策局からはお答えできないが、基本的には適切に保管してい

る。 

 

  

問２—２．統幕作戦会議の資料が保存期間１年未満の特定秘密文書と

して廃棄されているが、当該会議の議事録は別に保管されてい

て、会議に使用したメモや資料は（特定秘密であっても）議事

録に同じものがあるので廃棄したという理解でよいか。 

    また、統幕作戦会議の議事録は何年間保管しているのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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サ－② 防衛省（大臣官房）（令和４年３月 31日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

（内閣府と廃棄協議中の特定行政文書ファイル等） 

資料を提出した令和３年７月 30 日現在、独立公文書管理監による検証・

監察を終え、内閣府との廃棄協議中の特定行政文書ファイル等は令和元年

度分 207件、令和２年度分 33件、計 240件、文書にして計 4,750件ある。 

これらのうち、特定行政文書ファイル等 236 件、文書にして計 4,746 件

を廃棄とする理由については、これらは「防衛、警備等計画の作成等に関

する訓令に基づき作成する部隊等の防衛、警備等計画」等に関する文書で

あり、これらの文書はいずれも写しであって、引き続き正本が保管されて

いることから、保存期間満了後の措置を廃棄としている。 

残りの特定行政文書ファイル等４件、文書にして計４件については、い

ずれも特定秘密文書を管理するための簿冊の原議であって「情報本部が実

施する電波情報業務の実施規則等」に関する特定秘密文書の件名、作成日、

登録番号、枚数等を記載し、管理していた簿冊である。これらの簿冊に記

載されている文書はいずれも既に現用でない特定秘密文書の件名等が記載

されており、現在は使用していない簿冊であることから、保存期間満了時

の措置を廃棄としている。 

なお、これらの 240 件のファイルについては令和４年２月 22 日に内閣総

理大臣の廃棄の同意が得られたことから、適切に廃棄を行った。 

（令和２年中に廃棄した特定行政文書ファイル等） 

令和２年中に廃棄した特定行政文書ファイル等は６件である。この６件

は、平成 28 年 12 月 15 日に廃棄協議を行い、令和２年７月 28 日に内閣総

理大臣からの廃棄の同意が得られたものである。いずれも特定秘密文書を

管理するための簿冊の原議であり「情報本部が実施する電波情報業務の実

施規則等」や「情報本部と外国政府等との間の画像情報協力に関する知識

等」に関する特定秘密文書の件名、作成日、登録番号、枚数等を記載し、

管理していた簿冊である。これらの簿冊に記載されている文書はいずれも

既に現用でない特定秘密文書の件名等が記載されており、現在は使用して

いない簿冊であることから、保存期間満了時の措置を廃棄としている。 

この６件については、独立公文書管理監から保存期間満了時の措置につ

いて廃棄が妥当である旨の通知及び内閣総理大臣からの廃棄の同意が得ら

れたことから、令和２年 11 月５日、関係規則に基づき適切に廃棄を行った。 

なお、令和２年中に国立公文書館へ移管した特定行政文書ファイルはな

い。 
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(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・防衛省は廃棄協議をお願いする立場であり、審査内容を熟知してい

るわけではないが、当省が理解している範囲では、防衛省から内閣

府に特定行政文書ファイル等の廃棄協議を求めた初めての事例であ

ったこと、なおかつ、６件の特定秘密文書が全て原議であり、簿冊

又は帳簿という内閣府になじみの薄い文書であったため、慎重な判

断が必要であったのではないかと考えている。 

 

 
〔答弁概要〕 

・他省庁の運用については承知していないのでお答えは困難である。 

・ただ、（最近の例を）付言すれば、防衛省が廃棄協議を申請したのが

令和３年３月 29 日で、内閣府からの廃棄同意を得たのが令和４年２

月 22 日ということで、この間、11 か月になっているので、同意まで

の期間は短くなっていると考えられる。 

  

問１．平成 28 年に防衛省が廃棄協議を申請した保存期間１年以上の

特定秘密文書６件が、令和２年に内閣総理大臣から同意を得て

廃棄されたが、４年かかったのは何か不都合があったのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問２．特定秘密のような重要な文書であれば、通常、外に漏れないよ

う速やかに廃棄する方が適切だと思われるが、他省庁の例にお

いても４年も要するのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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サ－③ 防衛省（整備計画局）（令和４年３月 31日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

  令和２年中に、整備計画局が行った特定秘密の指定は７件である。その

内訳は、情報本部等が作成する情報本部共通基盤等に使用する規約関係で

指定したものが５件、米国政府から提供された次期戦闘機に関する情報で

あって、米国政府がＳＥＣＲＥＴ又はＴＯＰ＿ＳＥＣＲＥＴの秘密区分に

指定する情報関係で指定したものが 1 件、英国政府から提供されたＳＰＥ

ＡＲ－ＥＷに関する情報のうち、ＵＫ＿ＳＥＣＲＥＴに指定されている情

報並びに当該情報を防衛省・自衛隊で分析・解析することによって得られ

た情報関係で指定したものが 1件である。 

期間中、対象情報が特定秘密の指定の要件を満たさないと判断し満了さ

せたものは１件である。なお、満了後の秘密区分は、内規に基づき注意と

して管理している。 

指定の有効期間が満了する時において、対象情報が指定の要件を満たす

と判断し延長したものは２件であり、延長した有効期間は５年である。 

指定書の記載事項の変更を行ったものは２件で、令和２年中に指定の有

効期間が満了を迎え、延長する指定に関して、特定秘密を取り扱わせるこ

とができる官職又は部署の追加などの変更を行った。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・防－372 については、指定書の内容には秘の情報を含めずに指定の内

容を記載することができたので、秘という区分にはしていない。 

  

問１．防－372 は、米国政府から提供を受けた次期戦闘機に関する情

報であるにもかかわらず、指定書に秘密情報であることを示す

判を押していない理由は何か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・暗号装置においては、元の情報に対して一定のルールで暗号化を行

う。その際に、一般には暗号鍵と呼ばれる変数として用いる情報を

防衛省においては規約と呼び、特定秘密に指定している。 

 

 

〔答弁概要〕 

・サイバー空間を通じて得た情報とは、防衛省・自衛隊のシステムに

対する日々の様々なサイバー攻撃や不正アクセスに関して、それを

管掌している部隊が集めた情報のことである。 

 

  

問２．特定秘密に指定されている規約とは、システムのアルゴリズム

のようなものと理解してよいか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問３．防－341 で指定している、自衛隊のネットワークをサイバー攻

撃から防護するためにサイバー空間を通じて得た情報とはどの

ような情報か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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サ－④ 防衛省（統合幕僚監部）（令和４年３月 31日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

  統合幕僚監部では、特定秘密保護法施行以降、令和２年末までの間に、

特定秘密の指定を９件行い、運用している。 

このうち、令和２年中に指定した特定秘密は１件で、指定の解除及び指

定の満了は共になかった。なお、指定を行った１件の特定秘密は、自衛隊

の運用関係の情報である。 

指定の延長期間が満了する時において、対象情報が指定の要件を満たす

と判断し延長したものは１件である。なお、延長した指定の有効期間は５

年である。 

指定書の記載事項の変更を行ったものは１件で、令和２年中に指定の有

効期間が満了を迎え、延長する指定に関して、業務上の必要性から、特定

秘密を取り扱わせることができる官職を追加するなどの変更を行った。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 
〔答弁概要〕 

・特定秘密に指定した時点では、防衛大臣政策参与がなかったため、

今回、指定の有効期間を延長するに際して、同職を追加する変更を

行った。 

 

 

  

問．防－251 の指定書の記載事項に関し、特定秘密を取り扱わせるこ

とができる官職に防衛大臣政策参与を追加する変更を行ったとの

ことだが、同じような特定秘密には既に政策参与が入っているに

もかかわらず、この特定秘密だけが今回新たに追加することにな

った理由は何か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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シ 防衛装備庁（令和４年３月 31日審査会） 

(ｱ) 政府参考人からの説明概要 

防衛装備庁における令和２年末時点の特定秘密の指定件数は 18 件である。

このうち、令和２年中に新たに指定したものは１件で、日本国政府と英国

政府との間の将来戦闘機及び将来戦闘航空システムに関する日英パートナ

リング・スタディに関する取決めに基づき英国政府から提供される秘密情

報を特定秘密に指定したものである。 

平成 27 年に指定した 16 件の特定秘密について、令和２年中に指定の有

効期間の満了を迎えたところ、引き続き、指定の３要件を満たすと認めら

れ、関連する装備品の長期的な運用が想定され特定秘密として保護する状

況に変化はないことから、有効期間をいずれも５年延長した。また、指定

の解除をしたものはない。 

また、令和２年末時点において、作成から 30 年を超える特定秘密文書の

保有件数は、[不開示情報]。今後の装備品の研究開発によって活用する可

能性があることから、引き続き保有している。 

 

(ｲ) 主な質疑及び答弁の概要 

 

〔答弁概要〕 

・建造中であっても関連する特定秘密は適切に保護している。 

・特定秘密以外の秘密や注意といった対外的に非公開としている部分

についても、適合事業者たる造船所が保護をしながら建造している

と承知しているところであるが、ご指摘を踏まえ、引き続き適正に

行ってまいりたい。 

 

 

 

 

問１．神戸の造船所では、建造中の潜水艦を遊覧船で見学させている

が問題はないのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問２—１．防衛装備庁が保有している作成から 30 年を超える特定秘密

文書は、今の防衛装備に資する資料である旨の説明があった

が、当該特定秘密を審査会に提示することは可能か。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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〔答弁概要〕 

・当該特定秘密には諸外国から提供された情報もあり、提示にあたっ

ては諸外国と調整する必要がある。国会としてお求めの場合は、検

討させていただく。 

 

 

〔答弁概要〕 

・ご指摘のとおり、指定の３要件に全て合致している。 

・作成から 30年を超える特定秘密文書には様々なものがあるが、例えば、

防衛省が指定する特定秘密で、装備品の制式に関する訓令の中で指定

されている装備品の型式、性能、諸元が記載された文書がある。 

・また、防衛目的のために特許権あるいは技術の知識の交流を容易に

するために日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定に基づいてア

メリカ合衆国から提供された技術情報が記載された文書というもの

もある。 

 

 

〔答弁概要〕 

・ご指摘のとおり、防衛関連企業に対し、いわゆる不正アクセスとい

う形でサイバー攻撃が行われており、防衛装備庁としても深刻に捉

えている。企業に対しては適正に対応するよう指示している。 

・特定秘密に関しては、公のインターネットにつながっていない、い

わゆるスタンドアロンのシステムの中で取り扱うよう契約の中で取

り決めており、それに従って企業が管理している。 

・管理状況について、定期的に防衛装備庁が検査を行っており、特定

秘密については適切に保護されていると考えている。全ての機微な

情報が適切に保護されるよう、適合事業者等のサイバーセキュリテ

ィ―について意を用いていきたい。 

問２—２．当該特定秘密は、指定の３要件を全て満たしているという

ことでよいか。また、それはどのような情報なのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 

問３．適合事業者に対し活発化するサイバー攻撃について、防衛装備

庁としてどのように対応しているのか。 

[令和４年３月 31日審査会] 
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４ 適性評価 

(1) 政府参考人（内閣情報調査室）からの報告聴取 

行政機関における適性評価に係る実施状況等は次のとおりである。 

 

《表 2-6》適性評価の実施状況（令和２年１月１日～12月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国会報告（令和３年６月閣議決定）を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成） 

項  目 件 数 等 

○実施機関数 26機関 

○実施件数 59,958件 

 

行政機関の職員等 58,643件 

適合事業者の従業者 1,315件 

○評価対象者が同意しなかった件数 ５件 

 

行政機関の職員等 
５件 

（国土交通省１件・防衛省４件） 

適合事業者の従業者 ０件 

○同意を取り下げた件数 ０件 

 

行政機関の職員等 ０件 

適合事業者の従業者 ０件 

○特定秘密を漏らすおそれがないと 

認められなかった件数 
１件 

 

行政機関の職員等 １件 

適合事業者の従業者 ０件 

○苦情件数 ０件 
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《表 2-7》指定行政機関、特定秘密が記録された行政文書の保有状況 

及び適性評価実施件数 対比表（令和２年） 

行政機関名 指定行政機関 

特定秘密が 

記録された 

行政文書数※１ 

令和２年中の 

適性評価実施件数※２ 

(うち行政機関の職員等) 

国家安全保障会議 ○ 0 0 (0) 

内閣官房 ○ 129,026 784 (406) 

内閣法制局 － 3 2 (2) 

内閣府 ○ 4 51 (51) 

国家公安委員会 ○ 0 0 (0) 

警察庁 ○ 36,853 1,152 (1,152) 

 

 

 

警察庁  

－ 

 

36,747 331 (331) 

都道府県警察 68 821 (821) 

(行政文書を重複して保有) 38 － － 

金融庁 ○ 0 2 (2) 

消費者庁 － 0 6 (6) 

総務省 ○ 50 24 (24) 

消防庁 ○ 0 13 (13) 

法務省 ○ 3 6 (6) 

出入国在留管理庁 ○ 3 11 (11) 

公安調査庁 ○ 23,408 76 (76) 

外務省 ○ 125,825 509 (504) 

財務省 ○ 10 72 (72) 

文部科学省 － 0 15 (11) 

厚生労働省 ○ 0 11 (11) 

農林水産省 － 0 14 (14) 

水産庁 － 0 17 (17) 

経済産業省 ○ 125 46 (46) 

資源エネルギー庁 ○ 0 4 (4) 

国土交通省 － 3,629 36 (36) 

気象庁 － 0 6 (6) 

海上保安庁 ○ 20,633 197 (197) 

環境省 － 0 1 (1) 

原子力規制委員会 ○ 0 9 (9) 

防衛省 ○ 183,303 55,841 (55,562) 

防衛装備庁 ○ 295 1,053 (404) 

合計 20 523,170 59,958 (58,643) 

（国会報告（令和３年６月閣議決定）を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成） 

※１ 特定秘密が記録された行政文書の保有状況（令和２年 12月 31日時点）より抜粋。 

※２ 令和２年中の各行政機関の適性評価の実施件数より抜粋。 
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(2) 関係行政機関からの説明概要及び質疑 

※質疑が行われなかった行政機関については、質疑の記載をしていない。 

ア 国家安全保障会議（令和４年３月 10日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

国家安全保障会議の議長及び議員は、いずれも行政機関の長又は国務大

臣であることから、特定秘密保護法により、適性評価を受けることを要し

ないこととされており、適性評価を行っていない。 
 

イ－① 内閣官房（内閣情報調査室）（令和４年３月 10日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

内閣官房における適性評価は、内閣情報調査室が一括して実施している。

適性評価の結果等が目的外利用されることを防止するため、適性評価実施

担当と人事担当は分けている。 

内閣官房では、職員に対して 406 件、適合事業者の従業者に対して 378

件、計 784件の適性評価を実施した。 

適性評価の対象者による不同意、同意の取り下げ及び苦情の申出はなか

った。 

 

イ－② 内閣官房（国家安全保障局）（令和４年３月 10日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

内閣官房の適性評価実施部署である内閣情報調査室から説明済みであ

る。 
 

イ－③ 内閣官房（事態対処・危機管理担当）（令和４年３月 10日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

内閣官房の適性評価実施部署である内閣情報調査室から説明済みであ

る。 
 

ウ 警察庁（令和４年３月 17日審査会） 

政府参考人からの説明概要 

令和２年中の適性評価の実施件数は、警察庁が 331件、都道府県警察が

821 件、計 1,152 件である。前年からやや増加しているが、これは直近に

実施した適性評価から５年経過し、再度適性評価を実施した者もいたため

とみている。 
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エ 総務省（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   令和２年中、適性評価を実施した職員の数は 24 名、適合事業者の従業

員数は０名である。適性評価の実施に同意をしなかった者及び同意を取り

下げた者の数はそれぞれ０名、苦情の申出件数も０件である。 
 

オ 法務省（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   令和２年中に適性評価を実施した職員は６名である。適合事業者の従業

者数は０名である。また、令和２年末時点における特定秘密の取扱いの業

務を行うことができる者は 22名である。 
 

 カ 出入国在留管理庁（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   令和２年中に適性評価を実施した職員は 11 名である。適合事業者の従

業者数は０名である。また、令和２年 12 月末時点における特定秘密の取

扱いの業務を行うことができる者は 26名である。 

 

 キ 公安調査庁（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   公安調査庁では、令和２年中、76人の職員に対し適性評価を行った。 

   適性評価の実施に対する不同意件数、同意取下げ件数、申出のあった苦

情の件数は、いずれも０件であった。なお、特定秘密の取扱いの業務を行

うことができる者の数は、令和２年 12月末時点で 227人である。 
 

 ク 外務省（令和４年３月 24日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

外務省では、令和２年に 509件の適性評価を実施した。その内訳は、外

務省職員が 504件、適合事業者が５件である。 

令和２年に行った適性評価の評価対象者のうち、評価対象者が適性評価

の実施について同意をしなかった件数はない。また、適性評価の対象者が

同意を取り下げた件数及び申出のあった苦情の件数は共に０件である。 
 

 ケ 経済産業省（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   令和２年中に、合計 46 名の適性評価を実施した。なお、現在、適合事

業者はいない。 
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 コ 海上保安庁（令和４年３月 17日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

   令和２年中に実施した職員に対する適性評価の件数は、職員に対して

197件、適合事業者の従業員に対して０件であった。 

   なお、適性評価の実施に対する不同意、同意の取り下げ、苦情の申出に

ついては、いずれも０件であった。 
 

 サ 防衛省（令和４年３月 31日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

令和２年中に、防衛省の職員に対して 55,562 件、適合事業者の従業者

に対して 279件、計 55,841件の適性評価を実施した。 

また、同年中に防衛省における適性評価の評価対象者が同意しなかった

件数は４件、評価対象者が同意を取り下げた件数及び苦情の申出の件数は、

いずれも０件である。 

なお、令和２年末時点において、特定秘密の取扱いの業務を行うことが

できる者の数は、防衛省の職員が 116,659 人、適合事業者の従業者が 705

人で、計 117,364人である。 
 

 シ 防衛装備庁（令和４年３月 31日審査会） 

  政府参考人からの説明概要 

令和２年中に、防衛装備庁の職員に対して 404件、適合事業者の従業者

に対して 649件、計 1,053件の適性評価を実施した。 

また、評価対象者が同意をしなかった件数、評価対象者が同意を取り下

げた件数及び評価対象者からの苦情の申出の件数は、いずれも０件である。 
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第３ 政府に対する意見 



 

第３ 政府に対する意見（調査結果） 

 衆議院情報監視審査会は、本報告書における対象期間中、数次にわたる調査を

行うとともに、委員間で活発な議論を行った。 

 その結果、当審査会は、政府の特定秘密の指定・解除及び適性評価の実施状況

に対する意見として、以下のとおり合意した。 

 

１ 政府に対する意見 

 衆議院情報監視審査会は、政府に対し、引き続き当審査会をはじめとした立

法府に対する説明責任を十分果たすとともに、当審査会において指摘を行った

事項及び以下に記した意見について、早急に対応することを強く求める。なお、

これまでの審査会意見に対しても同様である。 

 本意見に対し、政府が具体的な対応を行わない場合、必要に応じて国会法第

102条の 16第１項に基づく勧告25を行うものとする。 

 

 

１ 特定秘密文書の管理関係 

  各行政機関においては、保全教育等を通じ特定秘密に対する職員の意識及

び理解を徹底し、その上で適切な管理がなされているか改めて確認するこ

と。特に不適切な管理事案が発生した行政機関については、当該事案を受け

た再発防止策を確実に実施すること。また、引き続き適合事業者等における

秘密保全状況の把握に努め、必要に応じて立入検査等を行うなど情報管理に

万全を期すこと。 

 

２ 不適切な管理事案発覚後の審査会への報告と国民への公表 

各行政機関においては、特定秘密の管理において重大な事案が生じた場合

には、その事実や漏えいの有無の判断理由を含む経緯、再発防止策等につい

て、当審査会に速やかに報告し、丁寧に説明すること。また、国民に対して

も可能な限り早期に公表するよう努めること。 

 

 

                         
25 国会法第 102 条の 16 第１項において、「情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、

行政機関の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用について改善すべき旨の勧告を

することができる」こととされている。 
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３ 審査会への対応関係 

  各行政機関においては、審査会意見で繰り返し当審査会への対応の改善を

求めてきたことも重く受け止め、審査会での説明方法や資料の在り方につい

て検討すること。なお、説明に当たっては、必要な場合には特定秘密以外の

不開示情報についても積極的に説明するよう求めた令和元年審査会意見の趣

旨を踏まえ、引き続き真摯に対応すること。 

 

４ 独立公文書管理監関係 

  独立公文書管理監においては、「特定行政文書ファイル等にすべきものの

存否」に関する検証・監察について、実施件数を増やし対象文書を「写し」

以外から主体的に選択するなど、実効性向上に向けた取組を更に継続するこ

と。 

 

５ 特定秘密指定書関係 

  各指定行政機関においては、特定秘密指定書の作成に当たり、「指定の理

由」が特定秘密の指定要件の充足性等の判別が可能となる記述内容となって

いるかよく精査すること。また、審査会において当該理由の説明を求められ

た場合には、不開示情報を含めより具体的に説明するよう努めること。 
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２ 政府に対する意見の理由及び背景 

 

１ 特定秘密文書の管理関係 

  各行政機関においては、保全教育等を通じ特定秘密に対する職員の意識及

び理解を徹底し、その上で適切な管理がなされているか改めて確認するこ

と。特に不適切な管理事案が発生した行政機関については、当該事案を受け

た再発防止策を確実に実施すること。また、引き続き適合事業者等における

秘密保全状況の把握に努め、必要に応じて立入検査等を行うなど情報管理に

万全を期すこと。 

 （理由及び背景） 

   行政機関における特定秘密文書の不適切な管理事案は、これまでも繰り返

し発生しており、その都度、当審査会としても管理を徹底するよう指摘して

きた。昨年の審査会意見においても、特定秘密文書の誤廃棄事案等が複数発

生した事態を重く捉え、各行政機関に対し、再発防止策を講じるよう強く求

めたところである。 

   当審査会の指摘を受け、政府として文書管理の強化、職員の教育の徹底等

対策を講じるとしたにもかかわらず、今調査対象期間中も、令和３年５月に、

経済産業省において、不適切な管理が行われている特定秘密文書が発見され、

同年９月には、特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室において特定秘

密文書の持ち出し事案が発覚した。 

   その他、令和４年３月には、適性評価を受け特定秘密にアクセス可能であ

った国家安全保障局の幹部職員が、特定秘密等の実質秘は含まないものの政

府の非公開文書を外部に流出させていたことが発覚した。今回は特定秘密に

係る非違行為は無かったとするものの、万一、漏えい事案が発生した場合に

は、情報提供元との信頼関係を損なうことで我が国の情報収集活動に支障を

及ぼすだけでなく、ひいては特定秘密保護制度に対する国民の信頼を失うこ

とにもなりかねない事案である。 

   以上の不適切事案に共通するのは、職員の意識や理解不足に起因する特定

秘密に対するずさんな取扱いである。各行政機関においては、保全教育等を

通じた職員の意識及び理解の向上を図ることはもとより、現在の管理体制を

改めて確認した上で必要に応じて管理手続を見直すなど、より厳格な運用を

行うことを求めるものである。特に、事案が発生した行政機関については、

その原因を検証し、当該事案を受けた再発防止策を確実に実施することを求

める。 

   また、防衛関連企業等に対するサイバー攻撃等が深刻化しているのに対し、

企業側の認識や情報管理体制が未だ不十分と考えざるを得ない報道等も散見

される。このことから、適合事業者に特定秘密を提供等している行政機関に

おいては、引き続き下請負先を含めた適合事業者の秘密保全体制等の状況の
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把握に努め、必要に応じて立入検査等を行うなど情報管理に万全を期すよう

求めるものである。 

 

２ 不適切な管理事案発覚後の審査会への報告と国民への公表 

各行政機関においては、特定秘密の管理において重大な事案が生じた場合

には、その事実や漏えいの有無の判断理由を含む経緯、再発防止策等につい

て、当審査会に速やかに報告し、丁寧に説明すること。また、国民に対して

も可能な限り早期に公表するよう努めること。 

 （理由及び背景） 

令和３年９月、特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室において特定

秘密文書の持ち出し事案が発覚した。この事案について説明を受けた際、当

審査会は、特定秘密の漏えいの事実は確認されなかったものの、特定秘密文

書が初めて外部に持ち出されていたという点で従来とは次元の異なる極めて

重大な事案であるとの認識を持った。ところが、政府は当初、国民への公表

について、例年６月頃に公表される国会報告への記載によるとしており、こ

れまでの特定秘密文書の誤廃棄事案と同程度に考えていると思える対応を取

ろうとしていた。これに対し、審査会では多数の委員から、事案の重要性に

鑑み早期の公表が必要であると指摘する発言があり、当審査会として当該行

政機関に対し、可及的速やかに事案を公表し国民に対し説明することを検討

するよう強く要請した。これを受け政府において検討が行われ、３月中の公

表に至ったことについては、当審査会が抱いた危機感に対し理解が得られた

ものと一定の評価をするものである。 

   また、委員からは、不適切な管理事案が生じた行政機関に対し、「漏えい

の事実は無かった」と安易に報告するのではなく、どのような調査を行った

結果漏えいの事実が確認されなかったのかなど、具体的な調査内容を丁寧に

説明するよう指摘があった。各行政機関においては、不祥事案が生じた場合

には、当審査会に対し速やかに報告するとともに、その事実や漏えいの有無

の判断理由を含む経緯、再発防止策等について、丁寧に説明するよう求める

ものである。 

さらに、万一今回のような事案が生じた場合には、国民から「何かを隠し

ている」という疑念を抱かれぬよう特定秘密保護制度に対する信頼性確保の

観点から、国民に対しても可能な限り早期に公表するよう努めることを求め

るものである。 
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３ 審査会への対応関係 

  各行政機関においては、審査会意見で繰り返し当審査会への対応の改善を

求めてきたことも重く受け止め、審査会での説明方法や資料の在り方につい

て検討すること。なお、説明に当たっては、必要な場合には特定秘密以外の

不開示情報についても積極的に説明するよう求めた令和元年審査会意見の趣

旨を踏まえ、引き続き真摯に対応すること。 

 （理由及び背景） 

   行政機関の当審査会への対応の在り方について、毎年のように指摘してい

るところであり、一部の行政機関で改善が見られてきたことは一定の評価を

するものである。一方で、行政機関によっては、未だ説明方法や資料の提示

の仕方が分かりにくいなど、基本的なところで時間を空費してしまうことが

あった。そのため、当審査会が限られた時間の中で充実した調査が行えるよ

う各行政機関において、改めて説明方法や資料の在り方について検討し、改

善を求めるものである。 

   また、当審査会は、令和元年審査会意見において、特定秘密の指定等の適

正性を説明する過程で必要な場合には、特定秘密以外の不開示情報について

も積極的に説明するよう努めることを求めた。その趣旨は、厳格な保護措置

を講じている審査会において各行政機関が丁寧に説明することで、特定秘密

の指定の適正性を適切に判断することが可能となり、審査会の監視機能の信

頼性を高めることになり、ひいては特定秘密保護制度に対する国民の信頼に

つながるものと考えるからである。確かに、特定秘密にはサードパーティー

ルールに関わるものもあり、情報提供元との信頼関係等から慎重に対応する

必要があるものがあることは当審査会としても十分理解しているものの、そ

の周辺情報の説明まで全て差し控えられてしまえば、当審査会として特定秘

密の指定の適正性について十分な調査を行うことはできなくなる。 

各行政機関においては、改めて当該意見の趣旨を確認した上で、必要な場

合には不開示情報を含めた説明を積極的に行うなど、引き続き真摯に対応す

ることを求めるものである。 

 

４ 独立公文書管理監関係 

  独立公文書管理監においては、「特定行政文書ファイル等にすべきものの

存否」に関する検証・監察について、実施件数を増やし対象文書を「写し」

以外から主体的に選択するなど、実効性向上に向けた取組を更に継続するこ

と。 

 （理由及び背景） 

   独立公文書管理監は、政府部内の組織として特定秘密の指定・解除及び特

定行政文書ファイル等の管理について検証・監察を行っており、当審査会と

してもその活動内容に重大な関心を持ち、これまで検証・監察業務の強化に
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係る様々な指摘を行ってきたところである。 

   具体的には、平成 29 年審査会意見を受け、平成 30 年７月、内閣情報調査

室から各行政機関に対し通知26が発出され、平成 30 年度から「特定行政文書

ファイル等にすべきものの存否」（保存期間１年未満の特定秘密文書の中に

行政文書ファイル管理簿に記載されるべきものがないか）に関する検証・監

察が独立公文書管理監の業務として追加された。 

   その後、当審査会は令和元年審査会意見において、当該検証・監察につい

て、実効性向上に向けた取組を行うよう指摘したところであるが、委員から、

保存期間１年未満の特定秘密文書全体の件数に対して、抽出調査した文書が

42 件というのは少なすぎるのではないか、また、文書の抽出に当たっては、

「写し」以外の文書の中から独立公文書管理監が主体的に選定すべきとの指

摘があった。このことから、実効性の向上については未だ道半ばであるとい

う感が否めない。 

   当審査会としては、当該検証・監察については、コロナ禍での実施には困

難が伴うことは認識しているが、十分機能することで特定秘密保護制度に対

する国民の信頼性が高まると期待するものである。そのために、当該検証・

監察においては、実施件数を増やし対象文書を「写し」以外の文書の中から

主体的に選定するなど、実効性向上に向けた取組を更に継続することを求め

るものである。 

 

５ 特定秘密指定書関係 

  各指定行政機関においては、特定秘密指定書の作成に当たり、「指定の理

由」が特定秘密の指定要件の充足性等の判別が可能となる記述内容となって

いるかよく精査すること。また、審査会において当該理由の説明を求められ

た場合には、不開示情報を含めより具体的に説明するよう努めること。 

 （理由及び背景） 

   特定秘密指定書には「指定の理由」が記載されているが、同じような内容

のものが並び、個々の特定秘密の指定に至った事情に応じた書きぶりとはな

っていないものが少なくない。確かに、特定秘密の内容それ自体を記載でき

ないことは当然であるが、審査会の委員が特定秘密の指定の適否を判断する

際、重要な材料である当該記述内容がその特定秘密の事情に則したものでな

ければ、指定要件の充足性等の判別が困難となり、審査会本来の役割を果た

すこともできなくなる。そのような事態を回避するためにも、各指定行政機

関においては、特定秘密指定書の「指定の理由」の記述内容を精査し、表現

を考慮するなどすることにより可能な限り具体的に記載するよう求めるもの

                         
26 「内閣府独立公文書管理監による『特定秘密である情報を記録する保存期間１年未満の行政文書の中に

行政文書ファイル管理簿に記載されるべきものがないか』の検証・監察について（通知）」（平成 30年７

月 27日） 
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である。 

   また、表現を考慮したとしてもなお具体的な記述に至ることが困難な場合

が存在することは当然であり、審査会において、現状の記述を了としつつ当

該理由を理解するため、より詳細な説明を求めることもあるので、その場合

には、必要に応じて不開示情報を含め具体的に説明するなど、より踏み込ん

だ対応をするよう努めることを求めるものである。 
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Ⅰ 関係法規 

 

(1) 国会法（昭和 22 年４月 30 日法律第 79 号）（抄） 

〔情報監視審査会の設置〕 

第 102 条の 13 行政における特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第

108 号。以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。

以下同じ。）の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定（同項の規

定による指定をいう。）及びその解除並びに適性評価（特定秘密保護法第 12 条第１項

に規定する適性評価をいう。）の実施の状況について調査し、並びに各議院又は各議院

の委員会若しくは参議院の調査会からの第 104 条第１項（第 54 条の４第１項において

準用する場合を含む。）の規定による特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長（特定

秘密保護法第３条第１項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。）の判断の適否等

を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。 

〔調査のための報告〕 

第 102 条の 14 情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第 19 条の規定による報

告を受ける。 

〔特定秘密の提出〕 

第 102 条の 15 各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特

定秘密の提出（提示を含むものとする。以下第 104 条の３までにおいて同じ。）を求め

たときは、その求めに応じなければならない。 

２ 前項の場合における特定秘密保護法第 10 条第１項及び第 23 条第２項の規定の適用

については、特定秘密保護法第 10 条第１項第１号イ中「各議院又は各議院の委員会若

しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第 104 条第１項

（同法第 54 条の４第１項において準用する場合を含む。）又は議院における証人の宣誓

及び証言等に関する法律（昭和 22 年法律第 225 号）第１条」とあるのは「第 102 条の

15 第１項」と、「審査又は調査であって、国会法第 52 条第２項（同法第 54 条の４第１

項において準用する場合を含む。）又は第 62 条の規定により公開しないこととされたも

の」とあるのは「調査（公開しないで行われるものに限る。）」と、特定秘密保護法第 23

条第２項中「第 10 条」とあるのは「第 10 条（国会法第 102 条の 15 第２項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）」とする。 

３ 行政機関の長が第１項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならな

い。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、

その特定秘密の提出をする必要がない。 

４ 前項の理由を受諾することができない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定

秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣の声明を

要求することができる。その声明があつた場合は、行政機関の長は、その特定秘密の提

出をする必要がない。 

５ 前項の要求後 10 日以内に、内閣がその声明を出さないときは、行政機関の長は、先

に求められた特定秘密の提出をしなければならない。 

- 121 -



 

 

〔勧告〕 

第 102 条の 16 情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関

の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用について改善すべき

旨の勧告をすることができる。 

２ 情報監視審査会は、行政機関の長に対し、前項の勧告の結果とられた措置について

報告を求めることができる。 

〔審査〕 

第 102 条の 17 情報監視審査会は、第 104 条の２（第 54 条の４第１項において準用する

場合を含む。）の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により

定めるところにより、これについて審査するものとする。 

２ 各議院の情報監視審査会から審査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の

提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 

３ 前項の場合における特定秘密保護法第 10 条第１項及び第 23 条第２項の規定の適用

については、特定秘密保護法第 10 条第１項第１号イ中「各議院又は各議院の委員会若

しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第 104 条第１項

（同法第 54 条の４第１項において準用する場合を含む。）又は議院における証人の宣誓

及び証言等に関する法律（昭和 22 年法律第 225 号）第１条」とあるのは「第 102 条の

17 第２項」と、「審査又は調査であって、国会法第 52 条第２項（同法第 54 条の４第１

項において準用する場合を含む。）又は第 62 条の規定により公開しないこととされたも

の」とあるのは「審査（公開しないで行われるものに限る。）」と、特定秘密保護法第 23

条第２項中「第 10 条」とあるのは「第 10 条（国会法第 102 条の 17 第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）」とする。 

４ 第 102 条の 15 第３項から第５項までの規定は、行政機関の長が第２項の求めに応

じない場合について準用する。 

５ 情報監視審査会は、第１項の審査の結果に基づき必要があると認めるときは、行政

機関の長に対し、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調

査会の求めに応じて報告又は記録の提出をすべき旨の勧告をすることができる。この

場合において、当該勧告は、その提出を求める報告又は記録の範囲を限定して行うこ

とができる。 

６ 第 102 条の 15 第３項から第５項までの規定は、行政機関の長が前項の勧告に従わ

ない場合について準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「その特定

秘密の提出」とあり、並びに同条第５項中「先に求められた特定秘密の提出」とある

のは、「その勧告に係る報告又は記録の提出」と読み替えるものとする。 

７ 情報監視審査会は、第１項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院又

は委員会若しくは参議院の調査会に対して通知するものとする。 

〔事務を行う者の制限〕 

第 102 条の 18 各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めると

ころにより実施する適性評価（情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密を漏らす

おそれがないことについての職員又は職員になることが見込まれる者に係る評価をい
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う。）においてその事務を行つた場合に特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者

でなければ、行つてはならない。 

〔特定秘密の利用又は知ることができる者の範囲〕 

第 102 条の 19 第 102 条の 15 及び第 102 条の 17 の規定により、特定秘密が各議院の情報

監視審査会に提出されたときは、その特定秘密は、その情報監視審査会の委員及び各

議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その調査又は審

査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。 

〔準用規定〕 

第 102 条の 20 情報監視審査会については、第 69 条から第 72 条まで及び第 104 条の規定

を準用する。 

〔情報監視審査会に関する事項〕 

第 102 条の 21 この法律及び他の法律に定めるもののほか、情報監視審査会に関する事項

は、各議院の議決によりこれを定める。 

〔官公署等に対する報告及び記録の提出要求〕 

第 104 条 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対

し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 

２ 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならな

い。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、

その報告又は記録の提出をする必要がない。 

３ 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報

告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するこ

とができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出

をする必要がない。 

４ 前項の要求後 10 日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、

先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。 

〔審査の要請〕 

第 104 条の２ 各議院又は各議院の委員会が前条第１項の規定によりその内容に特定秘密

である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同

条第２項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は

委員会は、同条第３項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の

情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、

又はこれを要請することができる。 

〔特定秘密を含む報告等の利用又は知ることができる者の範囲〕 

第 104 条の３ 第 104 条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告又は記録

が各議院又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告又は記録は、その議院の議員

又は委員会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲

で、利用し、又は知ることができるものとする。 
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附 則（抄） 

   (国会法等の一部を改正する法律（１条）)（平成 26 年法律第 86 号）  

〔施行期日〕 

１ この法律は、特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号）の施行の日から施

行する。ただし、第３条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

〔準備行為〕 

２ 情報監視審査会の委員の選任のために必要な行為その他情報監視審査会の設置のために

必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 

〔検討〕 

３ この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要

な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当

該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

４ 情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報

監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

５ 政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこと

とされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の

提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策については、国会において、検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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(2) 衆議院規則（昭和 22 年６月 28 日議決）（抄） 

〔委員による特定秘密の閲覧〕 

第 56 条の５ 委員は、その委員会に提出され、保管されている特定秘密（特定秘密の保護

に関する法律（平成 25 年法律第 108 号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以

下同じ。）については、正当な理由があると委員長が認めたときに限り、その委員会の

審査又は調査に必要な範囲で、その閲覧をすることができる。 

２ 前項の規定は、委員会の審査又は調査の事務を行う職員について準用する。この場

合において、同項中「審査又は調査」とあるのは、「審査又は調査の事務の処理」と読

み替えるものとする。 

〔秘密を漏らした者に対する懲罰〕 

第 234 条の２ 秘密会議の記録中特に秘密を要するものと議院において議決した部分又は

議院に提出（提示を含むものとする。次項において同じ。）がされた特定秘密を他に漏

らした者に対しては、議長は、これを懲罰事犯として、懲罰委員会に付する。 

２ 秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分又は委員会に提出

がされた特定秘密を他に漏らした者に対しては、委員長は、懲罰事犯として、これを

議長に報告し処分を求めなければならない。 

〔議員による特定秘密の閲覧〕 

第 256 条の２ 議員は、議院に提出され、保管されている特定秘密については、正当な理

由があると議長が認めたときに限り、議院の審査又は調査に必要な範囲で、その閲覧

をすることができる。 

 ２ 前項の規定は、議院の審査又は調査の事務を行う職員について準用する。この場合

において、同項中「審査又は調査」とあるのは、「審査又は調査の事務の処理」と読み

替えるものとする。 
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(3) 衆議院情報監視審査会規程（平成 26 年６月 13 日議決） 

〔設置の趣旨〕 

第１条 情報監視審査会は、行政における特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成

25 年法律第 108 号）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）の保護に関

する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定（同項の規定による指定をいう。）

及びその解除並びに適性評価（同法第 12 条第１項に規定する適性評価をいう。）の実

施の状況について調査し、並びに議院又は委員会からの特定秘密の提出の要求に係る

行政機関の長（同法第３条第１項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。）の判断

の適否等を審査するものとする。 

〔委員数〕 

第２条 情報監視審査会は、８人の委員で組織する。 

〔委員〕 

第３条 委員は、会期の始めに議院においてその議決により選任し、議員の任期中その任に

あるものとする。 

２ 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。 

３ 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、

委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、第１項の規定にかかわらず、議院

運営委員会の議を経て、議院においてその議決により委員を変更することができる。 

第４条 委員は、選任後遅滞なく、情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情

報監視審査会で決議した部分及び情報監視審査会に提出され又は提示された特定秘密

について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 

２ 第 17 条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）に規定する者は、情報

監視審査会に出席し、及び発言しようとするときは、情報監視審査会の会議録中特に

秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分及び情報監視審査会に提出され又

は提示された特定秘密について、他に漏らさないことを誓う旨の宣誓をしなければな

らない。 

第５条 委員に選任された者は、正当な理由がなければ、その任を辞することができない。 

２ 委員がその任を辞そうとするときは、理由を付し、会長を経由して、議院の許可を

得なければならない。ただし、閉会中は、議長において委員の辞任を許可することが

できる。 

３ 情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した部分

又は情報監視審査会に提出され若しくは提示された特定秘密を漏らしたことにより懲

罰を科せられた者は、第３条第１項の規定にかかわらず、委員を解任されたものとす

る。 

第６条 委員に欠員を生じたときは、その補欠は議院においてその議決により選任する。 

〔会長〕 

第７条 情報監視審査会の会長は、情報監視審査会において委員が互選する。 

２ 衆議院規則第 101 条及び第 102 条の規定は、会長について準用する。 

第８条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し、秩序を保持し、情報監視審査会を代表
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する。 

２ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、会長の職務を行う。 

〔開会〕 

第９条 情報監視審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会する

ことができる。 

第 10 条 会長は、情報監視審査会の開会の日時を定める。 

２ 衆議院規則第 67 条第２項の規定は、情報監視審査会の開会について準用する。 

〔情報監視審査室〕 

第 11 条 情報監視審査会は、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視

審査室において開く。ただし、議員その他の者の傍聴を許すものとされたときは、こ

の限りでない。 

〔定足数〕 

第 12 条 情報監視審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決す

ることができない。 

〔表決〕 

第 13 条 情報監視審査会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

〔審査〕 

第 14 条 情報監視審査会が議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会からの審査の求

め又は要請に係る事案を審査するには、その議決を要する。 

２ 情報監視審査会は、審査を行わないことを議決したときは、その旨を当該審査の求

め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に通知するものとする。 

〔委員の発言〕 

第 15 条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。 

〔議長及び副議長の出席及び発言〕 

第 16 条 議長及び副議長は、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。 

〔審査の要請をした委員会の委員長等の出席及び発言〕 

第 17 条 情報監視審査会に審査の要請をした委員会の委員長並びに所属委員数の最も多い

会派に所属する理事のうちから互選された理事１人及び当該会派以外の会派に所属す

る理事のうちから互選された理事１人は、当該要請に係る事案の審査が行われるときに

限り、情報監視審査会に出席し、及び発言することができる。この場合において、情報

監視審査会に出席し、及び発言しようとする委員長（常任委員長を除く。）及び理事は、

出席し、及び発言することについて、議院の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定は、両議院の合同審査会が情報監視審査会に審査の要請をした場合につい

て準用する。この場合において、同項中「委員会の委員長並びに所属委員数の最も多い会

派に所属する理事のうちから互選された理事１人及び当該会派以外の会派に所属する理

事のうちから互選された理事１人」とあるのは「両議院の合同審査会の会長並びに衆議院

議員である所属委員数の最も多い会派に所属する理事のうちから互選された理事１人及

び当該会派以外の会派に所属する衆議院議員である理事のうちから互選された理事１人」
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と、「委員長（常任委員長を除く。）及び理事」とあるのは「理事」と読み替えるものとす

る。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）に規定する理事の互選については、衆

議院規則第 101 条第２項及び第３項の規定を準用する。 

〔特定秘密を利用し又は知ることができる者の範囲〕 

第 18 条 国会法第 102 条の 19 及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律（昭

和 22 年法律第 225 号）第５条の４に規定する議院の議決により定める者は、前２条の

規定により情報監視審査会に出席し、及び発言することができる者とする。 

〔委員の派遣〕 

第 19 条 情報監視審査会において、調査又は審査のため委員を派遣しようとするときは、

議長の承認を得なければならない。 

〔特定秘密の提出又は提示〕 

第 20 条 情報監視審査会は、調査又は審査のため必要があるときは、議長を経由して、行

政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出又は提示を求めることができる。 

〔勧告〕 

第 21 条 情報監視審査会は、調査又は審査の結果に基づき必要があると認めるときは、議

長を経由して、行政機関の長に対し、勧告を行うことができる。 

２ 情報監視審査会は、議長を経由して、国会法第 102 条の 16 第１項の勧告の結果とら

れた措置について、行政機関の長に対し報告を求めることができる。 

〔報告書の提出〕 

第 22 条 情報監視審査会は、毎年１回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を

作り、会長からこれを議長に提出するものとする。 

２ 情報監視審査会は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、調査又

は審査の経過及び結果を記載した報告書を作り、会長からこれを議長に提出すること

ができる。 

３ 議長は、前２項の報告書を公表するものとする。 

〔会議の秩序保持〕 

第 23 条 委員が情報監視審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、

これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の情報

監視審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 

〔休憩及び散会〕 

第 24 条 会長は、情報監視審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休

憩を宣告し、又は散会することができる。 

〔懲罰事犯の報告等〕 

第 25 条 会長は、情報監視審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長

に報告し処分を求めなければならない。 

２ 衆議院規則第 235 条の規定は、情報監視審査会における懲罰事犯について準用する。 
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〔傍聴〕 

第 26 条 情報監視審査会は、傍聴を許さない。 

２ 情報監視審査会は、その決議により議員その他の者の傍聴を許すものとすることが

できる。 

〔特定秘密の保管〕 

第 27 条 行政機関の長から情報監視審査会又は議院若しくは委員会若しくは両議院の合

同審査会（会長が衆議院議員であるものに限る。）に提出された特定秘密は、情報監視

審査会において保管するものとする。 

〔特定秘密の閲覧〕 

第 28 条 委員は、情報監視審査会に提出され、保管されている特定秘密については、正当

な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範

囲で、その閲覧をすることができる。 

２ 前項の規定は、第 32 条第１項の事務局の職員について準用する。この場合におい

て、前項中「調査又は審査」とあるのは、「調査又は審査の事務の処理」と読み替える

ものとする。 

〔会議録〕 

第 29 条27 情報監視審査会は、会議録を作成し、会長及び委員がこれに署名し、議院に保存

する。 

２ 会議録には、出席者の氏名、会議に付した案件の件名、議事、表決の数、報告書そ

の他重要な事項を記載しなければならない。 

３ 会議録は、これを印刷して配付することをしない。 

４ 前項の規定にかかわらず、議員その他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査

会の会議録については、これを印刷して各議員に配付する。ただし、第 23 条の規定に

より会長が取り消させた発言については、この限りでない。 

第 30 条 情報監視審査会の会議録は、これを閲覧することができない。ただし、議員その

他の者の傍聴を許すものとされた情報監視審査会の会議録については、この限りでな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員は、情報監視審査会の会議録については、正当な理

由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会の調査又は審査に必要な範囲で、

その閲覧をすることができる。 

３ 前項の規定は、第 32 条第１項の事務局の職員について準用する。この場合におい

て、前項中「調査又は審査」とあるのは、「調査又は審査の事務の処理」と読み替える

ものとする。 

 

                                                   
27「衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程」（令和４年４月７日議決）により、第

29 条第３項中「これを印刷して配付することをしない」を「各議員には提供しない」に改

め、同条第４項中「これを印刷して各議員に配付する」を「電磁的記録の提供その他の適

当な方法により各議員に提供する」に改めることとされた。衆議院における全議員への配

付物のペーパーレス化を進める措置の一環であり、同規程は第 209 回国会の召集の日から

施行される。 
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〔特定秘密等の漏えいに係る懲罰事犯の報告等〕 

第 31 条 情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものと情報監視審査会で決議した

部分又は情報監視審査会に提出され若しくは提示された特定秘密を他に漏らした者に

対しては、会長は、懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めなければならな

い。 

２ 衆議院規則第 235 条の規定は、前項の懲罰事犯について準用する。 

〔事務局〕 

第 32 条 情報監視審査会の事務を処理させるため、情報監視審査会に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長１人その他必要な職員を置く。 

３ 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 

第 33 条 事務局長は、情報監視審査会から、その調査又は審査のために必要な調査を命ぜ

られたときは、当該調査に関して、行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 

〔準用〕 

第 34 条 衆議院規則第 41 条、第 45 条の２、第 45 条の３、第 47 条の２、第 51 条、第 52

条、第 56 条、第 70 条、第 85 条の２及び第 234 条の規定は、情報監視審査会について

準用する。 

附 則 

〔施行期日〕 

 １ この規程は、国会法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 86 号）の施行の日

〔平成 26 年 12 月 10 日〕から施行する。 

〔衆議院政治倫理審査会規程の一部改正〕 

２ 衆議院政治倫理審査会規程（昭和 60 年６月 25 日議決）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第１項中「若しくは憲法調査会の会長」を「、憲法審査会の会長若しくは情報

監視審査会の会長」に改める。 
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(4) 特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号）（抄）  

〔その他公益上の必要による特定秘密の提供〕 

第 10 条 第４条第５項、第６条から前条まで及び第 18 条第４項後段に規定するもののほ

か、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められ

るこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合（次号から第４号までに

掲げる場合を除く。）であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限する

こと、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定

秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業

務にあっては附則第 10 条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業

務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい

支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。 

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭和 22 年法律第

79 号）第 104 条第１項（同法第 54 条の４第１項において準用する場合を含む。）又

は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律（昭和 22 年法律第 225 号）第

１条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第 52 条第２項（同法第 54 条

の４第１項において準用する場合を含む。）又は第 62 条の規定により公開しないこ

ととされたもの 

〔ロ 省略〕 

〔第２号以下 省略〕 

〔第２項以下 省略〕 

〔特定秘密の指定等の運用基準等〕 

第 18 条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運

用を図るための基準を定めるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の

安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に

関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

３ 内閣総理大臣は、毎年、第１項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適

性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。 

〔第４項 省略〕 

〔国会への報告等〕 

第 19 条 政府は、毎年、前条第３項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに

適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。 

附 則 

〔国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方〕 

第 10 条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であ

り各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有するこ

とを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用す
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るものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、

国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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(5) 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運

用を図るための基準（平成 26 年 10 月 14 日）（最終改正：令和３年６月 11

日）（抄） 

Ⅴ 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確保するための措置等 

５ 特定秘密保護法第 18 条第２項に規定する者及び国会への報告 

(1) 内閣総理大臣への報告等 

ア 行政機関の長は、毎年１回、(ｱ)から(ｼ)までに掲げる事項を内閣保全監視委員会に、

(ｱ)から(ｷ)まで及び(ｼ)に掲げる事項を内閣府独立公文書管理監に報告するものとす

る。 

(ｱ) 当該行政機関の長が指定をした特定秘密の件数及び過去１年に新たに指定をし

た特定秘密の件数（Ⅱ１(1)に規定する事項の細目ごと。(ｲ)及び(ｳ)において同じ。） 

(ｲ) 過去１年に指定の有効期間の延長をした件数 

(ｳ) 過去１年に指定を解除した件数 

(ｴ) 特定秘密であった情報を記録する行政文書ファイル等を過去１年に国立公文書

館等に移管した件数 

(ｵ) 特定秘密であった情報を記録する行政文書ファイル等を過去１年に廃棄した件

数 

(ｶ) 過去１年に廃棄した特定行政文書ファイル等の件数 

(ｷ) 過去１年に処理した４(2)ア(ｱ)の通報の件数 

(ｸ) 過去１年に適性評価を実施した件数（警察庁長官にあっては、警察本部長が実施

した適性評価の件数を含む。(ｹ)及び(ｺ)において同じ。） 

(ｹ) 過去１年に適性評価の評価対象者が特定秘密保護法第 12 条第３項の同意をし

なかった件数 

(ｺ) 過去１年に申出のあった特定秘密保護法第 14 条の苦情の件数 

(ｻ) 過去１年に行った適性評価に関する改善事例 

(ｼ) その他参考となる事項 

イ 内閣保全監視委員会は、アの報告に加え、必要があると認めるときは、行政機関の

長に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出又は説明を求めることができる。 

ウ 内閣府独立公文書管理監は、内閣保全監視委員会に対し、ア(ｱ)から(ｷ)まで及び(ｼ)

に掲げる事項に関し、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特定行

政文書ファイル等の管理についての意見を述べることができる。 

エ 内閣保全監視委員会は、アからウまでに定める報告、説明及び意見を取りまとめ、

国民に分かりやすい形で取りまとめた概要を付して、特定秘密の指定及びその解除並

びに適性評価の実施の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。 

オ 内閣府独立公文書管理監は、毎年１回、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行

政文書ファイル等の管理の適正を確保するため内閣府独立公文書管理監及び行政機関

の長がとった措置の概要を内閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。 
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(2) 特定秘密保護法第 18 条第２項に規定する者への報告 

内閣総理大臣は、毎年１回、(1)エの状況を特定秘密保護法第 18 条第２項に規定する

者に報告し、その意見を聴かなければならない。 

(3) 国会への報告及び公表 

ア 内閣総理大臣は、毎年１回、(2)の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況を国会に報告するとともに、公表するものとする。 

イ なお、両院に設置される情報監視審査会(以下「審査会」という。)に報告する際に

は、行政機関の長が保存する特定秘密指定管理簿を取りまとめたものをアに添付する

ものとする。 

６ その他の遵守すべき事項 

(1) ２、３(1)イ、４(2)イ(ｴ)又は５(1)イに基づき特定秘密の提供を受けた内閣保全監

視委員会又は内閣府独立公文書管理監は、当該特定秘密を提供した行政機関の長とあ

らかじめ協議して定めるところに従い、当該特定秘密を利用する職員の範囲を制限す

ることその他の当該特定秘密の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

(2) 内閣保全監視委員会は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適

正を確保するために必要な専門的技術的知識及び能力の維持向上に努めなければなら

ない。 

(3) 内閣府独立公文書管理監は、特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書フ

ァイル等の管理の適正を確保するために必要な専門的技術的知識及び能力の維持向上

に努めなければならない。 

(4) 行政機関の長は、特定秘密の取扱いの業務に従事する当該行政機関の職員に対し、

特定秘密である情報を記録する行政文書の管理等を適正かつ効果的に行うために必要

な特定秘密保護法、公文書管理法及び情報公開法等に関する知識及び技能を習得させ、

及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 

(5) 行政機関の長は、審査会の所管に属する事項に関する審査又は調査のため、審査会

から必要な報告又は記録の提出を求められたときは、その充実に資するよう、特定秘

密保護法、国会法(昭和 22 年法律第 79 号)その他の法令の規定に基づき適切に対応す

るものとする。 

 

Ⅵ 本運用基準の見直し 

政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、常にその運用の改

善に努めつつ、５年を目途に、又は必要に応じて本運用基準について見直しを行うものと

する。また、見直しの結果については、これを公表するものとする。 
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Ⅱ　特定秘密の保護に関する法律のポイント（内閣官房資料）
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Ⅲ　国会報告の概要（令和３年６月11日閣議決定）
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※国会報告の全文は<https://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/hokoku.html>を参照 
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Ⅳ　各行政機関における特定秘密の指定状況一覧表（令和３年12月末現在）（内閣官房資料）
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※管理監報告の全文は<https://www8.cao.go.jp/kenshoukansatsu/houkoku/index.html>を参照 

Ⅴ　独立公文書管理監報告のポイント（令和３年６月24日）
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行政機関
解除
年月日

識別番号 特定秘密の概要
解除又は
一部解除

警－31 平成29年中に警察が策定した特殊部隊その他の部隊の戦術又は運用に関する情報

警－36 平成30年中に警察が策定した特殊部隊その他の部隊の戦術又は運用に関する情報

警－40 平成31年中に警察が策定した特殊部隊その他の部隊の戦術又は運用に関する情報

（政府提出資料を基に衆議院情報監視審査会事務局で作成）

※なお令和２年中、警察庁の指定する特定秘密３件、防衛省の指定する特定秘密１件につき、指定の有効期間が満了している。

Ⅵ　令和２年中に指定が解除された特定秘密一覧

警察庁
令和２年
12月31日

解除
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Ⅶ 提示を受けた特定秘密一覧 

 

提示日 

提示場所 
行政機関 提示を受けた特定秘密の概要 

平成 28.1.25 

内閣衛星情報センター 

（委員派遣） 

内閣官房 内閣衛星情報センターが情報収集衛星等により

収集した画像情報及びそれを分析して得られた

情報 

28.11.30 

審査会 

警察庁 作成から30年以上が経過している特定有害活動

（スパイ活動等）の防止に関する警察の特定秘

密文書 

経済産業省 平成 23 年から平成 27 年中、内閣衛星情報セン

ターが我が国政府の運用する情報収集衛星等に

より収集した画像情報及びそれを分析して得ら

れた情報（資源エネルギー関係、災害関係等）で

あって、経済産業省が提供を受けていたもの 

30.1.26 

審査会 

外務省 安全保障に関する外務省の特定秘密の一部 

経済産業省 内閣衛星情報センターが我が国政府の運用する

情報収集衛星等により収集した画像情報及びそ

れを分析して得られた情報（資源エネルギー関

係、災害関係等）であって、平成23年度から平成

25年度中に経済産業省が提供を受けていたもの

のうち、独立公文書管理監から保存期間満了時

の措置を廃棄とすることが妥当と認められたも

の 

防衛省 情報本部が実施する電波情報業務の実施規則等

又は情報本部と外国政府等との間の画像情報協

力に関する知識等を記した特定行政文書ファイ

ル等のうち、独立公文書管理監から保存期間満

了時の措置を廃棄とすることが妥当と認められ

たもの 

防衛装備庁 防衛装備庁が防衛省より提供を受けた「そうり

ゅう」型潜水艦の安全潜航深度及び水中航続時

間を明示する数値で、保存期間満了時の措置を

廃棄としたもの 

30.6.6 

内閣衛星情報センター 

（委員派遣） 

内閣官房 ・画像情報の収集分析対象、画像情報及びそ

れを分析して得られた情報並びに情報収集

衛星の識別能力に関する情報 

・情報収集衛星が特定の時点又は期間に撮像

することができる地理的範囲に関する情報 

・情報収集衛星に係る暗号に関する情報 
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Ⅷ これまでの主な「政府に対する意見」と政府の対応状況 

 

１ 行政文書が不存在の特定秘密関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 行政文書が不存在の特定秘密（物件のように文

書作成が困難なものを含むものを除く。）について

は、その必要性や出現可能性について厳格に審査

した上で、特定秘密の指定を行うこと。 

【内閣情報調査室】 

■ 「行政文書等が存在しない情報を特定秘密として

指定し、取り扱う際の考え方」と題する事務連絡

を発出した。今後はこのような考え方に沿って指

定の取扱いを行っていく。 

（平成 29年 11 月 14日審査会） 

 

■ 各行政機関において、文書の作成や指定の解除等

の措置が講じられた（平成 29 年３月末時点で、指

定解除９件、文書作成８件等により、36件が解消）。 

 

✓ 具体的な情報が出現する前に特定秘密をあらか

じめ指定する場合は、その出現の蓋然性が極めて

高い場合に限り、最低限の期間に区切った上で特

定秘密の指定を行うこと。また、指定後において

も、具体的な情報の出現可能性を年１回の定期点

検のみならず、随時点検し、出現が見込めないと

判断した場合は、直ちに当該指定の解除を行うこ

と。なお、情報が不存在のまま有効期間の更新を

行わないこと。 

✓ 特定秘密保護法の逐条解説※に基づく、いわゆる

「あらかじめ指定」が拡大しすぎていることを踏

まえ、より適切な規定を定めること。その際、例外

的な取扱いであることを明記するとともに、厳格

な要件を定めること。 

✓ 行政文書及び物件もなく、職員の知識の中にだ

け存在する特定秘密の指定は、暫定的な処置とし

てやむを得ない場合を除き行わないこと。 

※「特定秘密の保護に関する法律【逐条解説】」（平成 26年 12月９日 内閣官房特定秘密保護法施行準備室） 

 

・ 平成 28 年審査会において、内閣官房及び各行政機関に対し特定秘密ごとの特定秘密文書の件数の提

出を求めたところ、指定されている特定秘密 443 件のうち、特定秘密文書が不存在の特定秘密が 166件

あることが判明した（平成 27年 12月 31日現在）。 

・ 行政文書が不存在の特定秘密については、特定秘密が物件であり文書作成が困難であるもののよう

にその理由が明確である特定秘密もあれば、情報が不存在であるものや文書作成が可能であるにもか

かわらず作成していないものもあることから、その指定については、必要性と特定秘密に該当する情

報の出現可能性について厳格に審査し、特定秘密の指定を行う必要がある。 

政府に対する意見（審査会意見）の背景及び経緯 
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【平成 29年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 行政文書が不存在の特定秘密のうち、複数の行

政機関が同一の特定秘密を指定しているものにつ

いては、特定秘密文書を保有していない行政機関

の指定を解除、若しくは文書を保有することを再

検討すること。 

 

【内閣情報調査室】 

■ 当該意見で指摘されている特定秘密は、法施行日

以前に他の行政機関から提供を受けていた特別管

理秘密を、法施行時に提供先の行政機関において

特定秘密に指定したものである。（この場合、）情

報提供元の行政機関においては提供した文書の正

本・原本を保有し続け適切に情報を管理しており、

提供先の行政機関が文書を保有しなくても問題は

生じないものと考えている。 

他方、当該情報は指定の要件を満たしており、

引き続き特定秘密として保護する必要があること

から、提供先においても、指定を維持することが

適当であると考えている。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

✓ 行政文書が不存在の特定秘密については、指定

管理簿の備考欄等にその旨を記載するなどして、

記録に残す措置を検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 審査会に提出する特定秘密指定管理簿綴りに、行

政文書が不存在の特定秘密の一覧が添付されるこ

ととなった。 

■ なお政府としては、審査会が集計している※①複

数の特定秘密が記録された文書で代表的なもので

計上しているもの、②他機関が保有しているもの、

③物件が存在しているもの、の３類型については

「行政文書不存在の特定秘密」にはあたらず、④具

体的な情報が未出現のもの、及び⑤行政文書も物

件もないが、具体的な情報が（職員の知識として）

存在するもの、の２類型のみが「行政文書不存在の

特定秘密」に該当するとしている。この整理に基づ

き、平成 30年末時点で「行政文書不存在の特定秘

密」は存在しないとしている。 

 

【平成 30年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 「いわゆる『あらかじめ指定』を行う場合の厳格

な要件」及び「指定管理簿への記載等記録に残すた

めの措置」について、運用基準に盛り込むことを検

討し、その結果を当審査会に報告すること。 

【警察庁】 

■ 「あらかじめ指定」については、内閣情報調査室か

ら示された考え方に基づき、慎重な検討の上、将来

出現することが確実なものに限り行っている。 

なお、警察庁においては、平成 27年中に指定した

人的情報源に関する特定秘密１件について、当該指

定に該当する情報は現存せず、今後も出現する可能

性はないことが確定し、指定の要件を欠くに至った

ことから、平成 28年に当該指定を解除している。 

（令和元年 11月５日審査会） 
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２ 作成から 30年を超える特定秘密文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 特定秘密保護法施行前から保有している行政文

書で、作成から 30年を超える行政文書を特定秘密

文書として保有している場合、若しくは、今後保有

しようとする場合、独立公文書管理監が審査を行

うことや指定の有効期間を通じて 30年を超えて延

長する場合と同等の厳格な手続を課す措置を検討

すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 作成から 30 年を超える特定秘密文書の保有状況

について、内閣情報調査室が調査したところ、警察

庁、外務省及び防衛省において、保有していること

が判明した。その上で、今後とも特定秘密文書の長

期にわたる保有については、政府全体でその状況

の把握に努め、その上で適正を確保するために何

らかの措置が必要かどうか、実務を積み重ねつつ、

引き続き検討してまいりたい。 

（平成 29年 11 月 14日審査会） 

■ 廃棄の事例について、類型別・省庁別の数字を

示した資料が提出された。 

✓ 特定秘密文書の保存期間満了に伴い、特定秘密文

書を廃棄及び廃棄予定とする場合は、当審査会に

件数及び文書等の名称、廃棄する合理的理由を記

した資料を提出し、説明すること。 

✓ 当初の特定秘密指定において「平成 26 年までに」

「平成 26年以前」と指定管理簿及び指定書に記載

し、かつ、平成 26年より前の特定秘密を保有して

いない場合は、「平成 26年に」と記述を改めるこ

と。 

【内閣情報調査室】 

■ 指定管理簿及び指定書の記載と実態が合ってい

ない特定秘密の保有状況について、内閣情報調査

室が各省庁へ照会した結果、内閣官房、警察庁及び

外務省において該当する特定秘密が存在すること

が判明した。これを受けて、内閣官房の１件、警察

庁の１件及び外務省の１件について指定書等にお

ける記述を修正したとの報告があった。 

 

・ 特定秘密保護法において、特定秘密の指定の有効期間は、理由を示して内閣の承認を得ない限り、

通算で 30年を超えることはできないと規定されており、また、運用基準においては、指定の有効期間

が通じて 30 年を超える特定秘密が記録された文書は、指定解除後、歴史公文書等として国立公文書館

等に移管するものとされている。 

・ 一方で、同法施行以前に作成され、30 年を超える特定秘密が記載されている文書が存在するが、こ

れらの文書については法施行時から特定秘密の指定の有効期間が開始されたものとされている。 

・ 特定秘密保護法の対象は、文書ではなく情報であるものの、そもそも、特定秘密として保護される

条件を考慮すれば、当該文書作成時において、既に指定されたものとみなすことが妥当であることか

ら、作成から 30年を経過したものは指定から 30年を経過したものと同等のものとも考えられる。 
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【平成 29年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 作成から30年を超える特定秘密文書を保有する

行政機関においては、その概要を整理して当審査

会に報告すること。 

【警察庁】 

■ 警察庁では、特定有害活動関係及び外国政府との

情報協力業務関係について、作成から 30年を超え

る文書を保有しているところ、平成 28年の審査会

の指摘等を踏まえ、再検討を行い、警察が収集、分

析したことにより得られた特定有害活動の実行の

意思、能力に関する情報等に関する（作成から 30

年を超える）文書については、歴史公文書等に該当

するものとして、保存期間満了時の措置を移管に

変更した。 

（平成 30年 11 月６日審査会） 

【外務省】 

■ 外務省では、日露平和条約締結交渉に関する特定

秘密について、作成から 30年を超える文書を保有

している。 

（平成 30年 11 月８日審査会） 

【防衛省】 

■ 防衛省における、平成 29 年末時点において同省

が保有する作成から30年を超える特定秘密文書の

件数は 57件であり、特定秘密文書の長期にわたる

保有の状況の把握に努めてまいりたいと考えてい

る。 

（平成 30年 11 月 27日審査会） 

✓ 作成から 30 年を超える特定秘密文書について、

その秘密として取り扱われてきた期間の長さを考

慮し、保存期間満了時の措置を再検証の上、原則

として歴史公文書等とし、保存期間満了後は国立

公文書館等に移管することを検討すること。 

✓ 平成 28 年年次報告書の審査会意見で付した、作

成から 30 年を超える 特定秘密文書を保有若しく

は今後保有しようとする場合、独立公文書管理監

が審査を行うことや指定の有効期間を通じて 30年

を超えて延長する場合と同等の厳格な手続を検討

の上、速やかに必要な措置を講じること。 

【内閣情報調査室】 

■特定秘密が記録された行政文書のうち、歴史公文

書等に該当するものについては、特定秘密の指定

が解除され、又は指定の有効期間が満了し、保存期

間が満了した場合には、国立公文書館等に移管す

ることとなっている。また歴史公文書等に該当し

ないものについても、恣意的に廃棄されることが

ないような重層的な仕組みが設けられている。個

別の文書が歴史公文書等に該当するか否かについ

ては各省庁にお尋ね願いたいが、今後とも、特定秘

密文書の長期にわたる保有については、その状況

の把握に努めつつ、その適正を確保するために何

らかの措置が必要かどうかについて引き続き検討

してまいりたい。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 
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【平成 30年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 作成から30年を超える特定秘密文書のうち、保

存期間満了時の措置が廃棄とされているものに係

る個別具体的な理由の疎明に至っていない指定行

政機関にあっては、速やかに対応すること。 

【警察庁】 

■ 警察庁では、特定有害活動関係及び外国政府との

情報協力業務関係について、作成から 30年を超え

る文書を保有しているところ、平成 28年の審査会

の指摘等を踏まえ、再検討を行い、警察が収集、分

析したことにより得られた特定有害活動の実行の

意思、能力に関する情報等に関する（作成から 30

年を超える）文書については、歴史公文書等に該当

するものとして、保存期間満了時の措置を移管に

変更した。 

（令和元年 11月５日審査会） 

【外務省】 

■ 外務省では、日露平和条約締結交渉に関する特定

秘密について、作成から 30年を超える文書を保有

しており、これらの文書のうち、保存期間満了時の

措置が廃棄とされているものはない。 

（令和元年 11月７日審査会） 

【防衛省】 

■ 防衛省は、同省が保有する作成から 30 年を超え

る特定秘密文書 63 件のうち、平成 30 年の審査会

の指摘を踏まえ、省内で再検討を行い、62 件の特

定秘密文書については、歴史公文書等に該当する

ものと考えられることから、保存期間満了時の措

置を移管に変更することとして手続き中である。 

（令和元年 11月 12日審査会） 

 

 

  

- 148 -



３ 定期点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 内閣情報調査室は、行政機関の定期点検や検査等

において各行政機関が是正した事項について把握

し、当審査会に報告するとともに、公表すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 内閣情報調査室は、特定秘密を指定あるいは特定

秘密文書を保有している 18 行政機関において、特

定秘密保護規程に基づき保護措置を講じており、

そのうち５行政機関において、特定秘密文書等の

事務的な記載の不備に係る是正が行われた旨説明

した。また、各行政機関における特定秘密の保護状

況及び指定の理由の点検について、是正された事

項については、その概要を国会報告に記載するな

ど公表を検討するとの認識を示した。 

（平成 29年 11 月 14日審査会） 

✓ 内閣情報調査室は、各行政機関がそれぞれの内規

に基づいて行う定期点検の点検日、点検項目、点検

内容について取りまとめ、その実施状況について

国会報告に掲載すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 内閣情報調査室は、各行政機関がそれぞれの内規

に基づいて行う定期点検の各行政機関における実

施状況についても、国会報告に掲載することを検

討する旨の認識を示した。 

（平成 29年６月５日・11月 14 日審査会） 

 

■ 平成 30年国会報告より、各行政機関の点検状況

を一覧表にして掲載している。 

✓ 内閣情報調査室は、各行政機関が特定秘密を指定

解除した時は、各行政機関の指定解除についての

情報を収集し、随時、当審査会に報告し、公表する

こと。 

【内閣情報調査室】 

■ 内閣情報調査室は、指定解除についての情報は今

後とも適切に審査会に報告し、公表する旨の認識

を示した。 

（平成 29年６月５日・11月 14 日審査会） 

 

・ 平成 27 年 5月 20 日、衆議院法務委員会において、特定秘密の指定の解除に関し、警察庁及び外務省

に対し質疑が行われた。 

・ その際、指定の理由の点検を実施した年月日について、両政府参考人（警察庁及び外務省）ともに、

答弁の時点で確認をとることができなかった。 

・ さらに、各行政機関から点検の実施を内閣情報調査室等に報告させ、これを一元化する仕組みが設け

られていなかったなど、実施状況をはじめとする点検の実態が、各行政機関及び政府全体として適切に

把握されていないことが明らかとなった。 
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【平成 29年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 内閣情報調査室は、各行政機関が特定秘密を指定

解除（一部解除を含む。）をした時は、各行政機関

の指定解除についての情報を収集し、速やかに当

審査会に報告し、公表すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 各行政機関が特定秘密について、一部解除を含む

指定の解除を行った際は、各行政機関が個別に随

時報告しているものと承知している。内閣情報調

査室としても、今後とも当該情報を収集し、公表し

たいと考えている。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 
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４ 特定秘密文書の廃棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 27年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 特定秘密を指定する行政機関において、特定秘密

を含む文書等の保存期間は、当該特定秘密の指定

期間に合わせることも考慮した上で、それ以前の

保存期間を設定する場合や特定秘密の指定期間満

了前に当該特定秘密を含む文書等を廃棄する場合

には、内閣府独立公文書管理監に合理的な説明を

行うこととし、独立公文書管理監は、上記の運営状

況について、定期的に当審査会に対し報告するこ

ととする制度を構築するよう検討すること。 

【独立公文書管理監】 

■ 独立公文書管理監は、本来移管すべき歴史公文書

等に該当する、１年以上の保存期間が設定された

ファイル等は一度廃棄されると決して元に戻すこ

とができないことから、当該ファイル等の保存期

間満了時の措置に関する検証・監察は重要な任務

であると認識しており、慎重にも慎重を期して検

証・監察に臨むとの認識を示した。 

他方、当審査会が求めた定期的な報告制度の構

築について、独立公文書管理監は、現時点の考え

方として、求めに応じての審査会での丁寧な報告、

１つの検証・監察事項に区切りがついた段階や社

会的関心を呼ぶ措置を講じた段階での随時報告な

どにより対応したいとの認識を示した。  

 

【海上保安庁】 

■ 特定秘密の指定期間以前に公文書管理法上の行

政文書の保存期間を設定していた海上保安庁に対

し、行政文書の保存期間が延長される可能性につ

いて質問があった。これに対し、海上保安庁は、公

文書管理法上の保存期間満了時に職務の遂行上の

必要性について検討した上で延長を決定している

こと、今後は特定秘密の指定期間と公文書管理法

上の文書の保存期間をできる限り合致させるよう

検討を行っていきたい旨答弁した。 

（平成 28年 10 月 17日審査会） 

・ 特定秘密を含む文書等の廃棄については、特定秘密の指定期間中に当該特定秘密を含む文書等が保存

期間満了により廃棄された場合、外部チェックがないと不適切な廃棄が行われる可能性がありうる。 

・ また、その廃棄に当たっては、特定秘密文書の保存期間が１年以上のものと１年未満のものとの間

で取扱いを異にするものとなることから、とりわけ保存期間１年未満のものの取扱いについて、管理

が適正に行われているかを判断するには一定の期間にわたる継続的な調査が不可欠である。 
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意見 各行政機関における対応 

✓ また、１年間に廃棄した文書等及び今後１年以内

に廃棄予定の文書等（特定秘密の指定期間が切れ

る場合を含む。）について、その件数と、文書等の

名称（名称から文書等の内容が推察しにくい場合

はその内容）を当審査会に報告すること。 

【内閣情報調査室】 

■特定秘密保護制度を所管する内閣情報調査室は、

公文書管理法上、行政文書ファイル単位で行政文

書を管理することになっているため、廃棄に関す

るものについても、行政ファイル単位で報告した

いとの認識を示した。 

 

【平成 29年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

特定秘密文書における歴史公文書等の該当性の判断基準関係 

 

✓ 特定秘密のうち重要な情報を記録した文書に

ついては歴史公文書等となるよう、特定秘密文

書を保有する行政機関（保有行政機関）の文書管

理規則等の内規を改めることを検討すること。  

【内閣情報調査室】 

■ 公文書管理法は、歴史資料として重要な行政文

書を「歴史公文書等」と定義しており、歴史資料

として重要な情報である特定秘密を記録した行政

文書は歴史公文書等となる。各行政機関はガイド

ラインを踏まえて行政文書管理規則等を制定して

おり、既に内規上、歴史資料として重要な行政文

書は歴史公文書等とされている。平成30年４月の

第６回内閣保全監視委員会において、上川国務大

臣（当時）から各省庁の事務次官級の各委員に対

し、以下の点について指示があった。 

① 特定秘密が記録された行政文書を含む公文書

は健全な民主主義の根幹を支える「国民共有の

知的資源」であり、公文書管理法の下、適切に

管理されなければならないこと 

② 本年４月からの改正ガイドラインによる厳格

なルールを全職員に徹底し、確実に運用するこ

と 

③ 特定秘密が記録された行政文書も、公文書管

理法により、歴史公文書等に該当するものにつ

いては、特定秘密の指定が解除され又は指定の

有効期間が満了し、保存期間が満了した場合に

は国立公文書館等に移管することとなることを

前提にした適切な管理を行うこと 

（平成30年７月10日・10月31日 審査会） 
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意見 各行政機関における対応 

✓ 特定秘密文書における歴史公文書等の該当性

の判断につき、独立公文書管理監が、当該特定秘

密の政策への反映の有無等とあわせ、特定秘密

としての重要性を当該保有行政機関に慎重に確

認することを検討すること。 

 

【独立公文書管理監】 

■ 従前より、特定行政文書ファイル等の保存期間

満了時の措置の検証・監察においては、慎重の上

にも慎重を期して確認していた。引き続き、歴史

公文書等の該当性判断に当たっては「重要な情

報」が記録されているかなどを当該行政機関に慎

重に確認するなどして、歴史公文書等に該当しな

い旨の行政機関側の説明が、各行政機関の行政文

書管理規則等において定められているルールに

基づき妥当であるかどうかについて、慎重の上に

も慎重を期して、検証・監察してまいりたい。 

（平成 30年７月 10日審査会） 

✓ 独立公文書管理監が特定行政文書ファイル等

の廃棄の検証・監察を行う際は、歴史の専門家で

あるアーキビストなどから意見を聞くプロセス

を設ける措置を運用基準等に明確化することを

検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 特定行政文書ファイル等の廃棄に際しては、独

立公文書管理監の検証・監察を経た後、内閣総理

大臣への廃棄協議が行われ、その際内閣府大臣官

房公文書管理課において確認作業を行っている。

現状においても、公文書管理課は確認作業を行う

際に、国立公文書館法第 11 条第 1 項第４号に基

づき、いわゆるアーキビストなどから意見を聞く

こともできるものと承知している。このような規

定も踏まえつつ、さらなるアーキビストの活用の

方策が必要かどうか、検討していく。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

✓ 独立公文書管理監が、特定秘密文書の行政文書

の保存期間が１年以上とするか否かの保有行政

機関の判断の妥当性を検証できるよう、運用基

準等に明確化することを検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 平成 30 年７月 27 日付で、内閣官房内閣情報調

査室次長発事務連絡「内閣府独立公文書管理監に

よる『特定秘密である情報を記録する保存期間 1

年未満の行政文書の中に行政文書ファイル管理

簿に記載されるべきものがないか』の検証・監察

について（通知）」を発出した。これにより、保

存期間を 1年以上と設定すべき特定秘密文書の廃

棄を防止する効果が見込まれる。 

独立公文書管理監が当該検証・監察を行うに当

たり、保存期間１年未満の特定秘密文書全てを調

査するために一定期間厳重に管理するというこ

とは、情報保全上、執務室のキャビネット等の物

理的な制約、システム等の観点から困難を伴うこ

と、独立公文書管理監による実効的な検証・監察

を確保する必要があることから、独立公文書管理 
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 監は、抽出して検証・監察をすることが想定され

る。 

本事務連絡を踏まえ、現在、独立公文書管理監

においては、特定行政文書ファイル等にすべきも

のの存否の検証・監察を行うべく準備を進めてい

るところであると承知している。 

（平成 30年 10 月 31日審査会） 

行政文書の保存期間が１年以上の特定秘密文書の廃棄関係  

✓ 政府として公文書管理に係る法令等を見直し、

特定秘密文書を重要な行政文書として位置付け

た上で、原則として行政文書の保存期間として

１年以上を設定することなどの規定を整備する

ことを検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ ガイドラインの改正（平成 29年 12月 26 日）を

受けて、各行政機関は行政文書管理規則を改正

し、平成 30 年４月から施行している。同改正で

は、 

①意思決定過程や事務及び事業の実績の合理

的な跡付けや検証に必要となる行政文書に

ついては、原則として１年以上の保存期間を

設定すること 

②保存期間を１年未満と設定することができ

る行政文書の類型を例示し、各行政機関の裁

量の余地が大きいと指摘されてきた保存期

間１年未満の行政文書についてその判断基

準を明確化することとして、特定秘密文書を

含め重要な行政文書について、１年未満の保

存期間が設定されることのないようにしよ

うとしているところである。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

 

※参考：保存期間を１年未満と設定することができる行政

文書の類型 

①別途、正本・原本が管理されている行政文書の写し 

②定型的・日常的な業務連絡、日程表等 

③出版物や公表物を編集した文書 

④○○省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 

⑤明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さ

なくなった文書 

⑥意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定

に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しな

いと判断される文書 

⑦保存期間表において、保存期間を１年未満と設定する

ことが適当なものとして、業務単位で具体的に定められ

た文書 

（「行政文書の管理に関するガイドライン」第４－３(6)抜粋） 
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 【国家公安委員会】 

■ 国家公安委員会においては、国家公安委員会行

政文書管理規則第３条により、保有する文書が限

定列挙されており、いずれの文書も同規則別表第

１により保存期間を１年以上に設定している。 

（平成 30年国家公安委員会提出資料より）  

✓ 保存期間１年以上の特定秘密文書に係る特定

行政文書ファイル等の廃棄をする場合におい

て、独立公文書管理監が廃棄とする措置を妥当

と認めた際は、当審査会に対しても速やかに連

絡するとともに、当該文書を保有する各行政機

関においても当審査会に対し最大限の説明を行

うこと。  

【独立公文書管理監】 

■ 当審査会への説明については、これまでも求め

に応じて活動状況等について折々に説明してい

るが、今後とも、一つの検証・監察事項に区切り

がついた段階や社会的関心を呼ぶ措置を講じた

段階で随時説明するなど、誠実に対応してまいり

たい。 

例えば平成 29 年度については、当審査会の関

心が非常に高いことを踏まえ、対象となった全て

の行政機関に対して、保存期間満了時の措置に関

する検証・監察結果を通知した段階で、当審査会

の委員に個別に説明する機会を設けさせていた

だいたところである。また求めがあれば審査会の

場でできる限り詳細に説明してまいりたい。 

（平成 30年７月 10日審査会） 

✓ 独立公文書管理監において廃棄について検証・

監察が行われている、または、廃棄協議中の特定

行政文書ファイル等に含まれる特定秘密文書に

つき、当該文書が廃棄されると行政文書不存在

の特定秘密となる場合は、廃棄をせず保存期間

を延長して当該特定秘密の指定期間に合わせる

か、廃棄する場合は当該特定秘密の指定解除を

検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 当該意見で指摘されている特定秘密は、法施行

日以前に他の行政機関から提供を受けていた特

別管理秘密を、法施行時に提供先の行政機関にお

いて特定秘密に指定したものである。（この場

合、）情報提供元の行政機関においては提供した

文書の正本・原本を保有し続け適切に情報を管理

しており、提供先の行政機関が文書を保有しなく

ても問題は生じないものと考えている。他方、当

該情報は指定の要件を満たしており、引き続き特

定秘密として保護する必要があることから、提供

先においても、指定を維持することが適当である

と考えている。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

【経済産業省】 

■ 現在、経済産業省が廃棄協議を行っている文書

はいずれも内閣官房が作成した文書の副本であ

る。原本は引き続き内閣官房で保存されており、 
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 保存期間満了後は国立公文書館に移管されると

承知している。したがって、（廃棄を行っても、）

行政文書不存在の特定秘密とはならないことか

ら、経済産業省が廃棄することに問題はないと考

えている。 

（平成 30年 11 月６日 審査会） 

✓ 防衛省の保有する特定秘密文書の廃棄に関し、

旧防衛秘密から特定秘密に移行された時期の文

書の状況を整理し、当審査会が納得できる説明

をすること。 

【防衛省】 

■ 旧防衛秘密から特定秘密に移行した時期の文書

の状況について、法施行（平成 26年 12月 10 日）

時点での特定秘密文書の保有件数は、保存期間１

年以上の文書は 84,547 件、保存期間１年未満の

文書は 13,746件であった。 

（平成 30年 11 月 27日審査会） 

行政文書の保存期間が１年未満の特定秘密文書の廃棄関係 

 ✓ 特定秘密文書の保存期間を１年未満とするの

は正本・原本（他省庁が保有する文書も含む）の

写しに限定し、その旨を各行政機関の文書管理

規則等の内規に定めるよう政府として方針の作

成を検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ ガイドラインの改正（平成 29 年 12 月 26 日）

を受けて、各行政機関は行政文書管理規則を改正

し、平成 30 年４月から施行している。 

同改正では、 

①意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的

な跡付けや検証に必要となる行政文書につい

ては、原則として１年以上の保存期間を設定

すること 

②保存期間を１年未満と設定することができる

行政文書の類型を例示し、各行政機関の裁量

の余地が大きいと指摘されてきた保存期間１

年未満の行政文書についてその判断基準を明

確化すること 

として、特定秘密文書を含め重要な行政文書につ

いて、１年未満の保存期間が設定されることのな

いようにしようとしているところである。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日 審査会） 

 ✓ 保存期間が１年未満の特定秘密文書について、

正本・原本の写し以外のもの（「正本・原本の素

材」及び「暗号関係」）については、そのうち保

存期間を１年以上とすることが極めて困難なも

のについては、（ｱ）の例外として各行政機関の

内規に明記するよう検討すること。  

 ✓ 保存期間が１年未満の特定秘密文書が大量に

廃棄されている実態に鑑み、保存期間が１年未

満の特定秘密文書の廃棄についても、独立公文

書管理監が検証・監察を行うよう、早急な運用の

見直しを行うこと。 

【内閣情報調査室】 

■ 平成 30年７月 27日付で、内閣官房内閣情報調

査室次長発事務連絡「内閣府独立公文書管理監に

よる『特定秘密である情報を記録する保存期間 1

年未満の行政文書の中に行政文書ファイル管理簿

に記載されるべきものがないか』の検証・監察に

ついて（通知）」を発出した。これにより、保存
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期間を 1 年以上と設定すべき特定秘密文書の廃棄

を防止する効果が見込まれる。 

独立公文書管理監が当該検証・監察を行うに当た

り、保存期間１年未満の特定秘密文書を全て調査

するために一定期間厳重に管理するということ

は、情報保全上、執務室のキャビネット等の物理

的な制約、システム等の観点から困難を伴うこ

と、独立公文書管理監による実効的な検証・監察

を確保する必要があることから、独立公文書管理

監は、抽出して検証・監察をすることが想定され

る。 

本事務連絡を踏まえ、現在、独立公文書管理監

において、特定行政文書ファイル等にすべきもの

の存否の検証・監察を行うべく準備を進めている

ところであると承知している。 

（平成 30年 10 月 31日 審査会） 

特定秘密文書件数関係 

 ✓ 特定秘密文書の廃棄件数について、行政文書の

保存期間が１年以上と１年未満を分けた上で、

国会報告で明らかにすること。 

 

【内閣情報調査室】 

■ 平成 28 年中の保存期間 1 年未満の特定秘密文

書の廃棄状況については、国会報告（平成 30 年

５月閣議決定）24 頁に記載している。なお、平成

28 年中の保存期間１年以上の特定行政文書ファ

イル等の廃棄がなかったことについては、国会報

告（平成 29 年５月閣議決定）に記載している。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

【警察庁】 

■ 複製を含めた件数を計上した結果、警察におけ

る平成 29 年 12 月 31 日時点の複製物を含む特定

秘密文書の件数は約 29,000 件である。 

（平成 30年 11 月６日審査会） 

 ✓ 各年末時点での特定秘密文書の保有件数につ

き、特定秘密文書の全体像を明らかにするため、

複製を含めた件数についても計上できるよう、

その方法をよく検討し、当審査会に報告するよ

う努力すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 複製物を含めた文書の数は、特定秘密文書を閲

覧した延べ人数や特定秘密文書の政府内での活

用状況を反映しておらず、また、万一漏えいがあ

った場合の対応に役立つものでもない。複製物を

含めた文書件数の集計について正確、簡易な方法

がないか改めて検討したが、集計には長期間を要

し、困難である。 

（平成 30年７月 10日審査会） 
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■ 内閣情報調査室から各行政機関に対し照会した

結果、平成 29 年末時点における複製物を含む特

定秘密文書の政府全体の件数は約 61 万件である

ことがわかった。 

（平成 30年 10 月 31日審査会） 

 

【平成 30年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 保存期間1年未満の特定秘密文書の廃棄状況につ

き、引き続き当審査会に報告すること。また、国会

報告への継続的な記載を検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 平成 29 年中の保存期間１年未満の特定秘密文書

の廃棄状況を国会報告（令和元年６月閣議決定）の

23、24頁に記載済である。 

（令和元年 10月 24日審査会） 

【警察庁】 

■ 国会報告（令和元年６月閣議決定）においては、

保存期間１年未満の特定秘密文書について、平成

29 年中における政府全体の廃棄件数を掲載してい

る。 

警察庁が平成 29 年中及び平成 30 年中に廃棄し

た特定秘密文書は全て、「別途、正本・原本が管理

されている行政文書の写し」である。 

（令和元年 11月５日審査会） 

【外務省】 

■ 平成 30 年中に廃棄した保存期間１年未満の特定

秘密文書は全て、「別途、正本・原本が管理されて

いる行政文書の写し」である。今後も引き続き、審

査会に報告する。 

（令和元年 11月７日審査会） 

 

【令和元年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 保存期間１年未満の特定秘密文書の廃棄状況を、

国会報告における特定行政文書ファイル等の廃棄

状況の項目に記載することを検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 保存期間1年未満の特定秘密文書の廃棄関係につ

いて、ご指摘を受け、来年の国会報告では、廃棄の

状況を「行政文書ファイル等の移管及び廃棄の状

況」の項目に記載することを検討中である。 

（令和２年 11月 17日審査会） 
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５ 運用基準の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 29年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 特定秘密の指定要件である非公知性に関し、運用

基準における「なお、実際の判断に当たっては、・・・

個別具体的に行う」ことについて、個別具体的な判

断に当たっての例示などより具体的な判断基準の

作成を検討すること。 

【内閣情報調査室】 

■ 特定秘密として指定した情報と同一性を有する

情報が、報道機関、外国の政府その他の者により公

表されていると我が国の政府が認定する場合に

は、我が国の政府により公表されていない場合で

あっても「公になっていないもの」とはならない。

しかし、公表されている情報が特定秘密と同一性

を有するかどうかの判断は、個別具体的な状況を

踏まえつつ、行政機関の長が行うもので、判断基準

を作成することは困難であると考えているが、必

要に応じて、個別具体の情報ごとに非公知性の有

無について説明してまいりたいと考えている。 

（平成 30年７月 10日・10月 31 日審査会） 

 

【平成 30年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 本年 12 月に特定秘密保護法施行後５年となり、

運用基準を見直す時期を迎えることから、これま

で当審査会が指摘してきた以下の事項につき、運

用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審

査会に報告すること。 

①特定秘密の名称に係る統一方針 

②行政文書が不存在の特定秘密関係 

・いわゆる「あらかじめ指定」を行う場合の

厳格な要件 

【内閣情報調査室】 

■ 運用基準の見直しの検討については、法の施行後

５年を経過した後、すなわち令和元年 12 月 10 日

以降に検討を加えることとされている。検討に当

たっては有識者の意見を聴取する一方、平成 30年

審査会意見の検討結果を衆議院情報監視審査会へ

報告する。その後、運用基準を見直す場合には、令

和２年度中に情報保全諮問会議の開催を経て閣議

決定を行いたいと考えている。いずれにせよ、今後

・ 特定秘密保護法の施行に当たり、閣議決定された運用基準においては、「特定秘密保護法の施行後５年

を経過した場合においては、その運用状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

応じて所要の見直しを行うものとする。また、見直しの結果については、これを公表する」とされている。 

・ 国会の情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用に際し、我が国の安全保障に関する情報の秘匿の必

要性に留意しつつ、国会の行政監視機能、ひいては国民の知る権利に資するとの観点から設置されたもの

である。運用基準は特定秘密保護制度の実際の運用における重要な指針であり、その見直しについては、

当審査会としても重大な関心を持たざるを得ない。政府は、この点についても国会、とりわけ両院の情報

監視審査会に対して十分な説明責任を果たす必要がある。 

政府に対する意見（審査会意見）の背景及び経緯 
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・指定管理簿への記載等記録に残すための措

置 

③作成から 30 年を超える特定秘密文書の管理

における厳格な手続き 

④独立公文書管理監の活動状況の審査会への報

告 

⑤独立公文書管理監による検証・監察関係 

・各行政機関による特定秘密文書の保存期間

の判断の妥当性を検証する業務 

・保存期間１年未満の特定秘密文書の廃棄に

対する検証・監察業務 

・保存期間満了時の措置の検証・監察の際に

歴史についても識見の高い専門家からも意

見聴取するプロセス 

 

の国会において適切な説明に努めてまいりたい。 

（令和元年 10月 24日審査会） 

【警察庁】 

■ 運用基準の見直しについては、法施行後５年を経

過した後に、内閣情報調査室を中心に検討が進め

られていくものと承知している。当庁においても、

審査会からの指摘の点については必要な対応を行

っている。 

「あらかじめ指定」については、内閣情報調査室

から示された考え方に基づき、慎重な検討の上、

将来出現することが確実なものに限り行ってい

る。 

なお、警察庁においては、平成 27 年中に指定し

た人的情報源に関する特定秘密１件について、当

該指定に該当する情報は現存せず、今後も出現す

る可能性はないことが確定し、指定の要件を欠く

に至ったことから、平成 28年に当該指定を解除し

ている。 

作成から 30 年を超える特定秘密文書について

は、歴史公文書該当性等を十分に検討の上、保存

期間満了時の措置として適切な措置を設定してい

るところである。 

（令和元年 11月５日審査会） 

✓ 運用基準の見直しに当たり、上記以外の改正等を

行おうとする場合には、当審査会に報告すること。

また、運用基準の見直しのスケジュールが決まり次

第、速やかに当審査会に報告すること。なお、上記

②に関連し、複数の行政機関が同一の特定秘密を指

定しているものについては、文書を保有しないこと

の正当性について、適切な説明をすること。 

上記参照 
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【令和元年審査会意見及び政府の対応状況】 

意見 各行政機関における対応 

✓ 運用基準の見直しにつき、当審査会からの意見に

加え、パブリック・コメント等により国民の意見

も考慮した上で内容を見直し、その結果を当審査

会に報告すること。 

 

 

【内閣情報調査室】 

■ 政府において、両院情報監視審査会、情報保全諮

問会議の有識者委員、特定秘密を取り扱っている

関係省庁などの意見を踏まえ、検討を重ねてきた。

その上で、審査会のご指摘を踏まえ、令和２年４月

７日～20 日までの間、パブリック・コメントにて

意見募集を実施した。 

■（今回の運用基準の見直しにおいて）衆議院情報監

視審査会からの意見等を踏まえて、特定秘密指定

管理簿の特定秘密の概要を具体的に記述するよう

努めることを盛り込んだ。 

（令和２年 11月 17日 審査会） 
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Ⅸ 会長及び委員一覧 

 

 (1) 会長一覧 

会 長 名 就 任 日 退 任 日 

額 賀 福志郎 君（自民） 平成 27 年３月 30 日 平成 29 年９月 28 日 

額 賀 福志郎 君（自民） 平成 29 年 11 月２日 平成 30 年 10 月 24 日 

浜 田 靖 一 君（自民） 平成 30 年 10 月 24 日 令和２年 10 月 26 日 

松 野 博 一 君（自民） 令和２年 10 月 26 日 令 和 ３ 年 10 月 ８ 日 

小野寺 五 典 君（自民） 令 和 ３ 年 10 月 ８ 日 令和３年 10 月 14 日 

小野寺 五 典 君（自民） 令和３年 11 月 11 日  

 

(2) 委員一覧（会長は、名前の左に○印） 

期 間 委 員 名 

平成 27 年２月 26 日～ 

 

○額賀福志郎君（自民）  岩屋  毅君（自民） 

平沢 勝栄君（自民）  松本  純君（自民） 

大塚 高司君（自民）  松本 剛明君（民主） 

 井出 庸生君（維新）  漆原 良夫君（公明） 

 ※11 月 10 日松本剛明君（民主）委員辞任 

※12 月 18 日井出庸生君会派異動（維新→民維ク） 

 平成 28 年１月４日～ 

 

○額賀福志郎君（自民）  岩屋  毅君（自民） 

平沢 勝栄君（自民）  松本  純君（自民） 

大塚 高司君（自民）  後藤 祐一君（民維ク） 

 井出 庸生君（民維ク） 漆原 良夫君（公明） 

 ※１月４日後藤祐一君（民維ク）委員選任 

※３月 28 日後藤祐一君及び井出庸生君所属会派名称

変更（民維ク→民進） 

 ※８月３日松本純君（自民）委員辞任 

 平成 28 年９月 26 日～ 

 

○額賀福志郎君（自民）  岩屋  毅君（自民） 

平沢 勝栄君（自民）  今津  寬君（自民） 

大塚 高司君（自民）  井出 庸生君（民進） 

後藤 祐一君（民進）  漆原 良夫君（公明） 

※９月 26 日今津寬君（自民）委員選任 

※平成 29 年９月 20 日後藤祐一君（民進）委員辞任 

※同年９月 28 日衆議院解散 

 平成 29 年 11 月２日～ 

 

○額賀福志郎君（自民）  岩屋  毅君（自民） 

今村 雅弘君（自民）  後藤田正純君（自民） 

大塚 高司君（自民）  山内 康一君（立憲） 

井出 庸生君（希望）  太田 昭宏君（公明） 
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期 間 委 員 名 

※平成 30 年５月７日井出庸生君会派異動（希望→無

所属） 

平成 30 年５月８日～ ○額賀福志郎君（自民）  岩屋  毅君（自民） 

今村 雅弘君（自民）  後藤田正純君（自民） 

大塚 高司君（自民）  山内 康一君（立憲） 

渡辺  周君（国民）  太田 昭宏君（公明） 

※５月８日井出庸生君（無所属）委員辞任、渡辺周 

君（国民）委員選任 

※９月 27 日渡辺周君（国民）委員辞任 

※10 月２日岩屋毅君（自民）委員辞任 

※同月４日大塚高司君（自民）委員辞任 

※同月 24 日額賀福志郎君（自民）及び今村雅弘君（自

民）委員辞任 

平成 30 年 10 月 24 日～ ○浜田 靖一君（自民）  後藤田正純君（自民） 

金田 勝年君（自民）  江﨑 鐵磨君（自民） 

赤澤 亮正君（自民）  山内 康一君（立憲） 

大島  敦君（国民）  太田 昭宏君（公明） 

※令和元年９月 30 日山内康一君所属会派名称変更 

（立憲→立国社）、大島敦君会派異動（国民→立国社） 

令和元年 10 月４日～ ○浜田 靖一君（自民）  後藤田正純君（自民） 

金田 勝年君（自民）  小野寺五典君（自民） 

大塚 高司君（自民）  山内 康一君（立国社） 

篠原  孝君（立国社） 太田 昭宏君（公明） 

令和２年 10 月 26 日～ ○松野 博一君（自民）  山口 俊一君（自民） 

 高市 早苗君（自民）  柴山 昌彦君（自民） 

 大塚 高司君（自民）  大島  敦君（立国社） 

 津村 啓介君（立国社） 太田 昭宏君（公明） 

※10月 27日大島敦君及び津村啓介君所属会派名称変

更（立国社→立民） 

※令和３年２月１日大塚高司君会派異動（自民→無

所属） 

令和３年２月９日～ ○松野 博一君（自民）  山口 俊一君（自民） 

 高市 早苗君（自民）  柴山 昌彦君（自民） 

 盛山 正仁君（自民）  大島  敦君（立民） 

 津村 啓介君（立民）  太田 昭宏君（公明） 

※２月９日大塚高司君（無所属）委員辞任、盛山正

仁君（自民）委員選任 
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期 間 委 員 名 

令和３年 10 月８日～ ○小野寺五典君（自民）  山口 俊一君（自民） 

 高市 早苗君（自民）  柴山 昌彦君（自民） 

 盛山 正仁君（自民）  大島  敦君（立民） 

 津村 啓介君（立民）  太田 昭宏君（公明） 

※10 月８日松野博一君（自民）委員辞任、小野寺五

典君（自民）委員選任 

※10 月 14 日衆議院解散 

令和３年 11 月 11 日～ ○小野寺五典君（自民）  高市 早苗君（自民） 

 柴山 昌彦君（自民）  盛山 正仁君（自民） 

 大島  敦君（立民）  新垣 邦男君（立民） 

 和田有一朗君（維新）  大口 善德君（公明） 

令和３年 12 月６日～ ○小野寺五典君（自民）  田村 憲久君（自民） 

 松本 剛明君（自民）  伊東 良孝君（自民） 

 長妻  昭君（立民）  おおつき紅葉君（立民） 

 和田有一朗君（維新）  大口 善德君（公明） 

※12 月６日高市早苗君（自民）、柴山昌彦君（自民）、

盛山正仁君（自民）、大島敦君（立民）及び新垣邦

男君（立民）委員辞任、田村憲久君（自民）、松本

剛明君（自民）、伊東良孝君（自民）、長妻昭君（立

民）及びおおつき紅葉君（立民）委員選任 
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Ⅹ 委員派遣・海外派遣一覧 

 

１ 委員派遣 
国会 
回次 

派遣期間 派遣地 派遣の目的 派遣委員 

190 

(常) 
H28.1.25 

東京都 
（内閣衛星情報 

センター） 

行政における特定秘密の指

定及びその解除並びに適性

評価の実施の状況に関する

実情調査 

会長 額賀福志郎君（自民） 

委員 岩屋  毅君（自民） 

委員 平沢 勝栄君（自民） 

委員 松本  純君（自民） 

委員 大塚 高司君（自民） 

委員 後藤 祐一君（民維ク） 

委員 井出 庸生君（民維ク） 

委員 漆原 良夫君（公明） 

196 

(常) 
H30.6.6 

東京都 
（内閣衛星情報 

センター） 

行政における特定秘密の指

定及びその解除並びに適性

評価の実施の状況に関する

実情調査 

会長 額賀福志郎君（自民） 

委員 岩屋  毅君（自民） 

委員 今村 雅弘君（自民） 

委員 大塚 高司君（自民） 

委員 山内 康一君（立憲） 

委員 渡辺  周君（国民） 

委員 太田 昭宏君（公明） 

 
 
２ 海外派遣 

国会 
回次 

派遣期間 派遣地 派遣の目的 派遣委員 

191 

(臨) H28.8.31 

～9.11 

（12 日間） 

イギリス 

ドイツ 

アメリカ 

欧米各国における情報機関

に対する議会の監視等の実

情調査 

会長 額賀福志郎君（自民） 

委員 岩屋  毅君（自民） 

委員 後藤 祐一君（民進） 

委員 井出 庸生君（民進） 

閉
会
後 

193 

(常) 
H29.9.2 

～9.9 

（８日間） 

オーストラリア 

韓国 

オーストラリア及び韓国に

おける情報機関に対する議

会の監視等の実情調査 

会長 額賀福志郎君（自民） 

委員 岩屋  毅君（自民） 

委員 平沢 勝栄君（自民） 

委員 今津  寬君（自民） 
閉
会
後 

196 

(常) H30.7.28 

～8.5 

（９日間） 

イスラエル 

フィンランド 

デンマーク 

イスラエル、フィンランド

及びデンマークにおける情

報機関に対する議会の監視

等の実情調査 

会長 額賀福志郎君（自民） 

委員 岩屋  毅君（自民） 

委員 渡辺  周君（国民） 
閉
会
後 
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Ⅺ 参考人一覧 
 

審査会日時 職    業 氏  名 

平成 28年 5月 12 日 

平成 27年年次報告書に 

対する意見聴取 

有人宇宙システム株式会社技術顧問、 

元内閣衛星情報センター所長 
國見 昌宏君 

一橋大学国際・公共政策大学院非常勤講師、 

前駐マレーシア大使 
中村  滋君 

特定非営利活動法人情報公開クリアリング 

ハウス理事長 
三木由希子君 

平成 29年 5月 15 日 

平成 28年年次報告書に 

対する意見聴取 

三井住友銀行顧問、元内閣情報官 三谷 秀史君 

ジャーナリスト 春名 幹男君 

特定非営利活動法人情報公開クリアリング 

ハウス理事長 
三木由希子君 

平成 30年 5月 21 日 

平成 29年年次報告書に 

対する意見聴取 

前内閣情報官 植松 信一君 

日本大学危機管理学部教授 小谷  賢君 

専修大学教授 山田 健太君 

令和元年 5月 20 日 

平成 30年年次報告書に 

対する意見聴取 

元警視総監 

元内閣危機管理監 
米村 敏朗君 

公立大学法人兵庫県立大学理事長 

ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長 
五百旗頭真君 

原後綜合法律事務所代表弁護士 三宅  弘君 
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Ⅻ 活動経過一覧表 

年 月 日 事 項 

平成 25（2013） 

10．15 

 

第 185 回国会（臨時会）召集（会期 55 日間 12. 8 まで） 

10．25 特定秘密の保護に関する法律案（内閣）提出 

11．26 本会議にて、同法案議決（修正） 

12． 6 参議院本会議にて、同法案可決、成立 

12．13 特定秘密の保護に関する法律（平成 25 年法律第 108 号）公布 

平成 26（2014） 

1．24 

5．30 

 

第 186 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6.22 まで） 

国会法等の一部を改正する法律案（自民・公明）提出 

  6． 5 

 

衆議院規則の一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程

案（いずれも自民・公明）提出 

6．13 

 

本会議にて、国会法等の一部を改正する法律案可決、衆議院規則の

一部を改正する規則案及び衆議院情報監視審査会規程案議決（いず

れも修正） 

6．20 参議院本会議にて、国会法等の一部を改正する法律案可決、成立 

9．29 第 187 回国会（臨時会）召集（会期 54 日間 11.21 解散） 

10．14 政府が特定秘密の保護に関する法律施行令等を閣議決定 

12．10 特定秘密の保護に関する法律施行 

※法第 11 条（取扱者の制限）は平成 27 年 12 月１日から施行 

特定秘密の保護に関する法律施行令施行 

国会法等の一部を改正する法律施行 

衆議院規則の一部を改正する規則施行 

 

12．24 

衆議院情報監視審査会規程施行 

第 188 回国会（特別会）召集（会期３日間 12.26 まで） 

平成 27（2015） 

1．26 

2．26 

 3．30 

 

 

 5．18 

 

第 189 回国会（常会）召集（会期 245 日間 9.27 まで） 

本会議にて、情報監視審査会委員選任 

情報監視審査会委員の宣誓 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 額賀福志郎会長選出 

政府が情報保全諮問会議にて「特定秘密の指定及びその解除並びに

適性評価の実施の状況に関する報告」（案）を説明 

 6．18 ○情報監視審査会【第２回】 

・運営協議会設置について協議決定 

・内規各件の制定に関する件について協議決定 
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 6．22 ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

 7． 2 ○情報監視審査会【第３回】 

・上川国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

8．19 ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監、国家

安全保障会議） 

8．24 ○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、法務省、公安調査庁、外務

省） 

8．27 ○情報監視審査会【第６回】 

・説明聴取及び対政府質疑（総務省、経済産業省、海上保安庁、

防衛省） 

 9．25 ○情報監視審査会【第７回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監、国家

安全保障会議、警察庁、公安調査庁、外務省） 

11．10 

11．19 

議長において、委員松本剛明君の辞任許可 

○情報監視審査会【第８回】 

・説明聴取及び対政府質疑（防衛省、内閣官房、海上保安庁、法

務省） 

平成 28（2016） 

1． 4 

 

第 190 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6. 1 まで） 

本会議にて、後藤祐一君（民維ク）委員選任。宣誓 

1．20 ○情報監視審査会【第１回】 

・特定秘密提示要求決議 

・委員派遣承認申請決議 

・説明聴取及び対政府質疑（独立公文書管理監、法務省） 

1．25 

 

3．23 

 

○委員派遣（行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性

評価の実施の状況に関する実情調査） 

○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（独立公文書管理監、内閣官房） 

3．30 ○情報監視審査会【第３回】 

・平成 27 年年次報告書の決定 

額賀会長から大島議長に平成 27 年年次報告書を提出 

4． 1 本会議にて、額賀会長が平成 27 年年次報告書について報告 
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4．20 ○情報監視審査会【第４回】 

・対政府質疑（外務省） 

 4. 26 ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

5．12 ○情報監視審査会【第５回】 

・参考人からの意見聴取 

5．18 ○情報監視審査会【第６回】 

・岩城国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

8. 1 第 191 回国会（臨時会）召集（会期３日間 ８.３まで） 

8． 3 議長において、委員松本純君の辞任許可 

8．31 

～9．11 

○海外派遣［イギリス、ドイツ、アメリカ］（欧米各国における情報

機関に対する議会の監視等の実情調査） 

9．26 

 

第 192 回国会（臨時会）召集（会期 83 日間 12.17 まで） 

本会議にて今津寬君（自民）委員選任。宣誓 

10．14 

 

○情報監視審査会【第１回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監及び国

家安全保障会議） 

10．17 ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（海上保安庁、防衛省及び防衛装備庁） 

10．26 

 

○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、総務省、法務省、公安調査

庁及び経済産業省） 

11． 9 ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省） 

11．21 

 

 

 

11．30 

○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、公安調査庁、外務省、防

衛省及び防衛装備庁） 

・特定秘密提示要求決議 

○情報監視審査会【第６回】 

・特定秘密の提示（警察庁及び経済産業省） 

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、経済産業省及び資源エネル

ギー庁） 

平成 29（2017）  

1．20 

1．30 

第 193 回国会（常会）召集（会期 150 日間 ６.18 まで） 

○情報監視審査会【第１回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び国家安全保障会議） 
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3.  6 ○情報監視審査会【第２回】 

 ・情報監視審査会の傍聴許可 

3. 29 ○情報監視審査会【第３回】 

 ・平成 28 年年次報告書の決定 

額賀会長から大島議長に平成 28 年年次報告書を提出 

 4.  4 本会議にて、額賀会長が平成 28 年年次報告書について報告 

4. 27 ○情報監視審査会【第４回】 

 ・参考人からの意見聴取について協議決定 

5. 15 ○情報監視審査会【第５回】 

 ・参考人からの意見聴取 

5. 19 ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

5. 31 ○情報監視審査会【第６回】 

・金田国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

6.  5 ○情報監視審査会【第７回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、公文書管理課及び独立公

文書管理監） 

9． 2 

～9． 9 

○海外派遣（オーストラリア及び韓国における情報機関に対する議

会の監視等の実情調査） 

9. 28 第 194 回国会（臨時会）召集、衆議院解散 

11. 1 第 195 回国会（特別会）召集（会期 39 日間 12. 9 まで） 

11.  2 本会議にて情報監視審査会委員の選任 

情報監視審査会委員の宣誓 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 額賀福志郎会長選出 

11. 14 ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、公文書管理課及び独立公

文書管理監） 

11. 22 ○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（国家安全保障会議、内閣官房、独立

公文書管理監及び外務省） 

11. 30 ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省、警察庁、総務省及び法務省） 

12.  4 ○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（公安調査庁、内閣官房、経済産業省、

海上保安庁、防衛省及び防衛装備庁） 
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12.  8 ○情報監視審査会【第６回】 

・特定秘密提示要求決議 

平成 30（2018）  

1. 22 第 196 回国会（常会）召集（会期 182 日間  7.22 まで） 

1. 26 ○情報監視審査会【第１回】 

・特定秘密の提示（外務省、経済産業省、防衛省及び防衛装備庁） 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省、経済産業省、防衛省及び防

衛装備庁） 

1. 31 ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監、公文

書管理課） 

3.  6 ○情報監視審査会【第３回】 

・情報監視審査会の傍聴許可 

3. 28 ○情報監視審査会【第４回】 

 ・平成 29 年年次報告書の決定 

額賀会長から大島議長に平成 29 年年次報告書を提出 

4.  3 本会議にて、額賀会長が平成 29 年年次報告書について報告 

4. 18 ○情報監視審査会【第５回】 

 ・参考人からの意見聴取について協議決定 

5.  8 本会議にて、委員井出庸生君の辞任許可、渡辺周君（国民）委員選

任 

5.  9 委員渡辺周君（国民）の宣誓 

5. 18 ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

5．21 ○情報監視審査会【第６回】 

 ・参考人からの意見聴取 

5. 31 ○情報監視審査会【第７回】 

・特定秘密提示要求決議 

・委員派遣承認申請決議 

・内規の一部を改正する件について協議決定 

6.  6 ○情報監視審査会【第８回】 

・上川国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

○委員派遣（行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性

評価の実施の状況に関する実情調査） 

7. 10 ○情報監視審査会【第９回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び独立公文書管理監） 
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7. 28 

～8.  5 

○海外派遣（イスラエル、フィンランド及びデンマークにおける情

報機関に対する議会の監視等の実情調査） 

9．27 議長において、委員渡辺周君の辞任許可 

10.  2 議長において、委員岩屋毅君の辞任許可 

10.  4 議長において、委員大塚高司君の辞任許可 

10. 24 第 197 回国会（臨時会）召集（会期 48 日間 12.10 まで） 

本会議にて、委員額賀福志郎君及び今村雅弘君の辞任許可、 

浜田靖一君（自民）、金田勝年君（自民）、江﨑鐵磨君（自民）、 

赤澤亮正君（自民）及び大島敦君（国民）を委員に選任 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 浜田靖一会長選出 

新任委員の宣誓 

10．31 

 

○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監及び国

家安全保障会議） 

11． 6 

 

○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、警察庁、総務省、法務省、

公安調査庁及び経済産業省） 

11.  8 ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省） 

11. 27 ○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（海上保安庁、防衛省及び防衛装備庁） 

12.  6 ○情報監視審査会【第６回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び独立公文書管理監） 

平成 31（2019）  

1. 28 第 198 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6.26 まで） 

3.  5 ○情報監視審査会【第１回】 

・情報監視審査会の傍聴許可 

3. 26 ○情報監視審査会【第２回】 

 ・平成 30 年年次報告書の決定 

浜田会長から大島議長に平成 30 年年次報告書を提出 

4.  2 本会議にて、浜田会長が平成 30 年年次報告書について報告 

令和元（2019）  

5. 14 ○情報監視審査会【第３回】 

 ・参考人からの意見聴取について協議決定 

5. 20 ○情報監視審査会【第４回】 

 ・参考人からの意見聴取 
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6.  7 ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

6. 18 ○情報監視審査会【第５回】 

・宮腰国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

8.  1 第 199 回国会（臨時会）召集（会期 ５日間  8. 5 まで） 

10.  4 第 200 回国会（臨時会）召集（会期 67 日間 12. 9 まで） 

本会議にて、委員江﨑鐵磨君、赤澤亮正君及び大島敦君の辞任許可、 

小野寺五典君（自民）、大塚高司君（自民）及び篠原孝君（立国社）

を委員に選任 

新任委員の宣誓 

10．24 

 

○情報監視審査会【第１回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び独立公文書管理監） 

10．29 

 

○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び国家安全保障会議） 

11． 5 

 

○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、総務省、法務省、公安調査

庁、経済産業省及び海上保安庁） 

11． 7 

 

○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省） 

11．12 

 

○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（防衛省、防衛装備庁及び外務省） 

11．21 

 

○情報監視審査会【第６回】 

・説明聴取及び対政府質疑（国家安全保障会議、警察庁、外務省、

出入国在留管理庁、公安調査庁及び内閣官房） 

12． 9 ○情報監視審査会【第７回】 

・情報監視審査会の会議録中特に秘密を要するものとの決議 

令和２（2020） 

1．20 

 

第 201 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6.17 まで） 

3.  4  ○情報監視審査会【第１回】 

・情報監視審査会の傍聴許可 

3. 17  ○情報監視審査会【第２回】 

 ・令和元年年次報告書の決定 

浜田会長から大島議長に令和元年年次報告書を提出 

3. 19  本会議にて、浜田会長が令和元年年次報告書について報告 

6. 16  ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

  

- 173 -



 
 

6. 17  ○情報監視審査会【第３回】 

・衛藤国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施の状況に関する報告） 

9. 16  第 202 回国会（臨時会）召集（会期 ３日間  9.18 まで） 

10. 26  第 203 回国会（臨時会）召集（会期 41 日間 12. 5 まで） 

本会議にて、委員浜田靖一君、後藤田正純君、金田勝年君、小野寺

五典君、山内康一君及び篠原孝君の辞任許可、 

松野博一君（自民）、山口俊一君（自民）、高市早苗君（自民）、柴山

昌彦君（自民）、大島敦君（立国社）及び津村啓介君（立国社）を委

員に選任 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 松野博一会長選出 

新任委員の宣誓 

11. 17  ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び独立公文書管理監） 

11. 24  ○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び国家安全保障会議） 

12.  3  ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、警察庁、総務省、法務省、

出入国在留管理庁、公安調査庁、経済産業省及び海上保安庁） 

令和３（2021） 

1．18  

 

第 204 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6.16 まで） 

2.  9  本会議にて、委員大塚高司君の辞任許可、 

盛山正仁君（自民）を委員に選任 

新任委員の宣誓 

3. 16  ○情報監視審査会【第１回】 

・説明聴取及び対政府質疑（外務省） 

3. 18  ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（防衛省、防衛装備庁及び外務省） 

4. 13  ○情報監視審査会【第３回】 

5. 11  ○情報監視審査会【第４回】 

・令和２年年次報告書の決定 

松野会長から大島議長に令和２年年次報告書を提出 

5. 18  本会議にて、松野会長が令和２年年次報告書について報告 

6. 11  ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状

況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審査会に報告 

6. 16  ○情報監視審査会【第５回】 

・河野国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除並び
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に適性評価の実施の状況に関する報告） 

10.  4  第 205 回国会（臨時会）召集（会期 11 日間 10.14 解散） 

10.  8  本会議にて、委員松野博一君の辞任許可 

小野寺五典君（自民）を委員に選任 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 小野寺五典会長選出 

11. 10  第 206 回国会（特別会）召集（会期 ３日間 11.12 まで） 

11. 11  本会議にて情報監視審査会委員の選任 

○情報監視審査会【第１回】 

・会長互選 小野寺五典会長選出 

12.  6  第 207 回国会（臨時会）召集（会期 16 日間 12.21 まで） 

本会議にて、委員高市早苗君、柴山昌彦君、盛山正仁君、大島敦君、

新垣邦男君の辞任許可、 

田村憲久君（自民）、松本剛明君（自民）、伊東良孝君（自民）、長妻

昭君（立民）及びおおつき紅葉君（立民）を委員に選任 

情報監視審査会委員の宣誓 

令和４（2022） 

1．17  

 

第 208 回国会（常会）召集 

3． 3  ○情報監視審査会【第１回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び独立公文書管理監） 

3．10  ○情報監視審査会【第２回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び国家安全保障会議） 

3．17  ○情報監視審査会【第３回】 

・説明聴取及び対政府質疑（独立公文書管理監、内閣官房、警察庁、

総務省、法務省、出入国在留管理庁、公安調査庁、経済産業省及

び海上保安庁） 

3．24  ○情報監視審査会【第４回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び外務省） 

3．31  ○情報監視審査会【第５回】 

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、防衛省及び防衛装備庁） 
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